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謂
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伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

　
　

ー
近
年
に
お
け
る
諸
本
研
究
と
そ
の
行
方
を
め
ぐ
り
ー

　
　

T
he D

evelopm
ent of O

togizoushi “U
rashim

a T
aro ”

林　
　
　

晃　

平 　

H
A
Y
A
SH
I K
ouhei 　

　
　
　
　
　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
慶
応
横
型
絵
本
・
亀
を
買
い
取
る
・
葛
岡
宣
慶
・
好
色
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
蔵
縦
型
絵
本

要
旨

　

慶
応
横
型
絵
本
な
ど
新
た
に
い
く
つ
か
の
諸
本
が
見
つ
か
っ
て
い
る
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
Ⅰ
類
系
諸
本

の
内
容
は
、
亀
を
買
い
取
る
こ
と
な
ど
、
今
日
の
浦
島
太
郎
の
内
容
に
通
じ
る
部
分
が
有
り
、
近
世
に
お
け
る
展
開

を
考
え
て
い
く
上
に
重
要
な
鍵
と
な
る
。
ま
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
蔵
縦
型
絵
本
な
ど
の
Ⅳ
類
は
、
内
容
を
孝
子
化
と

好
色
化
に
向
か
っ
て
特
化
さ
せ
た
部
分
が
み
ら
れ
る
。
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科
学
技
術
の
進
歩
は
、
人
文
学
に
お
い
て
も
研
究
の
向
上
と
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
特
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
は
じ
め
と
す

る
近
年
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
化
は
、
文
字
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
、
画
像
を
含
め
た
資
料
の
処
理
と
比
較
研
究
に
格
段
の
利
便
性
を

発
揮
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
情
報
社
会
の
発
展
は
、
画
像
を
含
め
て
資
料
の
所
在
や
確
認
に
飛
躍
的

な
進
歩
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
ゆ
え
所
謂
御
伽
草
子
の
よ
う
な
挿
絵
を
含
む
研
究
対
象
に
対
し
て
の
成
果
も
は
か
り
知
れ
な
い
。

　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
成
果
の
恩
恵
は
、
本
文
研
究
だ
け
で
な
く
、
文
字
や
挿
絵
等
の
比
較
な
ど
多

く
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
今
回
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
近
世
前
期
に
お
け
る
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開
を
、
本
文
系
統
の
Ⅰ

類
と
Ⅳ
類
の
諸
本
を
中
心
に
し
て
こ
こ
に
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

Ⅰ
類
本
を
め
ぐ
る
近
年
の
進
展

　

能
「
浦
島
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
現
在
は
上
演
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
曲
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
に
は
上
演
記
録
も
あ
り
人
々

の
目
に
触
れ
た
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
丹
後
に
あ
る
浦
島
明
神
に
参
詣
し
た
勅
使
が
、
そ
の
地
で
由
緒
を
知
り
、
明
神
か
ら

不
死
の
薬
を
授
か
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
謡
曲
に
は
同
名
「
浦
島
」
な
が
ら
甲
乙
の
二
種
が
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
は
ど
ち
ら

も
大
き
く
は
違
わ
な
い
。
し
か
し
、
題
材
と
さ
れ
る
浦
島
太
郎
が
著
名
で
あ
る
わ
り
に
は
、
そ
の
本
説
は
今
も
は
っ
き
り
と
し
て
い

な
い
。
一
番
注
目
さ
れ
る
の
が
所
謂
御
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
で
あ
る
が
、
現
存
の
作
品
に
は
謡
曲
の
内
容
に
う
ま
く
合
致
す
る

も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂
御
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
以
外
に
、
本
説
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
日
の
我
々
に
は
知
ら
れ
な
い
浦
島
伝
説
が
ま
だ
他
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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一　

Ⅰ
類
の
新
出
諸
本
と
和
歌

　

室
町
時
代
末
か
ら
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
、
浦
島
太
郎
を
題
材
と
し
た
作
品
と
し
て
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
所
謂
御
伽
草

子
「
浦
島
太
郎
」
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
も
「
浦
島
太
郎
」
の
諸
本
は
五
十
本
を
越
え
る
。
そ
の
中
で
も
所

謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
に
お
い
て
近
年
注
目
す
べ
き
も
の
に
Ⅰ
類
系
諸
本
が
あ
る注

一
。
こ
の
Ⅰ
類
は
、
従
来
は
二
本
し
か
確
認
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
素
性
も
は
っ
き
り
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
情
報
社
会
の
発
達
の
成
果
も
あ
り
、
新
た
に

四
本
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
つ
の
系
統
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
明
瞭
と
な
り
、
そ
の
姿
内
容
も
は
っ
き
り

と
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
現
在
明
ら
か
な
Ⅰ
類
系
の
諸
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

ア　

日
本
民
藝
館
蔵
小
絵
巻　
　
　
　
　

一
軸
（
前
半
欠
）　

室
町
時
代
物
語
大
成
・
二
・
60

　
　

イ　

慶
応
大
学
図
書
館
蔵
横
型
絵
本　
　

一
冊
（
表
紙
欠
）　

三
田
国
文
・
40

　
　

ウ　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
蔵
絵
巻　

一
軸　
　
　
　
　
　
　

勝
俣
隆
氏
の
報
告

　
　

エ　

石
川
透
氏
蔵
横
型
絵
本
（
断
簡
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
町
物
語
影
印
叢
刊
・
�6

　
　

オ　

高
安
六
郎
旧
蔵
絵
本　
　
　
　
　
　

一
冊　
　
　
　
　
　
　

室
町
時
代
物
語
集
・
五
・
百
十
八

　
　

カ　

フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
蔵
絵
巻　
　

一
軸
（
前
半
欠
・
絵
本
改
装
）　

古
典
文
庫
・
五
八
二
「
奈
良
絵
本
集　

パ
リ
本
」

　

ア
は
、
日
本
民
藝
館
に
蔵
さ
れ
る
室
町
末
頃
と
さ
れ
る
絵
巻
で
あ
る
（
民
芸
館
古
絵
巻
と
略
称
）
。
こ
の
絵
巻
は
前
半
が
欠
け
て
い

た
た
め
全
体
像
の
把
握
が
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
本
文
と
の
対
比
か
ら
お
お
よ
そ
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
可
能
と
な
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り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
挿
絵
も
種
々
の
展
覧
会
図
録
な
ど
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
が
可
能
で
あ
る
。
オ
は
、
戦
前
刊

行
の
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
五
に
翻
刻
と
解
題
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
高
安
本
と
略
称
）
が
、
戦
後
は
所
在
不
明
の
本

で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
新
出
本
に
つ
い
て
以
下
に
簡
単
に
記
す
。

　

イ
の
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
横
型
奈
良
絵
本
（
慶
応
本
と
略
称
）
は
、
平
成
十
五
年
六
月
の
古
書
店
の
目
録
掲
載
。
そ
の
後
同
図

書
館
の
収
蔵
と
な
り
、
そ
の
夏
の
同
大
学
で
開
催
の
奈
良
絵
本
絵
巻
国
際
会
議
の
期
間
に
展
示
公
開
さ
れ
た
。
画
中
詞
を
持
つ
な
ど
、

江
戸
初
期
か
そ
れ
以
前
の
古
態
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
の
で
、
完
本
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
表
紙
な
ど
を
欠
く
。

　

ウ
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
日
本
図
書
館
蔵
絵
巻
は
、
勝
俣
隆
氏
が
「
中
世
小
説
の
挿
絵
と
本
文
の
関
連

に
つ
い
て
の
研
究
」
（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
・
二
〇
〇
三
年
）
で
そ
の
存
在
を
報
告
さ
れ
た
も
の
で
、
江
戸
前
期
と
思
わ

れ
る
極
彩
色
の
美
麗
な
絵
巻
で
あ
る注

二
。

　

エ
は
、
二
〇
〇
八
年
に
古
書
目
録
に
掲
載
さ
れ
、
石
川
透
氏
が
落
掌
さ
れ
た
も
の
で
、
屏
風
等
に
貼
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
所

謂
ま
く
り
の
横
型
本
の
断
簡
で
あ
る
（
石
川
本
と
略
称
）
。
本
文
は
、
高
安
本
に
近
似
し
て
お
り
、
そ
れ
と
比
較
す
る
と
僅
か
に
半
丁

を
欠
く
と
推
測
さ
れ
る
。
絵
は
現
存
で
は
全
五
図
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
完
全
な
も
の
か
一
部
に
欠
損
が
あ
る
の
か
は
未
詳
。

　

カ
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（Bibulioteque N

ationale de France

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
絵
巻
で
あ
る
（
パ
リ
絵
巻
と
略
称
）。
前

半
が
欠
落
し
た
江
戸
前
期
（
延
宝
・
元
禄
頃
か
）
と
思
わ
れ
る
絵
巻
で
、
和
歌
は
独
自
の
も
の
が
多
く
、
他
本
と
は
一
首
し
か
共
通
の

も
の
は
な
い
が
、
本
文
は
共
通
す
る
点
が
い
く
つ
も
あ
り
、
Ⅰ
類
と
見
做
し
て
よ
い
。
そ
の
独
自
和
歌
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま

た
、
同
図
書
館
に
は
別
に
縦
型
絵
本
を
改
装
し
た
絵
巻
も
あ
る
が
、
系
統
が
異
な
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　

な
お
、
新
出
本
の
書
誌
そ
の
他
の
詳
細
は
当
該
の
文
献
に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
省
略
す
る
。
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平　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

　

諸
本
に
所
収
さ
れ
る
和
歌
の
一
覧
を
次
に
示
す注

三。
上
段
に
は
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
（
ａ
四
季
の
庭
で
の
独
詠
・
ｂ
別
れ
の
場
の
贈
答
歌
・

ｃ
帰
郷
後
の
独
詠
・
ｄ
開
箱
後
の
独
詠
・
ｅ
そ
の
他
）
と
そ
の
詠
者
を
略
称
（
太
郎
・
乙
姫
・
僧
侶
）
で
示
す
。
中
段
に
は
完
本
で
古
態
を
と

ど
め
る
慶
応
本
の
所
収
和
歌
を
底
本
と
し
、
簡
単
な
校
異
を
付
す
。
た
だ
し
、
仮
名
遣
い
清
濁
及
び
漢
字
と
仮
名
の
違
い
な
ど
は
省

略
し
た
。
下
段
に
は
当
該
本
を
略
称
で
記
し
、
算
用
数
字
で
和
歌
の
順
序
を
、
×
は
そ
の
和
歌
を
欠
く
こ
と
を
示
す
。
パ
リ
絵
巻
の

最
初
が
「
？
」
で
あ
る
の
は
、
前
半
を
欠
く
ゆ
え
他
本
１
番
歌
の
存
否
が
確
定
不
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

「　

浦　

島　

太　

郎　

」　

Ⅰ　

類　

諸　

本　

和　

歌　

一　

覧　
（
慶
応
横
型
本
を
底
本
）
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こ
の
和
歌
一
覧
か
ら
Ⅰ
類
は
パ
リ
絵
巻
と
そ
れ
以
外
の
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
後
者
は
民
芸
館
古
絵

巻
と
そ
れ
以
外
の
四
本
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
に
示
す
本
文
の
異
同
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
校
異
を
検
討
す
る
と
、
慶
応
本
「
里
人
」
を
民
・
オ
・
石
・
高
の
各
本
が
「
さ
と
の
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
慶
応
本
も

「
里
の
人
」
と
読
ま
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
仮
名
遣
い
や
漢
字
仮
名
の
違
い
を
除
外
す
れ
ば
、
民
芸
館
古
絵
巻
に
三
つ
、

高
安
本
に
二
つ
の
独
自
の
異
同
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
異
同
か
ら
「
民
・
オ
」
、
「
オ
・
石
」
、
「
石
・
高
」
、
「
オ
・

パ
」
（
二
例
）
な
ど
の
各
本
間
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
諸
本
の
書
写
の
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

異
同
の
中
の
「
花
橘
の
か
を
と
め
て
」
（
オ
・
石
）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
「
か
を
か
げ
ば
」
が
「
か
を
と
め
て
」
と
あ
る
こ

と
は
単
純
な
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
パ
リ
絵
巻
以
外
の
１
番
歌
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
所
収
の
著
名
な

一
三
八
番
歌
「
さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
（
巻
第
三
・
夏
歌
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
本
歌
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
本
歌
取
り
と
思
わ
れ
る
類
似
歌
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
「
橘
花
」
（
一
七
四
・
以
下
に
引
く
和
歌
本
文
等
と

そ
の
番
号
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
）
及
び
『
新
古
今
和
歌
集
』
（
巻
第
三
・
夏
歌
・
二
四
四
）
に
所
収
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
花
た
ち
ば
な

の
か
を
と
め
て
鳴
く
は
む
か
し
の
人
や
恋
し
き
」
が
あ
り
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
そ
の
直
前
の
歌
が
古
今
集
当
該
歌
な
の
で
あ
る注

四
。

古
今
集
歌
で
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
花
橘
の
「
香
を
と
め
て
」
は
「
香
を
か
げ
ば
」
と
同
じ
く
ら
い
に
人
口
に
膾
炙
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
発
想
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
絵
巻
と
石
川
本
の
「
と
め
て
」
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
独
自
和
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
民
芸
館
古
絵
巻
の
４
番
歌
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
百
十
五
段
所
収
の
「
お
き
の
ゐ
て
身
を
や

く
よ
り
も
か
な
し
き
は
宮
こ
し
ま
べ
の
わ
か
れ
な
り
け
り
」
を
本
歌
と
し
た
も
の
。
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
陸
奥
か
ら
都
に
出
か
け
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「
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」
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る
男
の
は
な
む
け
に
女
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
浦
島
太
郎
が
詠
ん
だ
も
の
。
な
お
、
こ
の
歌
は
『
古

今
和
歌
集
』
墨
滅
歌
（
巻
第
十
・
物
名
・
一
一
〇
四
）
と
し
て
も
見
ら
れ
る
。

　

パ
リ
絵
巻
の
独
自
和
歌
の
出
典
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
に
示
す
。
１
番
歌
浦
島
太
郎
の
「
な
が
む
れ
ば
衣
で
す
ゞ
し
ひ
さ
か
た
の

か
き
ほ
に
な
く
は
秋
の
む
し
の
ね
」
に
対
し
て
は
、
次
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

百
首
歌
の
な
か
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

式
子
内
親
王

　
　

な
が
む
れ
ば
衣
手
す
ず
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
の
秋
の
夕
ぐ
れ　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
和
歌
集
・
巻
第
四
・
秋
上
・
三
二
一
）

こ
れ
は
『
式
子
内
親
王
集
』
（
三
八
）
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
僧
の
読
ん
だ
４
番
歌
「
と
り
か
は
す
手
ば
こ
の
う
ち
を
み
る
か
ら

に
老
そ
の
も
り
の
な
げ
き
を
ぞ
す
る
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　

か
が
み
を
み
る
に
か
げ
の
か
は
り
ゆ
く
を
み
て
よ
め
る　
　

源
師
賢
朝
臣

　
　

か
は
り
行
く
か
が
み
の
か
げ
を
み
る
か
ら
に
お
い
そ
の
も
り
の
な
げ
き
を
ぞ
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
葉
三
奏
本
・
九
・
五
八
九
、
二
度
本
第
三
句
「
見
る
た
び
に
」
）

　

『
新
編
国
歌
大
観
』
（
Ｃ
Ｄ
ー
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
）
で
検
索
す
る
限
り
、
１
番
歌
は
『
新
古
今
集
』
の
他
『
式
子
内
親
王
集
』
と
『
定
家

八
代
抄
』
の
み
で
あ
り
、
４
番
歌
は
『
金
葉
集
』
二
種
の
他
は
、
『
宝
物
集
』
と
『
歌
枕
名
寄
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
歌
を

共
有
す
る
テ
キ
ス
ト
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
な
い
。
全
般
に
Ⅰ
類
系
諸
本
の
和
歌
は
勅
撰
集
な
ど
の
著
名
な
古
典
の
和
歌
を
本

歌
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
た
と
え
ば
八
代
集
な
ど
を
披
見
で
き
る
環
境
を
想
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
写
本
と
は
限
ら
な
く
て
も
よ
い
。
先
に
こ
の
パ
リ
絵
巻
を
そ
の
絵
柄
や
形
式
か
ら
延
宝
か
ら
元
禄
頃
の
も
の
で
は
な
い
か

と
紹
介
し
た
。
八
代
集
の
刊
行
は
正
保
四
年
、
明
暦
元
年
と
続
き
、
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』
の
刊
行
は
天
和
二
年
で
あ
る
。
仮
に
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『
八
代
集
抄
』
刊
行
以
降
と
し
て
も
、
こ
の
絵
巻
の
成
立
と
そ
れ
ほ
ど
乖
離
し
な
い
。
貴
顕
貴
族
の
み
で
な
く
と
も
版
本
が
披
見
で

き
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
で
き
る
程
度
の
教
養
を
持
っ
た
人
物
の
増
補
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

二　

本
文
の
特
徴

　

Ⅰ
類
の
本
文
の
特
徴
は
次
の
五
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
は
釣
り
上
げ
ら
れ
た
亀
を
買
い
取
り
、
放
つ
こ
と
。
慶
応
本
を
例
と
し
て

具
体
的
に
本
文
を
示
す
。
そ
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
浦
島
は
他
人
の
釣
っ
た
亀
を
「
宝
」
を
出
し
て
買
い
取
り
、
海
へ
と
放
す
の
で
あ

る
。　

抑
、
昔
、
丹
後
の
国
水
の
江
と
い
ふ
所
に
、
浦
島
太
郎
と
申
し
て
二
十
ば
か
り
な
る
人
有
り
。
折
節
、
釣
り
を
し
て
ぞ
有
り

け
る
。
な
つ
、
遊
び
し
人
、
亀
を
釣
り
上
げ
け
る
。
か
の
浦
島
申
す
や
う
は
「
亀
は
万
年
と
申
し
候
へ
ば
、
御
助
け
候
へ
」
と

申
せ
ど
も
「
殺
す
べ
き
」
や
う
を
申
せ
ば
、
宝
を
出
だ
し
亀
の
命
を
買
ひ
助
け
、
海
へ
放
し
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
応
本
に
適
宜
漢
字
を
当
て
句
読
点
を
付
す
）

　

第
二
は
、
そ
の
命
を
助
け
た
礼
と
し
て
迎
え
の
船
で
蓬
萊
に
行
く
こ
と
で
あ
る
（
後
掲
の
表
１
参
照
）
。
第
三
は
、
望
郷
の
念
を
慰

め
る
た
め
に
四
季
の
庭
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の
系
統
が
四
季
の
庭
か
ら
望
郷
の
念
を
生
ず
る
の
と
は
因
果
関
係
が
逆
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
里
人
が
浦
島
の
長
寿
を
認
め
、
火
葬
す
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
は
傍
線
を
付
し
た
「
修

行
者
の
殊
勝
な
る
人
」
の
よ
う
に
、
仏
教
者
の
関
与
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
箱
を
開
け
て
俄
に
年
寄
っ
た
浦
島
を
見
つ

め
て
い
た
修
行
者
は
、
浦
島
を
蓬
萊
山
で
七
千
歳
を
過
ご
し
た
人
と
里
人
に
説
き
、
荼
毘
に
付
す
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
傍
線
部



�0

林　

晃
平　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

の
「
七
千
歳
」
は
、
他
本
で
は
「
七
百
歳
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

か
ゝ
り
け
る
と
こ
ろ
に
修
行
者
の
殊
勝
な
る
人
、
通
り
合
は
せ
け
る
が
、
こ
の
よ
し
つ
く
づ
く
と
ま
ぼ
り
て
「
不
思
議
や
な
、

唯
今
ま
で
い
つ
く
し
く
若
く
華
や
か
に
あ
り
つ
る
人
の
、
俄
に
年
の
寄
り
、
衰
へ
た
ま
ふ
事
の
不
思
議
さ
よ
。
箱
の
内
よ
り
煙

［
第
十
三
図
］
三
筋
立
ち
け
る
は
、
こ
は
そ
も
い
か
な
る
事
ぞ
や
、
不
思
議
さ
よ
」
と
、
申
す
ば
か
り
も
な
く
候
ふ
。

　

さ
る
ほ
ど
に
浦
島
太
郎
は
、
箱
の
も
と
を
立
ち
去
ら
で
、
や
が
て
堪
え
兼
ね
て
死
に
け
れ
ば
、
し
や
う
に
ん
こ
の
よ
し
御
覽

じ
て
、
「
日
本
国
を
修
行
し
て
巡
る
身
に
て
あ
れ
共
、
か
や
う
な
る
不
思
議
の
事
は
、
い
ま
た
初
め
に
て
あ
り
」
と
て
、
里
人

を
近
づ
け
て
、
千
担
の
薪
に
積
み
籠
め
て
無
常
の
煙
と
な
し
、
念
仏
申
す
。
又
、
笈
取
と
つ
て
肩
に
懸
け
、
諸
国
を
修
行
し
て
、

「
浦
島
太
郎
は
、
唯
今
の
や
う
な
れ
ど
も
、
蓬
萊
山
に
て
七
千
歳
を
送
り
け
る
。
箱
の
内
に
年
々
の
年
を
取
入
れ
て
置
き
ぬ
る

を
夢
に
も
知
ら
ず
し
て
、
開
け
ぬ
る
に
よ
つ
て
『
浦
島
が
開
け
て
悔
し
き
玉
手
箱
』
」
と
、
申
し
伝
へ
け
る
と
か
や
。

　

こ
う
し
た
記
述
に
よ
れ
ば
、
浦
島
太
郎
の
話
は
、
諸
国
修
行
の
仏
道
者
が
語
り
伝
え
て
流
布
さ
せ
た
と
読
め
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
紙
の
上
の
伝
承
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
の
実
態
を
示
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

第
五
は
、
浦
島
が
開
け
た
玉
手
箱
の
煙
が
蓬
萊
に
届
き
、
亀
の
乙
姫
が
こ
れ
を
見
て
歎
き
悲
し
む
こ
と
で
あ
る
。

　

老
い
の
煙
は
や
が
て
蓬
萊
へ
ぞ
帰
る
。
女
房
此
の
よ
し
見
る
よ
り
も
「
さ
し
も
『
な
あ
け
そ
』
と
い
ひ
し
、
箱
の
蓋
を
開
け

け
る
事
の
悲
し
さ
よ
」
と
、
「
今
は
は
や
、
世
が
末
に
な
り
け
る
ぞ
や
」
、
せ
め
て
島
の
上
に
上
が
り
て
老
ひ
の
煙
を
な
が
め

て
、
涙
を
ぞ
流
し
け
る
。

　

傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
浦
島
と
関
わ
る
異
郷
が
最
後
ま
で
蓬
萊
で
あ
る
こ
と
の
た
め
で
確
認
で
あ
る
。
浦
島
の
年
齢
は
箱
を
開

け
る
こ
と
で
、
飛
び
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
蓬
萊
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
そ
の
煙
を
見
て
亀
姫
は
浦
島
が
箱
を
開
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
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を
覚
り
、
蓬
萊
の
島
の
上
で
涙
を
流
し
て
嘆
き
悲
し
む
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
ほ
か
に
、
パ
リ
本
に
は
本
文
の
独
自
の
増
補
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
も
含
め
、
諸
本
の
位
相
を
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

　

以
下
に
諸
本
の
本
文
の
有
様
を
表
組
み
で
示
す
（
各
本
文
は
基
本
的
に
原
文
の
ま
ま
、
各
本
同
じ
字
数
の
段
組
と
し
て
作
成
し
た
が
、
紙
幅
の

関
係
か
ら
本
文
の
欠
落
箇
所
に
つ
い
て
は
適
宜
按
配
し
た
）
。

　
　
　

表
１　

Ⅰ
類
系
諸
本
対
照
表
・
そ
の
一
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こ
れ
は
亀
を
買
い
取
り
、
そ
の
後
蓬
萊
へ
行
き
着
く
場
面
で
あ
る
。
民
芸
館
古
絵
巻
と
パ
リ
絵
巻
は
前
半
部
を
欠
く
ゆ
え
未
詳
。

慶
応
横
本
は
、
ゴ
ッ
シ
ク
体
で
示
し
た
よ
う
に
「
か
か
る
恩
徳
に
や
」
と
、
亀
の
買
い
取
り
と
蓬
萊
へ
行
く
こ
と
と
の
因
果
関
係
に

対
し
て
疑
問
形
で
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
石
川
本
と
高
安
本
は
「
唯
今
は
、
妾
が
命
を
御
助
け
候
ひ
て
、
有
難
く
候
ふ
」
と
女

が
は
っ
き
り
と
礼
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
文
章
の
比
較
よ
り
、
石
川
本
と
高
安
本
の
本
文
が
同
文
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ

と
も
わ
か
る
。
そ
の
お
礼
と
し
て
、
女
は
船
で
浦
島
を
「
亀
の
都
・
蓬
萊
」
へ
と
案
内
す
る
。
そ
の
船
は
、
立
派
な
「
飾
り
船
」
で

あ
り
、
「
櫓
・
櫂
な
け
れ
ど
も
」
速
く
に
蓬
萊
に
着
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

表
２　

Ⅰ
類
系
諸
本
対
照
表
・
そ
の
二

民
芸
館
古
絵
巻

慶
　

応
　

本

石
　

川
　

本

高
　

安
　

本

パ
　

リ
　

絵
　

巻

　

こ
の
け
ふ
り
り
う
く

う
へ
見
え
け
れ
は
や
か

て
を
と
ひ
め
こ
の
か
め

に
へ
ん
し
て
と
ひ
き
た

り
こ
の
ま
つ
の
も
と
に

て
な
き
ゐ
た
り

　

ま
こ
と
に
／
＼
あ
わ

れ
な
る
こ
と
と
も
や

／
＼
め
も
あ
て
ら
れ
ぬ

　

お
い
の
け
ふ
り
は
や

か
て
ほ
う
ら
い
へ
そ
か

へ
る

　

女
は
う
此
よ
し
み
る

よ
り
も
さ
し
も
な
あ
け

そ
と
い
ひ
し
は
こ
の
ふ

た
を
あ
け
ゝ
る
事
の
か

な
し
さ
よ
と
い
ま
は
は

や
［
第
十
四
図
］
世
か 　

さ
て
う
ら
し
ま
は
た

ゝ
い
ま
の
や
う
な
れ
と

も
ほ
う
ら
い

　
　

［
半
丁
分
欠
落
］

　

さ
て
う
ら
し
ま
は
た

ゝ
い
ま
の
や
う
な
れ
共

ほ
う
ら
い
さ
ん
に
て
七

千
さ
い
を
を
く
り
け
る

は
こ
の
う
ち
に
ね
ん

／
＼
の
と
し
を
と
り
い

れ
て
を
き
ぬ
る
を
夢
に

も
し
ら
す
し
て
あ
け
ぬ

る
に
よ
つ
て
う
ら
し
ま

　

こ
ゝ
に
一
つ
の
ふ
し

き
あ
り
あ
る
人
の
ゆ
め

に
か
の
う
ら
し
ま
は
つ

る
と
身
を
け
ん
し
そ
ら

に
ま
い
あ
そ
ふ
と
み
し

か
め
は
こ
う
に
さ
ん
き

よ
く
を
い
た
ひ
て
み
と

り
の
松
を
す
へ
花
た
ち

は
な
の
か
を
と
め
て
鶴
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け
し
き
か
な

　
　

〔
第
十
一
図
〕

　

七
百
ね
ん
の
よ
は
ひ

な
れ
は
に
ん
け
ん
に
あ

ら
す
と
て
う
ら
し
ま
の

み
や
う
し
ん
と
い
わ
ひ

き
せ
ん
く
ん
し
ゆ
し
て

ま
い
り
け
り

す
ゑ
に
な
り
け
る
そ
や

せ
め
て
し
ま
の
う
へ
に

あ
か
り
て
お
ひ
の
け
ふ

り
を
な
か
め
て
な
み
た

を
そ
な
か
し
け
る

　

さ
れ
は
う
ら
し
ま
太

郎
は
七
せ
ん
さ
い
を
へ

た
る
人
な
れ
は
に
ん
け

ん
に
は
か
ゝ
る
よ
は
ひ

久
し
き
人
な
し
と
て
や

か
て
そ
の
ざ
い
し
よ
に

神
と
い
は
ゐ
こ
め
て
う

ら
し
ま
の
み
や
う
し
ん

と
申
け
る
と
か
や

　

こ
れ
を
御
さ
ん
け
い

の
人
々
は
し
ゆ
み
や
う

ち
や
う
を
ん
な
る
へ
し

い
の
ち
を
な
か
く
御
ね

か
ひ
候
は
ん
か
た
く
は

此
み
や
う
し
ん
へ
御
参

　

人
は
な
し
と
て
や
か

て
そ
の
さ
い
し
よ
に
う

ら
し
ま
み
や
う
し
ん
と

い
わ
ひ
こ
め
け
れ
は
い

ろ
／
＼
の
ふ
し
き
の
み

あ
り
け
り

　

か
の
み
や
う
し
ん
へ

御
さ
ん
け
い
の
人
々
は

す
ゑ
は
ん
し
や
う
に
て

い
の
ち
な
か
し
御
ま
い

り
候
事
な
ら
す
は
こ
の

ま
て
は
こ
と
申
つ
た
へ

け
る
と
か
や

　

女
は
う
此
よ
し
を
聞

よ
り
も
さ
し
も
に
あ
け

そ
と
い
ひ
し
は
こ
の
ふ

た
を
あ
け
ゝ
る
事
の
か

な
し
さ
よ
と
そ
な
け
か

れ
け
る

　

さ
れ
は
う
ら
し
ま
は

七
千
さ
い
を
た
も
ち
た

る
人
な
れ
は
人
け
ん
に

は
か
ゝ
る
よ
は
ひ
久
し

き
人
は
な
し
と
て
や
か

て
そ
の
さ
い
し
よ
に
う

ら
し
ま
み
や
う
し
ん
と

い
は
ひ
こ
め
け
れ
は
い

ろ
／
＼
の
ふ
し
き
共
あ

り
け
り

　

か
の
み
や
う
し
ん
へ

御
さ
ん
け
い
の
人
／
＼

は
す
ゑ
は
ん
し
や
う
に

て
い
の
ち
な
か
し
御
参

り
候
事
な
ら
す
は
こ
の

さ
う
し
を
御
よ
み
候
へ

に
あ
ひ
な
れ
あ
そ
ひ
た

は
む
る
ゝ
と
み
え
て
ゆ

め
さ
め
ぬ
こ
は
ふ
し
き

と
お
も
ひ
し
に
は
た
し

て
ゆ
め
の
こ
と
く
に
見

え
に
け
る
（
第
二
〇
紙
）

〔
第
七
図
〕
（
第
二
一
紙
）

　

さ
れ
は
う
ら
し
ま
は

七
千
歳
を
へ
た
る
人
な

れ
は
か
ゝ
る
よ
は
ひ
久

し
き
人
な
し
と
て
や
か

て
そ
の
さ
い
所
に
神
と

い
わ
ひ
こ
め
て
う
ら
し

ま
の
明
神
と
あ
か
め
け

る
と
か
や
と
て
も
ち
き

り
の
ふ
か
き
と
て
亀
の

宮
を
も
し
た
ゝ
め
て
か

め
の
み
や
と
も
申
な
り

　

此
宮
へ
さ
ん
け
い
の

人
／
＼
は
し
ゆ
み
や
う

ち
や
う
お
ん
に
し
そ
ん

は
ん
し
や
う
あ
る
へ
し

と
御
た
く
せ
ん
に
ま
か
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表
２
は
、
玉
手
箱
を
開
け
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
箱
を
開
け
て
老
衰
し
死
ん
だ
浦
島
に
対
し
て
、
乙
姫
は
玉
手
箱
の
煙
が
蓬
萊
ま

で
届
い
て
、
嘆
き
悲
し
む
の
で
あ
る
。
民
芸
館
古
絵
巻
だ
け
は
そ
の
場
所
を
「
龍
宮
」
と
し
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
浦
島
が
箱
を

開
け
た
松
の
下
へ
亀
と
な
っ
て
飛
ん
で
き
て
泣
い
た
と
す
る
。
慶
応
本
は
島
（
蓬
萊
山
か
）
の
上
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
高
安
本

は
嘆
く
だ
け
で
具
体
的
記
述
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
パ
リ
絵
巻
で
は
、
こ
の
部
分
の
記
述
の
代
り
に
あ
る
人
の
夢
が
語
ら
れ
る
。

浦
島
が
鶴
に
身
を
現
し
て
空
に
舞
い
遊
び
、
乙
姫
の
亀
は
甲
に
三
極
を
戴
き
松
と
花
橘
の
香
を
留
め
、
鶴
と
遊
び
戯
れ
る
。
夢
が
覚

め
て
、
こ
れ
は
不
思
議
だ
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
夢
の
よ
う
な
姿
が
現
実
に
見
え
た
。
こ
の
「
夢
の
如
く
に
見
え
に
け
り
」
と
は
、
Ⅳ

類
系
諸
本
に
描
か
れ
る
鶴
と
蓑
亀
（
あ
る
い
は
蓬
萊
亀
）
が
並
ぶ
挿
絵
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
浦
島

は
鶴
と
な
り
蓬
萊
に
遊
び
け
れ
ば
、
龜
は
甲
に
三
極
を
具
へ
共
に
万
世
を
経
る
と
い
へ
り
」
（
南
葵
文
庫
に
よ
り
適
宜
漢
字
を
宛
て
た
）

な
ど
の
本
文
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
Ⅳ
類
系
本
文
と
挿
絵
の
影
響
を
受
け
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
本
文
と
思
わ
れ
る
。
ゆ

え
に
パ
リ
絵
巻
で
は
他
本
に
な
い
亀
の
宮
の
存
在
を
も
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
Ⅳ
類
で
は
神
社
で
「
夫
婦
の
明
神
」
と
祀
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
。
な
お
、
浦
島
の
年
齢
を
民
芸
館
古
絵
巻
だ
け
が
七
百
年
と
し
て
い
る
が
、
他
本
は
す
べ
て
七
千

候
て
御
き
せ
い
あ
る
へ

く
候
今
と
て
も
う
た
か

ひ
あ
る
へ
か
ら
す
候
也

め
て
た
き
物
語
に
て
候

ら
い
け
る［
第
十
五
図
］

さ
う
し
を
御
よ
み
候
へ

よ
み
候
へ
は
ま
い
り
給

ふ
と
お
な
し
き
よ
し
を

申
な
ら
は
し
候
な
り
め

て
た
し
／
＼

さ
う
し
を
御
よ
み
候
へ

ま
い
り
た
る
と
お
な
し

き
よ
し
を
申
な
ら
は
し

候
な
り
め
て
た
し
／
＼

せ
て
よ
り
い
ま
に
た
へ

す
る
事
さ
ら
に
な
し
き

せ
ん
上
下
お
し
な
へ
て

あ
か
め
ぬ
も
の
は
な
か

り
け
り
（
第
二
二
紙
）
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歳
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ⅰ
類
本
全
て
浦
島
明
神
が
浦
島
の
長
寿
ゆ
え
に
祀
ら
れ
、
そ
の
信
仰
と
利
益
の
称
揚
で
結
ば
れ
て
い
る
。
特
に
石
川

本
と
高
安
本
は
、
参
詣
が
叶
わ
な
け
れ
ば
「
こ
の
草
子
を
御
読
み
候
へ
」
と
、
草
子
を
読
む
こ
と
は
参
詣
し
た
こ
と
と
同
じ
利
益
が

あ
る
こ
と
を
説
く
。
あ
く
ま
で
浦
島
太
郎
の
話
を
浦
島
明
神
の
縁
起
を
語
る
と
い
う
本
地
物
を
装
う
草
子
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

視
点
で
作
ら
れ
た
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
本
文
が
室
町
末
か
ら
元
禄
頃
に
か
け
て
百
数
十
年
の
間
に
、
い
く
つ
か
の
変
遷

を
加
え
な
が
ら
も
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

「
桃
李
言
は
ず
」
の
意
味

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
Ⅰ
類
本
の
本
文
で
違
和
感
を
感
じ
る
の
が
、
次
の
「
た
う
り
物
い
は
す
春
い
く
は
く
か
く
れ
に
し
ゑ
ん
か
あ
と

な
ら
ん
」
（
慶
応
本
・
画
中
詞
）
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
桃
李
言も

の
い
はず

、
春
幾
か
暮
れ
に
し
、
煙
霞
跡
な
ら
ん
」
（
桃
李

は
何
も
い
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
春
は
何
年
も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
、
そ
ん
な
春
霞
に
煙
る
場
所
な
の
だ
ろ
う
）
と
で
も
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
浦
島
が

帰
郷
し
て
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
故
郷
の
姿
を
見
た
場
面
で
あ
る注

五
。
画
中
詞
ゆ
え
浦
島
が
心
情
を
吐
露
し
た
も
の
と
理
解
で

き
る
が
、
そ
の
漢
文
的
表
現
は
漁
師
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
残
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
出
典
を
た
ど
れ
ば
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
巻
下
・
仙
家
・
新
編
国
歌
大
観
番
号
五
四
八
）
の
「
桃
李
不
言
春
幾
暮　

煙
霞
無
跡
昔
誰

棲
」
（
桃
李
言
ず
春
幾
か
暮
れ
た
る　

煙
霞
跡
な
し
昔
誰
が
棲
ん
し
）
へ
と
行
き
着
く
。
こ
れ
は
、
菅
三
品
（
従
三
位
菅
原
文
時
・
道
真
の

孫
）
の
七
言
律
詩
「
山
中
有
仙
室
」
（
山
中
に
仙
室
有
り
・
五
四
六
～
五
四
九
）
の
一
部
で
あ
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
で
も
同
じ
く
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「
山
中
有
仙
室
」
と
さ
れ
、
山
の
中
に
あ
る
仙
人
の
棲
家
を
訪
ね
た
折
の
詩
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
、
帰
郷
の
場
面
と
は
齟
齬
を
来
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
同
じ
の
詩
句
が
『
平
家
物
語
』
で
は
次
の
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
治
承
三
年
三
月
十
六
日
、
鬼
界
島
か
ら
都
に
帰

る
道
す
が
ら
、
丹
波
少
将
成
経
と
平
判
官
康
頼
は
明
る
い
う
ち
に
鳥
羽
に
着
く
。
そ
こ
に
あ
る
父
の
故
大
納
言
成
親
の
山
荘
で
見
た

も
の
は
、
荒
れ
果
て
た
山
荘
と
咲
き
誇
っ
て
い
た
楊
梅
桃
李
で
あ
っ
た
。
成
経
は
、
花
に
近
づ
き
、
桃
李
に
か
か
わ
る
詩
を
口
ず
さ

む
。
そ
の
詩
こ
そ
は
菅
原
文
時
の
も
の
で
あ
り
、
出
羽
弁
の
和
歌
「
古
里
の
花
の
も
の
い
ふ
世
な
り
せ
ば
い
か
に
昔
の
こ
と
を
問
は

ま
し
」
（
後
拾
遺
・
第
二
・
春
下
・
一
三
〇注

六）で
あ
っ
た
。
こ
の
情
景
こ
そ
は
、
浦
島
が
帰
郷
し
て
変
わ
り
果
て
た
故
郷
の
様
に
落
胆
す

る
に
場
面
に
相
応
す
る
。
こ
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
発
す
る
詩
句
は
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
に
見
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
『
和
漢
朗
詠

集
』
か
ら
の
引
用
と
考
え
る
よ
り
は
、
『
平
家
物
語
』
を
経
由
し
た
表
現
と
考
え
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
必
ず
し
も

『
平
家
物
語
』
と
限
る
必
要
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
詩
句
が
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
場
面
以
上
に

相
応
し
い
も
の
を
見
出
し
て
い
な
い
。
「
桃
李
言
ず
春
幾
か
暮
れ
に
し
煙
霞
跡
な
ら
ん
」
を
『
平
家
物
語
』
場
面
、
成
経
と
い
う
人

物
の
教
養
と
帰
郷
の
心
情
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
表
現
と
と
ら
え
る
時
、
こ
の
「
浦
島
太
郎
」
で
の
引
用
の
意
味
も
生
き
て
く
る
の
で

あ
る
。
先
に
和
歌
の
と
こ
ろ
で
挙
げ
た
「
香
を
と
め
て
」
の
よ
う
に
、
正
確
さ
を
書
く
と
い
え
ど
も
既
成
の
物
語
の
詩
句
が
転
用
さ

れ
る
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
は
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
詩
句
が
借
用
さ
れ
る
こ
と
で
よ
り
、
描
写
は
具
体
化
し
詳
細
化
し
て

て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
中
で
も
Ⅰ
類
諸
本
は
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。
仏
教
者
の
権
威

を
背
景
に
浦
島
明
神
の
存
在
を
際
立
た
せ
、
そ
の
利
益
を
具
体
的
に
説
き
勧
め
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
在
地
に
お
け
る
信
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仰
の
実
態
そ
の
ま
ま
を
反
映
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
こ
う
し
た
草
子
化
は
都
に
お
い
て
な
さ
れ
、

そ
の
閲
読
は
都
の
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
々
の
み
に
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　

し
か
し
、
謡
曲
「
浦
島
太
郎
」
が
と
ら
え
た
長
寿
を
言
祝
ぐ
浦
島
明
神
の
信
仰
に
通
ず
る
も
の
を
こ
の
Ⅰ
類
系
諸
本
は
持
つ
。
そ

し
て
、
こ
の
Ⅰ
類
系
諸
本
の
内
容
の
方
が
、
そ
れ
以
降
の
、
亀
を
助
け
お
礼
に
龍
宮
へ
と
招
待
さ
れ
る
現
在
の
浦
島
伝
説
に
繋
が
る

内
容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
諸
本
の
ど
れ
か
が
現
行
の
内
容
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
室
町
末
頃
か
ら
元
禄
頃
ま
で
の
百
年
近

く
に
わ
た
っ
て
Ⅰ
類
系
諸
本
の
間
で
も
本
文
は
流
動
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

Ⅳ
類
の
諸
本
を
め
ぐ
る
展
開

　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
は
今
日
で
も
昔
話
や
絵
本
の
原
典
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
の
本
文
と
し
て
流
布
の
面
か
ら
も
版
本
で

あ
る
御
伽
文
庫
が
引
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
御
伽
文
庫
の
浦
島
は
亀
を
買
い
取
っ
て
は
い
な
い
し
、
亀
に
乗
っ
て
も
い
な

い
。
浦
島
は
自
ら
が
釣
っ
た
亀
を
放
生
し
た
だ
け
で
あ
り
、
流
さ
れ
て
き
た
女
に
頼
ま
れ
て
、
そ
の
女
を
船
で
送
っ
て
い
っ
た
先
が

龍
宮
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
今
日
の
絵
本
類
と
御
伽
文
庫
と
の
距
離
は
あ
ま
り
に
開
い
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
に
示
す
よ

う
に
御
伽
文
庫
を
「
浦
島
太
郎
」
の
代
表
と
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
も
あ
る
。

　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
は
多
く
の
異
本
を
持
つ
。
し
か
し
、
専
門
の
研
究
者
以
外
に
は
、
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
が
少
な

い
。
こ
こ
で
は
、
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
諸
本
の
中
で
も
、
流
布
本
系
と
思
わ
れ
る
Ⅳ
類
系
諸
本
に
注
目
し
て
、
新
出
の

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
亜
図
書
館
蔵
本
を
紹
介
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
す
る
と
と
も
に
、
近
世
に
お
い
て
の
Ⅳ
類
の
御
伽
草
子
の
筆
者
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晃
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所
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伽
草
子
「
浦
島
太
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」
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と
本
文
の
と
の
関
わ
り
を
含
め
て
異
文
と
増
補
と
変
貌
の
実
態
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　
　
　

一　

「
浦
島
太
郎
」
の
諸
本
と
系
統
の
問
題

　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
は
そ
の
所
収
和
歌
か
ら
大
き
く
四
つ
の
系
統
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
近
年
、
新

出
の
諸
本
を
加
え
て
も
、
基
本
的
に
そ
の
案
で
分
類
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
諸
本
は
本
文
も
含
め
て
整
然

と
系
統
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
所
収
和
歌
に
は
他
の
系
統
と
の
重
複
す
る
和
歌
が
一
つ
も
な
い
。

　

米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
（Courtesy of the C.V

.Starr East A
sian Library,Colum

bia 

U
niversity

）
に
は
、
現
在
絵
巻
一
巻
と
縦
型
絵
本
の
二
種
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
絵
巻
に
つ
い
て
は
、
夙
に
国
文
学
研
究
資
料
館
に

市
古
貞
二
氏
が
購
入
寄
贈
さ
れ
た
も
の
と
聞
き
及
ぶ
モ
ノ
ク
ロ
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
あ
り
、
閲
覧
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

絵
本
に
つ
い
て
は
未
紹
介
で
あ
っ
た注

七
。

　

こ
の
縦
型
絵
本
は
江
戸
前
期
（
元
禄
期
頃
か
）
の
二
冊
本
で
、
所
収
和
歌
も
七
首
と
Ⅳ
類
中
最
大
で
あ
り
、
か
つ
て
紹
介
し
た
東

大
縦
型
絵
本
Ａ注

八よ
り
も
更
に
豊
富
な
表
現
を
持
つ
特
徴
的
な
本
文
を
有
す
る
。
そ
の
全
体
の
紹
介
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
今
回
は
適

宜
必
要
箇
所
の
み
を
他
本
と
の
対
照
表
と
し
て
掲
げ
る
。

　

ま
ず
端
的
な
理
解
を
得
る
た
め
に
、
所
収
さ
れ
る
Ⅳ
類
系
諸
本
の
和
歌
の
一
覧
を
、
Ⅰ
類
で
示
し
た
も
の
と
同
様
に
対
照
し
て
次

に
示
す
。
上
段
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
と
そ
の
詠
者
を
略
称
で
示
す
。
中
段
に
は
、
完
本
で
最
も
所
収
和
歌
数
の

多
い
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
蔵
縦
型
絵
本
を
底
本
に
し
て
、
他
本
と
の
簡
単
な
校
異
を
付
す
。
下
段
に
は
、
当
該
本
を
略
称
で
記
し
、
算
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用
数
字
で
各
本
の
和
歌
の
順
序
を
、
ま
た
、
×
は
そ
の
和
歌
を
欠
く
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
　

「　

浦　

島　

太　

郎　

」　

Ⅳ　

類　

諸　

本　

和　

歌　

一　

覧　
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
蔵
縦
絵
本
を
底
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伽
＝
御
伽
文
庫　

パ
＝
パ
リ
本
絵
巻　

東
＝
東
大
絵
本
Ａ　

コ
＝
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
絵
本　

元
＝
元
禄
本　

南
＝
南
葵
文
庫

　

こ
れ
に
よ
り
ま
ず
流
布
本
で
も
そ
の
所
収
和
歌
数
で
に
よ
り
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
知
ら
れ
て
い
た
和

歌
は
御
伽
文
庫
本
の
五
首
で
あ
っ
た
が
、
稿
者
の
東
大
本
紹
介
後
に
パ
リ
本
絵
巻
も
加
わ
り
最
大
六
首
と
な
っ
た
。
南
葵
文
庫
本
は



20

林　

晃
平　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

そ
の
中
間
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
こ
に
今
回
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
本
が
加
わ
り
最
大
の
七
首
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
和
歌
は

異
な
る
す
べ
て
の
和
歌
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
よ
く
言
え
ば
総
合
的
な
本
で
あ
る
。
こ
れ
が
原
初
形
態
を
示
す
の
か
、
単
な
る
寄
せ

集
め
の
も
の
な
の
か
は
本
文
の
特
徴
も
含
め
て
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
稿
者
は
後
者
と
考
え
た
い
。

　
　
　
　

二　

増
補
的
本
文
の
生
成

　

こ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
本
の
本
文
を
基
に
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
が
近
世
に
お
い
て
増
補
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
Ⅳ
類
は
、
五
十
本
を
越
え
る
諸
本
の
中
で
も
そ
の
大
半
を
占
め
、
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
中
の
流
布
本
と
思
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
諸
本
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
る
Ⅳ
類
に
も
い
く
つ
か
の
本
文
系
統
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
増
補
さ
れ
た
実
態

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
下
に
簡
単
な
諸
本
の
本
文
対
照
表
を
掲
げ
る
。
最
上
段
に
周
知
の
本
文
と
し
て
、
御
伽
文
庫
本
（
以

下
文
庫
本
）
を
掲
げ
た
。
次
に
東
大
縦
絵
本
Ａ
（
以
下
東
大
本
、
こ
れ
は
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
に
は
二
つ
の
縦
型
絵
本
が
あ
る

た
め
に
便
宜
上
、
Ａ
と
Ｂ
に
分
け
た
）
、
三
段
目
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
絵
本
（
以
下
コ
絵
本
）
を
、
四
段
目
に
は
元
禄
四
年
刊
本
（
以

下
元
禄
本
）
を
、
そ
し
て
最
後
に
成
立
の
一
番
遅
い
と
思
わ
れ
る
南
葵
文
庫
（
以
下
南
葵
本
）
を
配
置
し
た注

九
。

　

南
葵
本
は
本
文
が
詳
細
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
の
量
も
多
い
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
そ
の
本
分
は
コ
絵
本
に
元
禄
刊
本
を
取
り
合

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
傍
線
部
が
斑
に
存
す
る
こ
と
か
ら
一
目
で
わ
か
る
。
で
は
、
南
葵
本
が
こ
の
よ
う
な
本
文
を
形
成
し

た
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
文
は
量
的
に
元
禄
本
が
多
い
の
で
お
そ
ら
く
は
元
禄
本
の
本
文
を
基
に
必
要
に
応
じ
て
コ
絵

本
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
元
禄
本
の
本
文
の
特
徴
は
、
そ
の
傍
線
部
に
示
し
た
独
自
部
分
か
ら
も
、
浦
島
太
郎
を
孝
子
と
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し
て
描
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

具
体
的
に
そ
れ
を
確
認
し
て
い
く
。
表
３
と
表
４
の
「
Ⅳ
類
の
増
補
的
本
文
の
生
成
対
照
表
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
蔵
縦
型
本
の
独
自
本
文
を
二
重
傍
線
で
示
し
、
元
禄
四
年
刊
本
の
独
自
本
文
を
太
傍
線
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
独
自
部
分
を
取
り

入
れ
て
い
る
の
が
南
葵
文
庫
本
の
本
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
表
３　

Ⅳ
類
の
増
補
的
本
文
の
生
成
対
照
表
・
そ
の
一
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へ
か
ら
す
と
て
か
め
を

も
と
の
う
み
に
そ
か
へ

し
け
る
　

〔
第
一
図
〕

も
と
の
う
み
に
そ
か
へ
し
け
る
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そ
も
そ
も
文
庫
本
で
は
浦
島
を
孝
子
と
し
て
は
描
い
て
い
な
い
。
冒
頭
に
お
い
て
も
浦
島
は
漁
師
と
し
て
父
母
を
養
っ
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
禄
本
で
は
「
親
に
孝
行
深
く
し
て
、
慈
悲
の
心
浅
か
ら
ず
、
人
を
敬
い
、
身
を
守

り
、
こ
と
に
情
け
深
き
男
」
と
記
す
。
そ
れ
に
南
葵
本
は
コ
絵
本
か
ら
「
慈
悲
の
心
あ
る
ゆ
え
に
」
と
い
う
部
分
を
も
巧
に
本
文
を

取
り
入
れ
て
亀
に
説
教
を
す
る
。
そ
し
て
、
文
庫
本
が
最
後
に
亀
に
「
常
に
は
此
の
恩
を
思
ひ
出
だ
す
べ
し
」
と
の
み
い
う
の
に
対

し
て
、
東
大
本
が
「
此
の
恩
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
、
さ
ら
に
コ
絵
本
は
「
此
の
恩
必
ず
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
強
く
誡
め
る
の
で
あ

る
。
ま
た
元
禄
本
と
説
教
が
長
く
「
甲
に
三
極
を
備
え
つ
つ
蓬
萊
の
亀
と
呼
ば
る
べ
し
」
と
も
付
け
加
え
る
。
そ
し
て
、
南
葵
本
は

そ
れ
ら
を
取
り
合
わ
せ
て
「
甲
に
三
極
を
備
え
つ
つ
蓬
萊
の
亀
と
呼
ば
る
べ
し
と
て
、
詳
し
く
ゆ
い
含
め
、
此
の
恩
必
ず
忘
る
べ
か

ら
ず
」
と
つ
な
い
で
記
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
増
補
部
分
は
、
単
に
人
物
叙
述
が
詳
細
で
あ
る
だ
け
で
な
い
。
浦
島
太
郎
と
い
う

人
間
が
親
孝
行
で
あ
り
、
慈
悲
深
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
性
格
付
け
を
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
糊
と
鋏
で
切
り
貼
り
す
る
よ
う
な
増
補
本
の
作
成
は
、
お
そ
ら
く
は
二
本
を
並
べ
て
比
べ
な
が
ら
取
捨
選
択
し
て
い
っ
て
書

き
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
ど
ん
な
意
図
で
行
わ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
意
図
と
し
て
は
、

人
格
の
個
性
化
と
い
う
視
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
期
の
目
安
と
し
て
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
縦
絵
本
の
箱
書
と
蓋
裏

の
貼
紙
を
紹
介
し
て
お
く
。
春
慶
塗
の
箱
の
蓋
表
に
は
墨
書
で
中
央
少
し
左
寄
せ
て
「
浦
嶋
太
郎　

上
下
二
巻　

一
箱
」
と
あ
り
、

右
端
に
「
西
包
禎
翁
様　

為
御
進
物
以
御
使
者
／
被
進
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
蓋
裏
に
は
貼
紙
が
あ
り
、
白
紙
に
「
浦
嶋
之
状

二
冊
詞
書
／
葛
岡
宣
慶　

正
筆
」
と
墨
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　

蓋
表
の
墨
書
き
の
「
西
包
禎
翁
」
と
読
み
得
る
人
物
は
未
詳
。
蓋
裏
に
は
「
葛
岡
宣
慶
」
と
い
う
名
は
は
「
宜
」
と
も
「
宣
」
と

も
読
め
そ
う
だ
が
、
正
確
に
は
ど
ち
ら
に
も
一
画
足
り
な
い
。
管
見
で
は
葛
岡
宜
慶
と
い
う
人
物
は
見
出
せ
な
い
が
、
葛
岡
宣
慶
で
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あ
る
な
ら
ば
当
該
人
物
が
見
出
せ
る
。
こ
の
人
物
『
和
学
者
総
覧
』
に
よ
れ
ば
、
「
葛
岡
宣
慶
（
く
ず
お
か
の
ぶ
よ
し
）
」
と
あ
る
人

物
が
そ
れ
に
近
い
。
姓
は
庭
田
、
庭
田
重
次
男
、
生
国
は
京
都
、
大
坂
に
住
ま
い
し
た
歌
人
で
享
保
二
（
１
７
１
７
）
年
に
八
十
九

歳
で
死
去
。
ま
た
、
歌
人
と
し
て
『
和
歌
大
辞
典
』
で
は
「
宣
慶
」
で
立
項
さ
れ
「
［
近
世
期
歌
人
］
葛
岡
。
寛
永
六
－
享
保
二
年

九
月
二
九
日
、
八
九
歳
。
公
卿
庭
田
重
秀
の
次
男
。
後
西
天
皇
の
即
位
に
当
た
っ
て
位
記
を
返
上
、
大
阪
に
住
む
。
古
来
の
名
歌
を

撰
釈
し
た
『
古
往
今
来
秘
歌
大
体
』
の
著
が
あ
る
。
」
（
渡
辺
守
邦
・
八
〇
〇
頁
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
は
本
の
様
式
や
絵
柄

な
ど
か
ら
推
測
さ
れ
る
時
期
と
矛
盾
は
な
い注

十
。

　

と
こ
ろ
で
、
元
禄
本
の
系
統
の
本
文
に
は
、
版
本
写
本
を
含
め
都
合
五
本
が
知
ら
れ
る
。
元
禄
四
年
刊
本
は
初
刷
と
思
わ
れ
る
も

の
で
、
別
に
後
刷
り
の
無
刊
記
本
で
あ
る
東
大
霞
亭
文
庫
蔵
本
が
あ
る
が
、
同
じ
本
文
の
先
行
す
る
版
本
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

版
本
ゆ
え
に
先
行
す
る
写
本
の
存
在
は
想
定
で
き
る
。
事
実
禿
氏
本
（
龍
谷
大
学
蔵
）
他
三
本
（
橋
本
直
紀
蔵
本
・
平
成
元
年
古
典
会
出
展

本
）
が
管
見
に
触
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
元
禄
以
降
の
写
本
と
考
え
ら
れ
、
今
の
と
こ
ろ
元
禄
四
年
の
版
本
に
先
行
す
る
写
本
を
見
出

せ
な
い

注
十
一。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
コ
絵
本
を
そ
の
箱
の
貼
紙
と
書
き
や
形
式
か
ら
元
禄
頃
の
も
の
と
仮
定
し
、
そ
れ
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
東
大

本
を
延
宝
頃
と
す
る
。
ま
た
、
元
禄
本
の
本
文
の
成
立
を
一
先
ず
版
本
刊
行
の
元
禄
初
期
と
仮
定
す
る
時
、
元
禄
頃
の
所
謂
御
伽
草

子
「
浦
島
太
郎
」
は
細
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
同
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
え
る
。
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林　

晃
平　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

　
　
　
　

三　

孝
子
浦
島
太
郎
の
論
理

　

と
こ
ろ
で
、
文
庫
本
の
本
文
を
読
ん
で
い
る
と
以
前
か
ら
不
審
な
箇
所
が
あ
っ
た
。
浦
島
が
故
郷
に
送
っ
て
い
っ
た
女
か
ら
、
こ

れ
も
他
生
の
縁
だ
か
ら
と
、
夫
婦
と
な
る
こ
と
を
口
説
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
故
郷
に
は
養
っ
て
い
る
両
親
も
い
る
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
浦
島
は
「
と
も
か
く
も
仰
せ
に
し
た
が
ふ
べ
し
」
と
一
言
で
承
知
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
孝
子
浦
島
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
き
言

動
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
文
庫
本
の
浦
島
は
孝
子
を
強
調
す
る
設
定
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
赦
さ
れ
る
の

か
も
し
れ
ぬ
。
東
大
本
は
「
他
生
の
縁
」
を
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
奇
縁
」
と
強
調
す
る
の
み
。
コ
大
絵
本
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
「
う
れ

し
さ
は
語
り
て
も
筆
に
尽
く
す
こ
と
な
く
」
と
修
飾
を
つ
け
て
、
女
の
説
得
に
は
「
と
や
せ
ん
か
く
や
あ
ら
ま
し
と
は
お
も
へ
と
も

い
か
に
も
と
も
か
く
も
こ
の
う
ゑ
は
お
ほ
せ
に
し
た
か
ふ
へ
し
」
と
逡
巡
の
末
に
承
諾
す
る
。
し
か
し
、
孝
子
を
強
調
し
た
元
禄
本

で
は
、
両
親
を
顧
み
な
い
で
夫
婦
と
な
る
こ
と
は
赦
さ
れ
ざ
る
行
為
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
の
不
可
解
と
思
わ
れ
た
場
面
に
お
い
て

は
即
座
に
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
表
四
で
具
体
的
に
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
表
４　

Ⅳ
類
の
増
補
的
本
文
の
生
成
対
照
表
・
そ
の
二
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さ
て
女
ば
う
の
申
け

る
は
一
じ
ゆ
の
か
げ
に

や
ど
り
一
が
の
な
が
れ

を
く
む
こ
と
も
み
な
こ

れ
た
し
や
う
の
え
ん
ぞ

か
し
ま
し
て
や
は
る
か

の
な
み
ち
を
は
る
／
＼

と
を
く
ら
せ
給
ふ
事
ひ

と
へ
に
た
し
や
う
の
え

ん
な
れ
ば
何
か
は
く
る

し
か
る
べ
き
わ
ら
は
と

ふ
う
ふ
の
ち
ぎ
り
を
も

な
し
給
ひ
て
お
な
し
所

に
あ
か
し
く
ら
し
候
は

ん
や
と
こ
ま
ご
ま
と
か

た
り
け
る
〔
第
三
図
〕
う

ら
し
ま
太
郎
申
け
る
は

　

さ
て
女
は
う
太
郎
に

申
や
う
一
し
ゆ
の
か
け

に
や
と
り
一
か
の
な
か

れ
を
く
む
事
も
み
な
こ

れ
た
し
や
う
の
え
ん
そ

か
し
ま
し
て
や
は
る
／

＼
の
な
み
ち
を
こ
れ
ま

て
お
く
り
給
ふ
事
こ
の

世
な
ら
ぬ
き
ゑ
ん
な
れ

は
何
か
は
く
る
し
く
候

へ
き
み
つ
か
ら
と
ふ
う

ふ
の
ち
き
り
を
む
す
ひ

給
へ
と
こ
ま
／
＼
と
か

た
り
け
れ
は
太
郎
申
や

う
と
も
か
く
も
お
ほ
せ

に
し
た
か
ふ
へ
し
と
そ

申
け
る
　

〔
第
三
図
〕

　

さ
て
女
ほ
う
は
う
ら

し
ま
太
郎
に
申
け
る
や

う
は
い
ち
し
ゆ
の
か
け

に
や
と
り
て
い
ち
か
の

な
か
れ
を
く
む
事
も
み

な
こ
れ
も
た
し
や
う
の

え
ん
な
ら
て
は
な
し
ま

し
て
や
は
る
は
る
の
か

い
し
や
う
ふ
ね
ち
を
こ

れ
ま
て
御
お
く
り
た
ま

ふ
事
の
う
れ
し
さ
は
か

た
り
て
も
ふ
て
に
も
つ

く
す
事
な
く
こ
れ
と
申

も
こ
の
世
な
ら
ぬ
き
ゑ

ん
と
そ
ん
し
な
に
ゝ
か

は
く
る
し
く
さ
ふ
ら
ふ

へ
き
と
か
く
に
は
身
つ

　

さ
て
女
ぼ
う
の
申
け

る
は
一
じ
ゆ
の
か
げ
に

や
ど
り
一
が
の
な
が
れ

を
く
む
事
も
み
な
こ
れ

た
し
や
う
の
ゑ
ん
ぞ
か

し
ま
し
て
や
も
の
う
き

な
み
ぢ
を
は
る
／
＼
を

く
ら
せ
給
ふ
事
ひ
と
へ

に
ふ
か
き
ゑ
ん
な
れ
ば

な
に
か
く
る
し
う
候
べ

き
わ
ら
は
と
ふ
う
ふ
の

ち
ぎ
り
を
も
な
し
給
ひ

て
お
な
じ
と
こ
ろ
に
て

あ
か
し
く
ら
さ
せ
給
へ

か
し
と
し
ほ
／
＼
と
か

た
り
け
る
う
ら
し
ま
太

郎
申
け
る
は
と
も
か
く

　

さ
て
女
房
申
け
る
は

一
じ
ゆ
の
か
け
に
や
と

り
て
一
が
の
な
が
れ
を

く
む
事
も
皆
こ
れ
た
し

や
う
の
ゑ
ん
そ
か
し
ま

し
て
や
も
の
〔
＊
〕
な

み
ち
を
は
る
／
＼
是
ま

て
お
く
ら
せ
玉
ふ
事
是

と
申
す
も
ひ
と
へ
に
ふ

か
き
ゑ
ん
な
れ
は
何
か

は
く
る
し
う
候
へ
き
わ

ら
は
と
夫
婦
の
契
を
も

な
し
玉
て
お
な
し
所
に

て
あ
か
し
く
ら
さ
せ
玉

へ
か
し
と
し
ほ
／
＼
と

か
た
り
け
る
浦
嶌
申
け

る
は
と
も
か
く
も
お
ほ
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所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

せ
に
し
た
か
ひ
た
く
は

候
へ
と
も
そ
れ
か
し
ふ

る
里
に
ふ
た
り
の
お
や

を
の
こ
し
お
き
さ
ふ
ら

ふ
な
り
ま
し
て
兄
弟
と

て
も
あ
ら
さ
れ
は
月
と

も
日
と
も
ち
ゝ
は
ゝ
は

わ
れ
一
人
を
こ
そ
た
の

み
ま
し
ま
す
な
り
御
身

と
ゝ
も
に
す
む
な
ら
は

お
や
の
な
げ
き
の
い
か

な
ら
ん
此
事
に
お
ひ
て

は
ゆ
る
し
て
た
ひ
候
へ

と
申
さ
れ
け
る
〈
以
下

元
禄
本
に
同
じ
・
中
略
〉

に
し
た
が
ふ
べ
し
と

も
お
ほ
せ
に
し
た
が
ひ

ま
い
ら
せ
た
く
は
候
へ

ど
も
そ
れ
が
し
は
ふ
る

さ
と
に
ふ
た
り
の
お
や

を
の
こ
し
を
き
さ
ふ
ら

ふ
な
り
ま
し
て
き
や
う

だ
い
と
て
も
あ
ら
ざ
れ

か
ら
と
ふ
う
ふ
の
ち
き

り
を
む
す
ひ
た
ま
へ
と

こ
ま
／
＼
と
申
か
た
り

け
れ
は
う
ら
し
ま
太
郎

と
も
か
く
も
仰
せ
に
し

た
が
ふ
べ
し
と
ぞ
申
け

るは
月
と
も
日
と
も
ち
ゝ
は
ゝ
は
わ
れ
ひ
と
り
を
こ
そ
た
の
み
ま
し
ま
す
な
り
御
身
と
と
も
に
此
と
こ
ろ

に
す
む
な
ら
ば
お
や
の
な
げ
き
の
い
か
な
ら
ん
こ
の
事
に
お
い
て
は
ゆ
る
し
て
た
び
候
へ
と
申
さ
れ
け

る
女
ぼ
う
き
い
て
お
ほ
せ
は
さ
る
こ
と
に
候
へ
と
も
た
と
へ
か
た
ら
ひ
を
な
し
給
ふ
と
も
し
ば
ら
く
こ

れ
に
ま
し
／
＼
て
ま
た
ふ
る
さ
と
に
か
へ
り
給
ふ
べ
し
そ
の
と
き
は
み
づ
か
ら
も
と
も
に
い
ざ
な
ひ
ま

い
ら
せ
て
御
身
の
ち
ゝ
は
ゝ
に
〔
第
五
図
〕
よ
き
に
つ
か
へ
ま
い
ら
せ
ん
と
こ
と
ば
を
つ
く
し
申
さ
れ

け
れ
ば
う
ら
し
ま
い
と
た
の
も
し
く
お
も
ひ
て
そ
の
ぎ
に
て
あ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
も
御
身
の
こ
ゝ
ろ

に
し
た
が
ふ
べ
し
と

申
や
う
と
や
せ
ん
か
く
や
あ
ら
ま
し
と
は
お
も
へ
と
も
い
か
に
も
と
も
か
く

も
こ
の
う
ゑ
は
お
ほ
せ
に
し
た
か
ふ
へ
し
と
そ
申
け
る
〔
第
四
図
〕
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＊
＝
南
葵
本
「
も
の
〔
＊
〕
」
は
「
遙
」
の
誤
写
か
「
う
き
」
の
誤
脱
と
考
え
ら
れ
る

　

女
の
申
し
出
に
対
し
、
元
禄
本
で
は
「
仰
せ
に
従
ひ
参
ら
せ
た
く
は
候
へ
ど
、
も
そ
れ
が
し
は
故
郷
に
二
人
の
親
を
残
し
置
き
候

ふ
な
り
。
ま
し
て
兄
弟
と
て
も
あ
ら
ざ
れ
は
、
月
と
も
日
と
も
父
母
は
、
我
一
人
を
こ
そ
頼
み
ま
し
ま
す
な
り
。
御
身
と
と
も
に
此

所
に
住
む
な
ら
ば
、
親
の
嘆
き
の
い
か
な
ら
ん
。
こ
の
事
に
お
い
て
は
許
し
て
た
び
候
へ
」
と
孝
子
の
論
理
を
述
べ
、
拒
否
の
意
を

を
浦
島
は
示
す
。
そ
れ
に
対
し
て
女
も
「
仰
せ
は
さ
る
こ
と
に
候
へ
ど
も
、
た
と
へ
語
ら
ひ
を
な
し
給
ふ
と
も
、
し
ば
ら
く
こ
れ
に

ま
し
ま
し
て
、
ま
た
故
郷
に
帰
り
給
ふ
べ
し
。
そ
の
時
は
自
ら
も
と
も
に
誘
ひ
ま
い
ら
せ
て
、
御
身
の
父
母
に
よ
き
に
仕
へ
参
ら
せ

ん
」
と
言
葉
巧
み
に
説
得
を
す
る
野
で
あ
る
。
す
る
と
浦
島
は
た
い
そ
う
頼
も
し
く
思
っ
て
「
そ
の
儀
に
て
あ
る
な
ら
ば
、
と
も
か

く
も
御
身
の
心
に
し
た
が
ふ
べ
し
」
と
、
や
っ
と
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
葵
本
も
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
表
面
上
の

論
理
と
し
て
は
孝
子
の
面
目
は
保
た
れ
て
、
浦
島
は
龍
宮
で
三
年
と
い
う
月
日
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。 

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
浦
島
は
、
文
庫
本
か
ら
一
歩
進
ん
だ
個
性
を
持
つ
孝
子
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。
稿
者
は
こ
れ
を
物
語
の
補
完
の
論
理
が
働
い
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
時
代
に
お
い
て
読
者
の
論
理
に

応
じ
て
補
筆
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
そ
の
人
物
の
個
性
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
孝
子
と
は
正
反
対

の
方
向
へ
も
進
ん
で
い
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
　
　

三　

詞
書
き
の
同
筆
と
絵
師
の
問
題　
　

Ⅳ
類
の
Ｃ
系
統
本
文
の
位
相

　

こ
れ
ま
で
の
所
謂
御
伽
草
子
の
研
究
で
は
、
近
世
前
期
に
お
け
る
そ
の
本
文
の
筆
者
の
特
定
に
ま
で
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
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林　

晃
平　

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
展
開

を
「
浦
島
太
郎
」
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

Ⅳ
類
の
筆
者
が
特
定
さ
れ
る
諸
本
一
覧

　
　
　
　
　
　

形　

態　
　
　
　

巻
数　

詞
書
筆
者　
　
　

図
数　
　
　

所
蔵
者
・
出
典
・
そ
の
他

　
　

ア　

Ｃ　

絵
巻　

大
型　
　

二
軸　

太
平
記
絵
巻　
　

五
図　
　

長
野
県
立
歴
史
館
（
元
一
軸
を
改
装
・
長
野
本
と
略
称
）

　
　

イ　

Ｃ　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

太
平
記
絵
巻　
　

七
図　
　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
（
コ
絵
巻
と
略
称
）

　
　

ウ　

Ｃ　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

太
平
記
絵
巻　
　

六
図　
　

瀧
門
寺
（
破
損
改
装
）
（
瀧
門
寺
本
と
略
称
）

　
　

エ　
　
　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

六
図　
　

浮
木
庵　

思
文
閣　

古
典
会
・
平

　
　

オ　
　
　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

五
図　
　

大
英
博
物
館

　
　

カ　

Ｃ　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

六
図　
　

東
洋
文
庫
岩
崎
文
庫
（
岩
崎
本
と
略
称
）

　
　

キ　
　
　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

？
図　
　

古
典
会
（
昭
��
）
絵
は
岩
崎
本
に
近
似

　
　

ク　
　
　

絵
巻　

中
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

六
図　
　

思
文
閣
一
五
〇
、
思
文
閣
二
〇
二

　
　

ケ　
　
　

絵
巻　

大
型　
　

一
軸　

朝
倉
重
賢
・
Ⅲ　

六
図　
　

弘
文
荘
目
録
二
五
－
四
一

　
　

コ　
　
　

絵
本　

中
本　
　

一
冊　

居
初
つ
な　
　
　

五
図　
　

浮
木
庵
（
絵
欠
）

　

こ
の
ア
か
ら
コ
ま
で
の
十
本
の
内
、
Ｃ
と
記
し
た
の
が
、
筆
者
が
Ｃ
系
統
と
考
え
る
特
徴
の
あ
る
本
文
を
持
つ
も
の
で
、
以
下
に

記
す
も
の
で
あ
る

注
十
二。

　

こ
の
Ｃ
系
統
の
諸
本
は
、
先
の
女
か
ら
の
夫
婦
と
な
り
た
い
と
い
う
申
し
出
に
対
し
て
、
孝
子
浦
島
と
は
全
く
別
の
相
貌
を
見
せ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
は
逡
巡
す
ら
し
な
い
ば
か
り
か
、
即
座
に
う
れ
し
そ
う
な
顔
を
し
て
承
諾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
５
で
一
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覧
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
表
５　

Ⅳ
類
の
好
色
的
本
文
の
対
照
表
・
そ
の
一
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孝
子
浦
島
の
渋
々
と
い
う
「
と
も
か
く
も
仰
せ
に
従
ふ
べ
し
」
と
台
詞
は
同
じ
な
が
ら
、
そ
の
心
は
全
く
異
な
る
。
明
ら
か
に
浦

島
は
女
と
夫
婦
に
な
り
た
い
の
で
あ
る
。
故
郷
の
両
親
の
こ
と
な
ど
一
顧
だ
に
し
な
い
。
即
座
に
う
れ
し
げ
に
答
え
る
の
で
あ
る
。

浦
島
は
美
し
い
女
と
夫
婦
に
な
っ
て
一
緒
に
暮
ら
せ
る
こ
と
が
が
う
れ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
稿
者
は
好
色
に
描
か
れ
た
浦
島
の

個
性
の
発
露
と
考
え
る
。
孝
子
と
逆
の
性
格
を
こ
の
浦
島
に
は
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

浦
島
の
好
色
性
は
、
実
は
こ
れ
以
前
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
表
６
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
表
６　

Ⅳ
類
の
好
色
的
本
文
の
対
照
表
・
そ
の
二
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海
上
を
流
さ
れ
て
来
た
船
の
女
を
見
た
浦
島
は
、
不
審
に
思
っ
て
女
に
問
い
か
け
る
。
女
は
便
船
の
途
中
に
嵐
に
あ
っ
て
こ
の
小

船
に
乗
せ
ら
れ
た
と
い
い
、
故
郷
へ
送
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
そ
れ
を
聞
き
浦
島
は
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
文
庫
本
で
は
、

浦
島
は
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
船
の
綱
を
取
っ
て
自
分
の
方
へ
引
き
寄
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
Ｃ
系
統
の
諸
本
は
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
付

加
さ
れ
て
い
る
。
コ
大
絵
巻
と
長
野
本
と
瀧
門
寺
本
は
「
手
を
取
り
、
引
き
寄
せ
、
と
か
く
語
ら
ひ
寄
る
心
の
内
こ
そ
浅
か
ら
ね
」

と
あ
り
、
浦
島
は
小
船
の
女
の
手
を
取
っ
て
、
自
分
の
近
く
に
引
き
寄
せ
、
あ
れ
こ
れ
と
話
し
か
け
て
い
る
。
そ
の
心
の
中
は
、
既

に
女
の
こ
と
を
深
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
岩
崎
本
で
は
「
手
を
引
き
寄
せ
、
我
が
船
に
乗
せ
帰
り
て
、
と
か
く

語
ら
ひ
寄
る
心
の
内
こ
そ
浅
か
ら
ね
」
と
あ
る
。
女
の
手
を
取
り
引
き
寄
せ
て
、
自
分
の
船
に
乗
せ
て
我
が
家
に
帰
り
、
我
が
家
で

と
あ
れ
こ
れ
と
ゆ
っ
く
り
話
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
先
の
三
本
は
文
章
は
ほ
ぼ
同
じ
な
が
ら
も
そ
の
挿
絵
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
多
く
の
絵
本
絵
巻
の
挿
絵
は
、
浜
辺

に
い
る
浦
島
の
と
こ
ろ
へ
小
船
に
乗
っ
た
女
が
流
れ
着
く
も
の
で
あ
る
。
瀧
門
寺
本
に
は
当
該
場
面
の
挿
絵
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

長
野
本
で
は
舳
先
を
合
せ
て
向
か
い
合
っ
た
二
艘
の
小
船
が
描
か
れ
、
右
の
小
船
に
は
浦
島
が
、
左
の
小
船
に
は
女
が
乗
り
、
互
い

に
話
し
か
け
て
い
る
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
構
図
は
先
に
紹
介
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
縦
型
絵
本
に
も
、
本
文
は
異
な
る
の

で
あ
る
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
コ
大
絵
巻
で
は
と
浦
島
と
女
は
既
に
同
じ
船
に
乗
っ
て
語
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
挿
絵
に
も
積
極
的
に
女
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
好
色
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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ま　

と　

め

類
型
的
な
話
に
紋
切
型
の
人
物
を
描
く
こ
と
の
多
所
謂
御
伽
草
子
も
、
戦
乱
の
世
も
終
わ
り
を
告
げ
て
徳
川
の
安
定
時
代
に
入
る
と
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
浦
島
太
郎
の
よ
う
な
個
性
の
希
薄
な
人
物
に
も
個
性
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
仮
名
草
子
や
浮

世
草
子
の
中
の
登
場
人
物
た
ち
が
個
性
的
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
、
時
代
が
要
請
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
そ
れ
は
御
伽
草

子
と
い
う
文
学
の
終
焉
を
予
感
さ
せ
る
動
き
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
所
謂
御
伽
草
子
は
近
世
に
入
っ
て
も
続
々
と
誕
生
し
、

展
開
し
て
い
く
。

　

古
代
か
ら
続
く
浦
島
伝
説
は
、
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
で
は
本
地
物
と
い
う
枠
組
の
中
で
展
開
し
て
き
た
。
そ
し
て
祝
言

性
を
強
調
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
系
統
を
と
っ
て
も
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

系
統
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
個
性
が
滲
み
出
て
い
る
。
Ⅰ
類
系
諸
本
に
は
、
浦
島
を
語
り
伝
え
る
仏
教
者
が
登
場
し
て
、
浦
島
を

語
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
浦
島
太
郎
」
の
成
立
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
逆
に
必
ず
描
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
物
語
の
背
景
を
し
の
ば
せ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
Ⅰ
類
系
本
文
に
は
、
語
り
の
文
体
を

推
測
さ
せ
る
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
「
桃
李
言
は
ず
」
と
い
う
浦
島
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
文
言
も
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は

「
浦
島
太
郎
」
が
口
頭
で
語
ら
れ
た
こ
と
の
背
景
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
従
来
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
Ⅰ
類
の
詳
細
が
新
た
な
資

料
の
発
見
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
亀
を
買
い
取
る
と
い
、
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
浦
島
の
言
動
は
、
貴
重
で
あ

る
。
今
日
に
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
因
縁
は
、
既
に
御
伽
草
子
の
中
に
胚
胎
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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今
後
の
更
な
る
資
料
の
発
見
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
Ⅳ
類
に
お
い
て
は
、
浦
島
太
郎
と
い
う
人
物
の
性
格
が
大
き
く
変
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
一
方
で
は
次
第
に
律
儀
な
慈
悲

深
い
孝
子
と
し
て
太
郎
は
成
長
し
て
い
き
、
し
か
し
、
浦
島
を
孝
子
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
元
禄
本
の
登
場
は
、
正
に
そ
の
枠
内
で

の
展
開
で
あ
っ
た
。
も
う
一
方
で
は
女
性
に
弱
い
好
色
な
太
郎
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
Ｃ
系
統
の
好
色
な
浦
島
太
郎
の
登
場

も
、
浮
世
草
子
の
好
色
本
が
登
場
し
て
き
た
時
代
の
流
れ
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り
御
伽
草
子
の
枠
の
中
で
、
好
色
に
目

覚
め
さ
せ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
話
の
補
完
作
業
は
Ｃ
系
を
考
え
る
場
合
、
物
語
の
製
作
者
と
い
う
よ
り
は
、
詞
書

の
筆
者
の
側
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
Ｃ
系
統
が
本
文
が
太
平
記
絵
巻
の
筆
者
の
み
に
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
。
大
き
な
枠
組
み
を
変
え
な
い
限
り
絵
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
変
更
を
与
え
な
い
た
め
、
容
易
に
加
筆
修
正
が
行
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
を
考
え
る
場
合
、
版
本
で
広
く
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
御
伽
文
庫
の
み

を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
全
体
像
や
変
遷
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
据
え
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
諸
本

の
出
現
を
期
待
す
る
と
共
に
本
稿
が
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
諸
本
を
見
直
す
切
っ
掛
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
絵
師
の
中
世
の
文
学
を
代
表
す
る
所
謂
御
伽
草
子
の
一
画
を
占
め
る
「
浦
島
太
郎
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
近
世
に
お
け

る
個
性
化
に
焦
点
を
当
て
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
そ
の
一
部
を
虫
眼
鏡
で
覗
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
博
雅
の
叱
責
を

乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。

注
一　

拙
稿
「
浦
島
伝
説
の
資
料
と
解
題
・
稿　

ー
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
奈
良
絵
本
「
浦
し
ま
」
に
て
ー
」
（
平
成
元
年
３
月
、
苫
小
牧
駒
澤
短

期
大
学
紀
要
・
第
2�
号
）
に
提
示
し
た
分
類
案
で
あ
る
。
松
本
隆
信
氏
の
「
〈
増
／
訂
〉
室
町
物
語
類
簡
明
目
録
」
の
当
該
の
分
類
で
は
、
一
本
が
前
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半
を
欠
く
こ
と
も
あ
り
、
当
初
の
二
本
も
別
の
分
類
で
あ
っ
た
が
、
所
収
和
歌
が
同
じ
で
あ
り
、
本
文
も
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
系
統
で
あ

る
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
二　

実
物
を
稿
者
も
二
〇
〇
八
年
三
月
に
調
査
確
認
済
み
で
あ
り
、
詳
細
は
勝
俣
氏
の
新
た
な
報
告
を
待
ち
た
い
。

注
三　

こ
の
和
歌
一
覧
は
「
和
歌
総
覧
」
と
し
て
か
つ
て
、
拙
稿
「
浦
島
伝
説
の
資
料
と
解
題
・
稿
」
（
前
掲
・
注
一
）
に
掲
出
し
、
そ
の
後
増
補
し
て

拙
著
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
に
収
録
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
が
、
今
回
新
出
諸
本
を
増
補
し
て
最
新
の
当
該
系
統
の
み
を
掲
出
し
た
。

注
四　

こ
の
和
漢
朗
詠
集
歌
は
、
『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
、
出
家
に
際
し
て
杜
鵑
の
声
を
聞
い
た
建
礼
門
院
が
硯
に
書
き
つ
け
た
歌
と
し
て
、
延
慶
本

や
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
諸
本
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
直
後
に
は
「
仙
家
よ
り
帰
り
て
、
七
世
の
孫
に
あ
ひ
け
ん
も
、
か
く
や
と
お
ぼ

へ
て
」
（
覚
一
本
・
岩
波
文
庫
・
四
・
三
八
四
頁
）
と
「
劉
阮
天
台
」
の
故
事
を
引
く
。
し
か
し
、
こ
の
故
事
は
既
に
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、

「
浦
島
が
子
の
、
七
世
の
孫
に
あ
へ
り
し
に
も
過
ぎ
」
（
巻
第
一
・
願
立
・
同
・
一
・
一
〇
二
頁
）
と
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
浦
島
帰
郷
後
の
落

胆
の
情
景
と
建
礼
門
院
の
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

注
五　

こ
の
詩
句
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
絵
巻
で
は
「
た
う
り
も
の
い
は
す
は
る
い
く
は
く
か
く
れ
に
し
ゑ
ん
か
あ
と
な
ら
ん
」
、
パ
リ
絵
巻
は
「
た
う

り
物
い
は
す
春
い
く
は
る
か
お
く
り
し
あ
と
な
ら
ん
」
と
若
干
の
異
同
を
伴
っ
て
三
本
に
の
み
見
ら
れ
、
他
本
で
は
当
該
部
分
に
な
い
。

注
六　

こ
の
和
歌
は
、
『
十
訓
抄
』
（
第
六
可
存
忠
直
事
・
一
〇
四
）
『
古
今
著
聞
集
』
（
巻
第
十
九
・
草
木
第
二
十
九
・
三
四
八
）
で
は
、
と
も
に

「
東
風
吹
か
ば
」
の
和
歌
と
な
ら
ん
で
菅
家
（
菅
原
道
真
）
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

注
七　

発
表
者
は
そ
の
存
在
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
目
録
か
ら
知
り
、
二
〇
〇
三
年
二
月
に
調
査
確
認
し
た
。
以
下
に
簡
単
な
書
誌
を
掲
げ
る
。「
浦

島
太
郎
」
二
冊
本　

縦
型
奈
良
絵
本　

上
下
二
冊　

表
紙　

焦
茶
金
襴
緞
子
折
文
様　

貼
題
簽
「
う
ら
嶋
太
郎　

上
（
下
）
」
左
上
隅　
　

表
紙
裏　

金
箔
な
お
、
調
査
に
あ
た
っ
て
は
同
大
学
の
バ
ー
バ
ラ
・
ル
ー
シ
ュ
名
誉
教
授
、
図
書
館
の
三
木
身
保
子
氏
ほ
か
の
方
々
に
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
こ
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と
を
お
礼
、
感
謝
申
し
上
げ
る
。

注
八　

「
浦
島
伝
説
の
資
料
と
解
題
・
稿
ー
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
奈
良
絵
本
「
浦
し
ま
」
に
つ
い
て
ー
」
苫
小
牧
駒
澤
短
期
大
学
紀
要
・
大

二
十
一
号
・
平
成
元
年
三
月

注
九　

こ
の
対
照
表
は
か
つ
て
「
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
再
考
・
そ
の
二
」
（
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
・
第
二
号
・
一
九
九
九
年
一
〇
月
、
後
に

『
浦
島
伝
説
の
研
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ベトナム系アメリカ人の文化的変容
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of Economic, Civic, and Cultural Assimilation Based Upon 
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村　井　泰　廣
MURAI  Yasuhiro

　　　　　　Key Words: Vietnamese Americans, Acculturation, Assimilation, 
　　　　　　　　　　　  Refugees, Immigrants

要旨
　本稿では、統計から見えてくるアメリカ合衆国におけるベトナム系アメリカ人
の文化変容度（同化）を「経済的同化 (Economic Assimilation）」、「市民的同化 
(Civic Assimilation）」、「文化的同化 (Cultural Assimilation）」の観点からを考察す
る。
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ベトナム系アメリカ人の文化的変容

“We did not come here the way other migrants came. They came to 

paradise to realize their personal dreams.  We were like uprooted and 

planted in a foreign land.”  Phung Minh Tien (BBC Vietnamese 

Service, April 28, 2005）�

　ベトナム戦争終結（�975年４月�0日）から�6年が経過しようとしてい

る。その間、�995年、ベトナム政府は、かつては敵国であったアメリカ

合衆国と国交を樹立して�6年が経つ。ベトナム系アメリカ人の、その初

めは「戦争難
・

民
・

」であった。インドシナ（ベトナム・カンボジア・ラオ

ス）の難民（少数の移民を含み）の多くは、他のアジア諸国からやって

くるアジア系移民とは出国の「プッシュ要因」が異なる。彼らの多くは、

ベトナム戦争終結後の�970年代半ばから、「政治的」2な亡命を求めて、

主に難民（Refugees）、あるいは亡命者（Asylum Seekers）として、ア

メリカ合衆国にやってきた人たちであるという点において、他のアジア

系移民グループの移民とは、その入国の動機も性質も違っていた。

　つまり、移民は「志望移民者（voluntary migrants）」であるのに対し、

難民は「不本意の移民者（unwilling migrants）」だという点において、

他の志望移民者の入国動機と異なる。その意味は大きい。それはどうい

うことかというと、移民は「志望移民者（voluntary migrants）」であ

ることから、自ら永住国を決めることができるだけでなく、いつでも自

国に戻ることができるのに対し、一方、難民は、戦争や迫害から命を守

ることが最優先になり、移住せざるおえない状態を余儀なくされ自国を

退去する、あるいは、退去させられ、そして、受け入れが認められた国

に嫌が負うにも定住しなくてはならないという点において、その相違が

顕著である。この場合、難民の多くは自国で自らの生命が脅かされる経

験をしているだけでなく、移住した国に順応するため多大な努力を強い
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られることになる。それゆえ、難民は自国でさまざまなトラウマ（戦争、

処刑や殺人を目にするなど）を経験している者も多い。例えば、ボート

で海を渡るベトナムの「ボート・ピープル」や陸路隣国へ逃れる「ラン

ド・ピープル」など、他国への脱出に危険な方法で移住してくるのが難

民のそのひとつの例であろう。移住する前、その途中、そして、移住後

に犯罪や暴力に巻き込まれるケースも少なくない。彼らは、当然、精神

的な身体的な問題を被りやすい。合衆国におけるベトナム難民の精神的

な医療事例を持ち出すまでもなく、筆者の身近な友人たち（ベトナム難

民第一波�975年）が40代、50代で死亡している事実から鑑みても、余裕

をもって時間をかけ備えをしたうえで出国ができる移民と、そうするこ

とが許されない状況下で出国しなければならない難民との間には、その

精神的、身体的苦労の違いがどれほど大きいものであるかということは、

さまざまな文献を持ち出して証明するまでもないことである。

　合衆国の統計局が示す数字によれば、�970年度の人口統計にはベトナ

ム系アメリカ人は、その統計表に掲載されないほど、小さな存在であっ

た。しかし、ベトナム戦争における南ベトナム政府の敗北（�975年４月）

という結果をうけて、アメリカ合衆国のベトナム人は、�980年には24万

人に増加し、�990年、2000年とその難民の数は倍増している。そして、

2009年現在、その総人口は、今や約�65万人となっている。（表１参照）

表１：ベトナム系アメリカ人の総人口：�980-�990-2000-2009比較

　その�65万人のうちの約��0万人が難民として合衆国にやってきたとい

（�980/�990/2000/2009年 度 の 合 衆 国 統 計 局 人 口 統 計 よ り 作 成 : V.A.=Vietnamese 
Americans ＊2006年度の統計数字）�
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うことは、「外国生まれ」つまり「ベトナム生まれ」の移住者がいかに

多いかがわかる。�980年には、アメリカ在住の外国生まれのすべての移

民のなかで、ベトナム移民の�6％が「外国（ベトナム）生まれ」であり、

その割合は、�990年には27％、2000年は�2％、2006年は�0％であったこ

とが表１からも了解できる。

　因みに、ベトナム系アメリカ人は、わずか四半世紀を経て、アジア系

移民のなかでも、中国人、フィリピン人、インド人につぐ４番目に人口

の大きなグループに成長していることがわかる。（表３）

　つまり、ベトナム系アメリカ人の人口は、この極めて短い期間（�970

年代、80年代、90年代）に、いかなる他の移民グループよりも高い増加

率でアメリカに入国していることを示している。その増加率も、その数

も、�975年から�996年の期間までは、万単位で押し寄せてきていたベト

ナム難民も、近年（�998-2009）いく分、落ち着きを見せていることが

（Sources: Office of Refugee Resettlement. �982-200�. The 2009 Yearbook immigration 
Statistics.　Southeast Asian Americans At a Glance: Statistics on Southeast Asians 
adapted from the American Community Survey 20��）

表２：Refugee Arrivals to the U.S. from Southeast Asia Fiscal Years �975-2009  4 

（Source: The Census Bureau The Asian Population: Census 2000 Brief）5
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下記の統計表４から窺い知ることができる。

　合衆国の�965年の移民法改正以降、そして、ベトナム戦争の終結の結

果に発生した難民あるいは移民、また、彼らを送り出す国側（インドシ

ナ諸国）の事情により、アメリカ合衆国は、それまでインドシナ諸国と

の間に構築してきた政治的、軍事的、経済的、社会的関係から、その後

のインドシナ難民（移民）の流入が方向づけられた20世紀後半の四半世

紀でもあったと言えよう。つまり、民族的出身（national origins）事項

が削除された�965年の移民法（Immigration Act）に続き、�975年の「イ

ンドシナ移民難民支援法（Indochina Migration and Refugee Assistance 

Act）」、�980年の「難民法（Refugee Act）」、同年北ベトナム政府側が

創設した「合法出国計画（Orderly Departure Program: ODP）」、�987

年の「アメラジアン帰国法（Amerasian Homecoming Act）」により、

ベトナム戦争と深く関わってきたインドシナ諸国の人たちのアメリカ合

衆国への流入を許容する一連の法律体系が整備された。このことは、イン

ドシナ難民と移民の流入の大きな要因となった。7

　また、ベトナム系アメリカ人の人口分布の特徴として、その半数以上

がカルフォルニア州とテキサス州に集中している。表５の六州だけでも、

その合計の人口が7�4,��0人 65.7％を占めていることから、ベトナム系

アメリカ人はある特定地域に、しかも継続的に集中していることがわか

る。そのうち、５人に１人がロサンゼルス市およびその近郊に在住する

「都市型住居人」であることもベトナム系移民の人口分布の特徴である

ことが了解できる。

（Sources: Office of Refugee Resettlement. �982-200�. The 2009 Yearbook Immigration 
Statistics）6

表４：Vietnamese Refugee Arrivals to the U.S. from Fiscal Years �998-2009
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　インドシナ難民が�970年代後半、その当初、合衆国は、連邦政府の伝

統的な方針により、難民を広範囲に分散させることで、それぞれの地域

の財政負担を軽減することも試行してきた。そのような政治的な試みを

通して、難民はできるだけ早期に収入を得られる職業を見出せるよう支

援をしてきたのである。しかし、長い歴史と伝統の下で大家族制を重視

してきた東南アジア特有の文化を背負ったベトナムの人たちは、拡大家

族や親戚、知人、友だちと再統合することに断固たる意志をもち、努力

をし、自分たちが望む地域にたどり着いた結果が表５となって結実した

ものであるといえよう。つまり、彼らがたどり着いた地域は、同胞であ

る多くのアジア系人口を抱えており、温暖な気候があり、豊富な公的支

援策があるカルフォルニア州、テキサス州等であった。これらの地域が、

多くのベトナム系の第二次、第三次の国内移住に向けた人気のある定住

地となったのである。8

　当初カルフォルニア州は、第一波のインドシナ難民の2�％しか受け入

れなかったが、第二波の難民では25％から�0％を受け入れるようになっ

ていた。国内第二次移住の結果により、近年はベトナム、カンボジア、

ラオスからの難民の40％以上がカルフォルニア州に在留している。次に

テキサス州が、二番目に多い人数を受け入れ、彼らの約�0％が在留してい

る。9

　その要因のひとつに合衆国政府による難民の定住に関する拡散政策が

考えられる。つまり、難民・移民がひとつの州に集中することによって、

その州の財政負担が過重になることから、財政負担の軽減をはかるとい

うねらいが難民拡散政策にあった。それは同時に、隣国カナダの「ケベ

ック問題」に見られるように、ある特定の民族がある地域に集中的に定

住することによって生じる民族問題を避けようとする移民国家・アメリ

カ合衆国政府の歴史的かつ伝統的政策でもあった。ということで、同移

民拡散政策のもと、当初、ベトナム難民が合衆国のほとんど全州に振り

分けられ定住していった訳であるが、同政策には寒冷地の州も含まれて
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おり、亜熱帯気候に慣れたインドシナ難民にとっては厳しい環境であっ

た。それゆえ、彼らの多くは、インドシナの気候に類似した地を求め、

再び合衆国国内のなかで第二、第三の国内移住をくり返すことになった。

　また、彼らのもうひとつの移住の要因は、他民族のなかで孤立しがち

な少数民族が、不慣れな異文化社会アメリカ、特に異なる言語（英語）

に不自由を感じる多くのベトナム人にとっては、カルフォルニア州のオ

レンジ郡の「リトル・サイゴン」のような同胞の仲間が多く住むコミュ

ニティ（ethnic enclaves）を求めるのは当然のなりゆきであったとも言

えよう。少なくとも、カルフォルニア州は移民たちを充分に惹きつける

だけの、特に始めてやってきて言葉に不自由な移民・難民にとって、ま

た、未熟練労働者にとって、豊富な労働市場の需要が高いという世評が

あったことからも、多くのベトナム移民がカルフォルニア州に移動する

のも当然のなりゆきであった。�0　それは表５に統計的にも良く示されて

いる。

表５：州別ベトナム系アメリカ人人口分布 （�980-�990-2000-2006比較）

　稲作文化社会が生みだす家父長的な大家族社会から放り出されたベト

ナム移民、特にその高齢者たち��にとって、異文化社会アメリカに住む

ということは途方もない孤独と寂しさの経験が報告されている。彼らの

居住近くにある教会、寺院、社会福祉サービス・センターやベトナム・

エスニック・レストランなどが、これら言語習得困難なベトナム人高齢

（Source: The 2009 Year book Immigration Statistics）
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者たちにとって、同胞である他のベトナム人たちとお互いの交わりをす

る唯一の場所となっているのが現状である。�2

　筆者は、これまで合衆国に在住するベトナム系移民（難民）に焦点を

合わせ、合衆国政府がどのような受け入れ政策を施行しベトナム系移民

の流入に対応してきたのか、そして、それらの政策が、どのようにして

ベトナム系移民を合衆国への流入と連動していったのか。��　また、ア

メリカ国内におけるベトナム系アメリカ人が、どのようにして現在の地

域的な分布に繋がり、コミュニティを形成していったかについて考察し

てきた。

　本稿では、これまでの研究をもとに、統計�4から見えてくるアメリカ

合衆国におけるベトナム系アメリカ人（難民・移民）の文化の変容度（同

化）を①「経済的同化（Economic Assimilation）」、②「市民的同化（Civic 

Assimilation）」、③「文化的同化（Cultural Assimilation）」の観点から

を考察するものである。これらの観点が、文化の変容度のすべてではな

いだろうし、決定的な要因ではないが、統計的（数字的）な基準として、

ひとつの座標を示すものであろう。つまり、それらは文化変容度として

の同化（assimilation）の統計的な指標として、数字的な座標軸として

の見える形で次の３つの同化を想定している。�5　具体的には、アメリ

カ社会在住の「外国生まれの移民」と「アメリカ生まれの者」との間に

は、顕著な相違があると考えられていることから、下記の項目を想定し

たものである。�6

１）「外国生まれの移民」が合衆国市民でないとき、完全に「アメリカ生まれ

の者」と区別することができる。

２）他の「外国生まれの移民」と結婚する率が高い。

３）上手に英語を話すことが出来ない。（苦手である。）

４）持ち家の率が低い
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５）子どもの数が多く、子どもと一緒に住んでいる率が高い

６）教育達成レベルが低い

７）労働市場から雇用されない、あるいは失業の割合が高い

８）ベテラン（熟練・専門・管理職）が少ない

　上述の事項を、より具体的に言及するならば、ひとつは、年収入、労

働市場への参加率、失業率、職種、労働期間、学歴、自家所有率などを

基にした「経済的同化（Economic Assimilation）」であり、もうひとつ

は、 市 民 権 取 得 率、 軍 隊 参 加 率 を 基 に し た「 市 民 的 同 化（Civic 

Assimilation）」、そして、同族外との結婚、英語能力、教育レベル、家

族観、親子関係、子供の数などを基にした「文化的同化（Cultural 

Assimilation）」を指標とするものである。繰り返しになるが、これら

の「文化変容」要因�7は、これらのすべてが実は、重層的に合わさって

ひとつの有機体を構成しているものであって、究極的には独立して切り

離して考える事のできるものではないものである。それは言うまでもな

いことであろう。とは言え、「同化」という抽象的で分かりにくいもの

を示す場合の便宜策として、上記の指標を提示すること、また、ある種

の「目に見える」形での数値的な統計を明記することによって、ベトナ

ム系移民の「同化」の座標軸を示唆できるものであると考えられる。�8

　Jacob L. Vigdor（Civic Report, No. 5� May 2008）によれば、「経済

的且つ市民的同化は、往々にして文化的同化なしに起こり得る」�9こと

を指摘している。この指摘が証明されるかのように、ベトナム系移民は、

合衆国市民に帰化する率、つまり、上記の「経済的同化」の指標のひと

つである「市民権取得率」に関して言えば、ベトナム生まれの、その

72.8％（2006年）が合衆国市民権を取得している。この数字は、他の外

国生まれのアメリカ在住者の42.�％の割合と比較すると極めて高い割合

と言えよう。また、ベトナム生まれ男性（�6歳以上）の74.6％（�72,4�2
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人）が民間労働市場で仕事をしているが、20下記の表６が示しているよ

うに、雇用について就業しているベトナム移民の４分の１以上が、製造

業、設備、修理などで勤務し、�9％が清掃などのサービス業に従事して

いることもベトナム系アメリカ人の特徴であろう。

このことからも、「経済的・市民的同化」の指標における大まかな割合

に関しても、ベトナム系アメリカ人は他の外国生まれの移民と大きな相
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違はないとは決して言いきれない。ベトナム移民の約７人に１人が2000

年以降に移民してきた新参者たちであり、現在、アメリカ合衆国に住む

３分の１のベトナム系アメリカ人の人口は、�990年代にやって来た者た

ちであるということを考慮に入れるならば、そして、彼らの短い在住期

間を考慮するならば、驚くべき数字ではないかもしれない。すなわち、

ベトナム移民のその多くが近年やってきた「新移民」であるということ

である。このことから、当然、アメリカ社会で使用される言語（英語）

に関しても、言語に不慣れであるということは容易に推測できる。具体

的に数字（表７）をあげて説明するならば、約３分の２（2008年）のベ

トナム移民が、「英語コミュニケーション能力に限界を感じている」と

いうことである。およそ6.�％のベトナム移民（５歳児以上）は、「英語

だけ」を話すが、また、26.�％が家に帰宅してからも英語を「とても上手」

に話すと報告しているが、その一方で、彼らの多く（67.4％）が「上手

に話す」以下の範疇で、帰宅してからはベトナム語だけを使用して生活

をしているという。つまり、ベトナム移民の67.4％が、英語で表現する

ことに言語的限界を感じているという数値なのである。2�　この割合は、
表７
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アジア系移民のなかでも、特に、インドシナ移民に見られる共通した特

徴であるとともに、この種の数値としては、アジア系移民のなかでも、

ベトナム移民がもっとも高い数値なのである。当然、この言語的ハンデ

ィは、労働市場にも直接的に反映されてくるものであろうと想定される。

　また、労働市場にも直接的に反映されてくるものとして、ベトナム系

アメリカ人の教育到達レベルの要因も大きい。資料としては2008年のデ

ータであるが、アジア系移民の教育達成レベルをグラフ（表８）にした

ものがある。

　高等教育レベルの達成度から見ると、ベトナム移民はすべての外国生

まれの移民、あるいは、一般アメリカ人よりも、その達成度は低い。同

じ2008年のデータによると、25歳以上のベトナム生まれのベトナム移民

の2�.7％が大学4年生卒業レベル「学士号（Bachelor's Degree）」か、そ

れ以上の学位を取得している。25歳以上のすべての外国生まれの移民

（��.9百万人）の27.�％が、そして、一般アメリカ人（�68.�百万人）の

27.8％が、大学４年生卒業レベル「学士号（Bachelor's Degree）」か、

それ以上の学位を取得している。22　下記の表８から見ても、高校教育

レベル以下の移民が�8.�％と高い数字を示している点においてもベトナ
表８
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ム系アメリカ人の特徴があると言えようか。

　およそ�8歳以下で�86,000のベトナム移民の子供たちは、ベトナムで

生まれ（外国生まれ）の親と一緒に生活をしている。しかし、この子供

たちのほとんど（88.7％）が、アメリカ生まれのアメリカ市民である。2�

　「市民的同化」の指標のひとつである「市民権取得率」に関して言えば、

ベトナム系移民は非常に高い市民権取得率であるということが言える。

　「経済的・市民的同化」は、前述したように、往々にして、「文化的同

化なし」に起こるものであるということは指摘した。つまり、これはど

ういうことかというと、文化的な同化の面でそれほど多く譲歩すること

なしに、ある移民グループが、帰化し、そして、経済的な主流のなかに

それなりに溶け込んでいくことは、一般的に見られる現象でもあるとい

うことであろう。24　これまでの他のアジア系移民の「経済的同化」か

らかんがみても、移民する条件が何であれ、入国するや否や、移民はこ

れまでの移民の世代がやってきたように、すぐさま生産性を身につけ労

働についていったのである。食うために労働せざるをえなかったのであ

る。しかしながら、彼らが故国から刷り込まれた精神的、かつ伝統的な

「文化的同化」の側面に関することになると、その精神性（文化）を変

えるということは、なかなか容易に変容・同化できないのである。なぜ

なら、「文化的同化」の指標としている（�）英語を話す能力であったり、

（2）教育受ける割合であったり、（�）家族観であったり、（4）稲作文化

を長い伝統としてきた家父長的な親子関係であったりする、あるいは、

（5）ベトナム系以外のものと結婚したりする、異質で非伝統的な、かつ

その民族に深く根ざした文化的な同化というものは、なかなか変えてい

くには時間の要するものであり、その変容は容易なことではないことを

物語っているのである。

　ベトナム戦争終結�0年余を経て、ベトナム系アメリカ人はアメリカで

�50万人を超える大きな民族集団となった。しかしながら、１世、�.5世、
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２世の多くのベトナム系移民の間では、二つの問題が関心事となってい

る。そのひとつは、家族の結びつきが弱まっていくことへの心配である。

特に高齢者たちは、祖先が、家族が、かつて自分たちが感じてきた家父

長的な家族とは大きくかい離していることをアメリカ社会で生活して感

じている。

「人間が普遍的である（世界中のどの人間も根本的には同じ）という考え方は、

家族構造のあり方を通して子供の無意識に植え付けられた、先験的な形而上学

的確信であり、人間は互いに本質的に異なるとする差異主義的な考え方も同様

である。」（『移民の運命：同化か隔離か』Ｉ．トッド , �999）25

　が、しかし、大規模な移民によって形成されてきたアメリカ合衆国の

移民の歴史は、「移民の本来の文化がいかなるものであれ、それがいか

に強固であれ、受け入れ社会は己れの家族的あるいは宗教的考え方、生

活様式を移民におしつける力を常に有するという原理のこの上ない具体

例である。」26と指摘していることは示唆的である。そして、「アジア系

アメリカ移民の体験した文化変容の過程は、次に述べるような２つの経

過をたどったのである。< 中略 >　簡潔に言えば、もし彼らがアメリカ

合衆国に居残って生き延びることを希望するならば、「自分達の立場に

留まる”stay in their place”」ことと、より高い人種的地位の人びとに

服従して行動することを学ばなければならなかった。」27と。

　アメリカ合衆国の移民の歴史と経験が示しているように、移民の同
・

化
・

の過程には三世代から四世代の時間が必要である。今日、その多くのヨ

ーロッパ系移民の同化の過程はすでに終了している。が、近年合衆国に

やって来たアジア系ないしメキシコ系の移民については、その意味にお

いて、同化の過程はまだ「アメリカ人になる」同化の完成には程遠いと

いうことが言えるのではなかろうか。28
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表９：移民集団の出身地域の家族型（Source : 『移民の運命』より）

　ベトナム系移民も戦後�6年を経過した。ベトナムで育ちアメリカで育

った「�.5世代（The Knee-High）」と呼ばれる新しい世代がすでに多く

現出してきている。彼らは、幼年時に、そして、ベトナムにおける思い

出や記憶はほとんどない時にアメリカにやってきたベトナム系アメリカ

人である。このような世代が合衆国においてベトナム系アメリカ人の多

数派を形成しはじめてきている。彼らはアメリカの教育制度を受け、英

語を習得し、アメリカの大衆文化にどっぷりと浸かり、そして、その多

くがベトナムを祖国と考えない人たちである。

　これに加えて、同族外との結婚も少しずつではあるが増加してきてい

る。

＊「直系家族」とは、一人の子供に相続権を与え、それ以外の子供には何も相続させない。
家系の連続性の原則を軸とする親子の連帯の強さ、権威と規律と不平等。この家族構造は、
伝統的にアングロ・アメリカ・モデル（核家族）とは逆に、子供を早く独立させることはなく、
反対に相続人を結婚のあとにも家庭内に留め置き、三世代を含む複合的世帯を奨励する。
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　アジア系住民の異民族結婚率（表

�0）は、韓国人男性とベトナム人男性

のケースを除いて、いずれも�0％を越

えている。民族集団によって、この割

合に隔たりがあるのは、一部は移住の

時期の違いがあることで説明がつく。

高い率は古くからアメリカに移住して

おり、社会環境に適応し、低い率は近

年の移住に呼応しているからである。

ベトナム人のその圧倒的多数が�975年

の南ベトナム崩壊後に移住している

が、その外婚率はベトナム男性で４％

にすぎないも

のの、女性ではすでに�9％に達している。表�0の全体として、もっとも

古くから集団を形成した日本人の場合は、異民族婚率は男性で�7％、女

性で�6％であり、この数値は中心的アメリカ社会内部へ拡散段階に到達

しているといえよう。�0

　異民族婚夫婦の頻度は学歴とともに増大し、極めて規則的に、高等教

育を受けた者がもっとも高い異民族婚率を示すのである。黒人の間で観

察されるのとは逆に、アジア人集団においてはいずれの場合も、外婚率

は男性よりも女性の方が高い。現在のところ、新移民であるベトナム移

民は、古く（�900年）から在住している多数派の白人（WASP）や日系

アメリカ人と比較しても、「経済的・文化的同化」の、その歴然とした

相違を目の当たりにさせられる。

　統計局が伝統的に算出している「国別同化指標」（2006）がある。こ

れを抜粋してみると、「モデル・マイノリティ」のレッテルを貼られて

いるベトナム系移民の「経済的同化」は、近年やってきている「新移民」

のメキシコ系移民と比較すると、その数値の差の大きさに驚かされる。

表�0：民族集団ないし人種集団外の者と結婚し
た者の割合（�980年のカルフォルニア）（出典：
R.M. Jiobu, Ethnicity and Assimilation, State 
University of New York Press, �988, p.�6� �980
年の国勢調査からのサンプリングによる。）29
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西欧、北米カナダ出身者は、経済的同化、文化的同化は高い（表��）。

ベトナム系移民の「市民的同化」の高さは、つまり市民権の取得の高さ

をこの数値は反映したものである。英語圏あるいは、それに類似した言

語圏からやってきたヨーロッパ系移民は、その歴史的在住の長さから、

また長く住めば住むほど、「経済的」「文化的」同化率は、ほぼ�00パー

セントという数値を示している。それらに比べ、「文化的同化」率とい

うのは、在米滞在期間、言語の習得率に比例して高くなる傾向をはっき

りと示していることが了解できる。

表��：Assimilation-index Values by Birthplace, 2006

　　　〔soure : Civic Report NO.5� , may 2006〕

　教育に関して言えば、しかしながら、ベトナム人にとって教育は文化

的にも極めて重要であり続け、高い教育を受けたものは、ベトナム社会

では伝統的に高い社会的尊敬を受け、コミュニティにおいても栄誉ある

地位を与え続けられてきた。このことから、アメリカ社会においてもベ

トナム系アメリカ人はさらに経済的な収入が増大してゆけば、教育達成

レベルもさらに高い比率を示して行くものと思われる。

　直系家族と社会・経済的適応に関して言えば、「世代間に強力な絆が

存在する家族構造（アイルランド、ドイツ、北欧諸国、あるいはユダヤ

の家族構造）の崩壊は、アメリカという環境の中では不可避のように見
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える。この崩壊は、�950年から�990年にかけて日本、韓国・朝鮮あるい

は中国の家族型についても再び行われている。」��と指摘されるように、

「第三世代になると、出身文化の特徴であった家族的規律ならびに教育

的伝統は、すでに大きく揺らいでいる。第四世代は多数派のアメリカ的

習俗への同調を特徴とするのである。」�2ということからも、ベトナム

系移民の将来もまた日系アメリカ人がたどってきた道を歩むものと思わ

れる。

結語

　過去�0年以上にわたって、新しい国アメリカ合衆国という国で「難民」

という身分から、その人生を再出発しなければならかったベトナム系ア

メリカ人たち。その多くは、精力的に自らのビジネス、例えば、エビ漁

業やネイル・サロンなどを確立し、自らが住むコミュニティの経済的に

深く影響を与えてきている。��　彼らは経済界の進出のみならず、政治

的にも自分たちが直面している問題解決に向け、他のアジア系グループ

と協調しながら、活発に活動をしているグループでもある。

　アメリカに住むベトナム民族としての文化遺産を認識するために、「ス

ミソニアン博物館のアジア系および太平洋諸島系アメリカ人プログラム

（the Smithsonian Institution，s Asian Pacific American Program）」で、

2006年、ワシントンＤＣではじめて「ベトナム系アメリカ人展示会

（Vietnamese American Exhibit）」が計画され実行された。この開催に

は、在米ベトナム人とそのコミュニティ組織の財政的な援助があっては

じめて可能であったと言われている。彼らは比較的新しいアジアからの

移民グループではあるが、この新しい国の社会に自分たち自身の声を見

出そうとしている証左でもなかろうか。�4　それは言うまでもなく、今

やベトナム系アメリカ人はアメリカ多民族社会に新たに加わり、融合し

つつある永続的なエスニック・グループの一部を形成していることの証

左でもあろう。来るべき将来、ベトナム系アメリカ人もまた、それはち
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ょうど、今日の都市在住のアイルランド人たちがそうであったように、

また、イタリアの移民がそうであるように、日系人がそうであったよう

に、自分たち独自の共同体としてのコミュニティを形成し、それがある

種の故国を懐かしむノスタルジアを喚起するものかも知れない。そのよ

うな場所である ethnic enclaves は、いずれの日には過ぎ去りつつある

時代に属すものであろうが、それは依然として移民とともにあるエスニ

ックなものなのである。移民の子供や孫、ひ孫として生まれた２世、３

世たちは、アメリカの社会（教育制度）のなかで成長することで、アメ

リカ人としての法的アイデンティティを付与されながら文化的変容（同

化）を遂げ、また、時には、その一方で、文化的変容（同化）すること

なくベトナム人両親の故郷に固執し、居場所を失ったまま放浪し続ける

ことになるやも知れぬ。が、しかし、それは必ずしも否定的なことばか

りではない。これまでの移民の歴史のアジア系アメリカ人たちがそうで

あったように、ベトナム系アメリカ人もまたアメリカの文化の多様性を

確保しつつ、ベトナム伝統文化を保持し、コミュニティを動かす力も内

包しつつ進展していくものであろう。ベトナム系アメリカ人の孫、ひ孫

たちが、ベトナム系アメリカ人のコミュニティ（共同体）である「リト

ル・サイゴン」を訪れ、そして、「ああ、ここがかつて私たちの祖先、

おじいちゃん、おばあちゃんたちが一緒になって住み、アメリカ人にな

るために互いに助け合っていた場所なんだ」ということを回想すること

もあろう。「ここが、この家が、あの（ベトナム系アメリカ人）政治リ

ーダーの住居した処だったのだ」と知ることだろう。難民としてやって

きたベトナム移民一世にとっては、アメリカを故郷として感じる事が出

来ないものも多いであろう。しかし、「故郷リトル・サイゴン」を訪ね、

伝統料理の「フォー」に「ニョクマン」を少しかけ、「故郷の訛り」の

言葉を聞いて「帰属感」を覚えることもあろう。�5　

　合衆国とベトナム政府との国交の回復は、ベトナム人としての民族意

識を忘れかけたベトナム系アメリカ人にとって、特にベトナム生まれの
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一世にとって祖国への旅行が十分に可能となった現代、祖国への一次的

帰国がベトナム人としてのアイデンティティを強く再認識するきっかけ

となっていくことであろう。

　アメリカ合衆国のような多民族社会では、法律上の国籍は決まっても、

文化的アイデンティティには出身の国や民族に対する帰属意識の方が強

い場合もよくみられる。このような場合、「自分が何者か」という自己

の存在を証明してくれるアイデンティティは必ずしも自明ではなくなる

ことも十分に想定される。自らの文化的・精神的アイデンティティの根

拠（帰属性）を選ばなければならない場合には、法律上なのか、制度上

なのか、あるいは個人の意識上かの違いはあっても、結局は、いずれの

国、社会、あるいは個別の組織ないし集団に帰属しているかという個々

人の「帰属意識」が、アイデンティティの重要な要素になってくると考

えられる。帰属すべき国や集団が決まれば、アイデンティティの問題は

解決するのかというと、必ずしもそうではない。国やある集団は、それ

ぞれ独自の文化すなわち価値観ないし思考・行動様式を持っているが、

いずれかの国や集団に帰属したとしても、その価値観に全的に適応でき

るとは限らない。帰属先が国や社会のように大きくなればなるほど、ま

た、自由な思考が進めば進むほど、その価値観すなわち思考・行動様式

も多様化し、選択の余地が大きくなって来るからである。更に、既存の

いずれの思考・行動様式にも満足できず、それらに同一化することに抵

抗を感じる場合すら出てくるであろう。その時にどうするかは人によっ

て異なろうが、一般的には、自分を曲げて、国や集団の既存の思考・行

動様式に合わせるか、あるいは、自分自身の価値観に従って行動するか、

更には、強い信念の持ち主の場合には、国や集団の既存の思考・行動様

式を、自分自身の価値観に合わせて変えるように働きかけるかのいずれ

かであろうか。�6

　ベトナムの亜熱帯気候の大地で生まれたベトナム系難民（移民）（１世、
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�.5世）は、余儀なくアメリカに来て苦難の道を歩んできた。彼らにと

って、「アメリカ的なるもの」に反感とある種の気だるさ、憧れを抱き

つつ「異者」を内摂してきた。そうすることによって精神文化的摩擦（ス

トレス）を誘発して生きてきたのである。時の経過とともに、アメリカ

という「異国の地」に生き、骨を埋めていくのである。筆者の�0年以上

に及ぶ在米ベトナム人の友人もまた昨年（20�0年）の冬、67歳でその生

涯を閉じた。彼の妻も、その�0年も前の働きさがりの47歳という年齢で

他界をした。私の許に彼らの長子から送付されてきたメールの内容は、

「私の両親は、長年にわたるストレスを起因する脳梗塞（母）と癌（父）

だったんだろうと思います。」ということばで結ばれていた。彼らの二

人の息子たちは結婚をし、いまニューオリンズでレストラン業を営んで

いる。
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ＣＣＳのＣＤＭ化に関する考察

A Study on the Inclusion of CCS as CDM Project Activities

川　島　和　浩
KAWASHIMA Kazuhiro

　　　　　キーワード：地球温暖化対策　　二酸化炭素の回収と貯留（ＣＣＳ）
　　　　　　　　　　　ロードマップ　　京都議定書
　　　　　　　　　　　クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）　

要旨
　地球温暖化を防止するための緩和策として、二酸化炭素の回収と貯留（ＣＣＳ）
の技術が世界的に注目されている。ＣＣＳは、火力発電所や大規模な工場などか
ら排出される CO2を分離・回収して地中に貯留する技術であり、先進国だけでな
く発展途上国の経済成長にも欠かすことのできないCO2の排出削減技術といえる。
2010年12月に開催されたＣＯＰ16で採択された「カンクン合意」によって、京都
議定書で規定されているＣＤＭ対象プロジェクトにＣＣＳを含むことが暫定的に
決定されたことから、今後は発展途上国におけるＣＣＳ技術の普及や移転が進展
するものと思われる。

苫小牧駒澤大学紀要　第24号（2011年12月７日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 24, 7 December 2011
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Ⅰ．はじめに
　

　二酸化炭素の回収と貯留（Carbon Dioxide Capture and Storage、以

下「ＣＣＳ」という。）の技術は、地球温暖化を緩和する重要な選択肢

として、先進国のみならず発展途上国においても急速に関心が高まって

いる1。地球温暖化を防止するためには、温室効果ガス（Greenhouse 

Gas：ＧＨＧ）の中心をなす二酸化炭素（CO2）の大気中に放出される排出

量を地球的規模で削減することが緊急の課題になっているからである。

　ＣＣＳとは、CO2を大量に排出する石炭火力発電所や大規模な工場な

どから大気中に放出される燃焼排ガスに含まれる CO2を分離して高純度

の CO2として回収し、それをパイプラインなどで地中に圧入する施設ま

で輸送し、地表から1,000ｍ以上深い地層に圧縮機を使って送り込み貯

留する技術をいう2。ＣＣＳは、このように、大気中への CO2の放出量

を抑制する一つの技術であり、再生可能エネルギー（太陽光、風力、バ

イオ燃料等）に代表されるクリーンエネルギーや省エネルギーと同様に、

地球温暖化防止に貢献できる重要な対策技術に位置づけられている3。

　周知のように、2008（平成20）年7月8日にわが国で開催された主要国

首脳会議（Ｇ８）北海道洞爺湖サミットにおいて、「2050年までに世界

全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも50％削減する」4という目標

が福田総理（当時）によって宣言されている。また、この北海道洞爺湖

サミット首脳宣言では、国際エネルギー機関（International Energy 

Agency、以下「ＩＥＡ」という。）の支援を受けて、ＣＣＳおよび先進

的なエネルギー技術を含む、革新的技術のためのロードマップを策定す

る国際的なイニシアティブを立ち上げること、2020年までにＣＣＳの広

範な展開を始めるために、各国のさまざまな諸事情を考慮しつつ、2010

年までに世界中で20のＣＣＳ大規模実証プロジェクトが開始されること

を強く支持することも表明されている5。このように、わが国において、

世界において、ＣＣＳを含む先進的なエネルギー技術の開発と展開の必
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要性が求められている。

　そこで、本稿では、まずＩＥＡが2009年10月に公表した「ＣＣＳに関

するロードマップ」を考察し、BLUE Map シナリオで展開されている

温暖化対策の展望を概観する。次いで、1997年12月にわが国の京都で開

催された国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）第３回締約国会議

（Conference of the Parties、以下「ＣＯＰ」という。）において採択さ

れた「京都議定書（Kyoto Protocol）」を考察している。そこでは、附

属書Ⅰ締約国の排出削減目標を達成するための補足的な仕組みとして導

入されている市場原理を活用する京都メカニズムに注目している。特に、

京 都 議 定 書 で 規 定 さ れ て い る ク リ ー ン 開 発 メ カ ニ ズ ム（Clean 

Development Mechanism、以下「ＣＤＭ」という。）を取り上げ、ＣＤ

Ｍ対象プロジェクトにＣＣＳが適格性を付与されるに至った背景や議論

を考察している。地球的規模での温暖化対策を検討する場合、中国やイ

ンドのような経済成長の著しい新興国や発展途上国に対して、わが国を

はじめＣＣＳ技術の先進的な研究成果の移転が重要な役割を演じるもの

と思われる。それゆえに、2011年11月から12月に南アフリカのダーバン

で開催されるＣＯＰ17において、ＣＣＳのＣＤＭ化が正式に決定される

かに世界中が注目を寄せている。

Ⅱ．ＩＥＡによるＣＣＳへの取り組み

１．ＩＥＡによるＧ８への係わり合い

　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、経済産業省資源エネルギー庁が公

表した『エネルギー白書2010』6によると、1974（昭和49）年11月、第

一次オイルショックを契機として、アメリカの提唱により石油消費国間

の協力組織として設立されたという。現在では、エネルギー安全保障、

環境保全、経済成長という「３Ｅ」の同時達成という観点から、①低炭
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素技術の開発促進・省エネ、低炭素技術の開発・普及のための政策提言、

低炭素技術Ｒ＆Ｄのための技術協力、②国際石油市場、世界エネルギー

需給、エネルギー技術等の見通しの策定、公表、③中国、インド、ロシ

アを含む新興途上国、産油国等との協力の構築、④国別エネルギー政策

の審査、勧告の実施など幅広い活動を展開している。ＩＥＡの現在の加

盟国は28カ国であり、わが国より田中伸男氏（前ＯＥＣＤ科学技術局長）

が、2007（平成19）年９月からＩＥＡ創設以来アジアで初めてとなる事

務局長に就任しており、中国やインドなどのアジア諸国とＩＥＡとの連

携を重視した戦略が打ち出されている。

　このような状況のもとで、近年、ＩＥＡは、先進国首脳会議（Ｇ８）

に対する支援を通じて係わり合いを深めつつある。両者の密接な関係は、

2005年7月にイギリスで開催されたＧ８グレンイーグルズサミットにお

いて採択された「グレンイーグルズ行動計画（Gleneagles Plan of 

Action）」7を契機としている。Ｇ８は、「グレンイーグルズ行動計画」

の公表に照応して、ＩＥＡに対して、各国共通のエネルギー効率指標お

よび世界的なエネルギー効率向上のための代替政策シナリオの策定、省

エネルギー政策への提言等についての作業を初めて要請している。

　ＩＥＡは、この要請を受けて、「グレンイーグルズ行動計画」に関連

する調査研究作業を開始し、３年後の2008年７月にわが国で開催された

Ｇ８北海道洞爺湖サミットにおいてその最終報告が行われた。当時のＧ

８首脳は、この最終報告を高く評価し、ＩＥＡとの協力を継続すること

などが首脳宣言に盛り込まれることとなった。また、Ｇ８北海道洞爺湖

サミットでは、議長国であったわが国のイニシアティブのもとで、ＩＥ

Ａに対して、部門別エネルギー効率指標の策定・活用に向けた作業など、

既存の作業を一層推進するとともに、革新的エネルギー技術に関するロ

ードマップ等についての新たな作業が要請されている。ＩＥＡでは、現

在、これらをＧ８北海道洞爺湖サミットのフォローアッププロジェクト

と位置づけ、作業が進められている。
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　その後、ＩＥＡは、2009年10月13日に「（ＣＣＳに関する）技術ロー

ドマップ（Technology Roadmaps：Carbon capture and storage）」を

公表している。そのなかで、ＩＥＡ事務局長の田中伸男氏は、ＣＣＳに

関するロードマップが、今日のようなわずかな数の大規模プロジェクト

から2050年までに3,000以上の大規模プロジェクトに至るような技術開

発に関する詳細なシナリオを初めて明記していること、次なる10年間が

ＣＣＳの大規模プロジェクトに向けて「発展するか中断するか（make 

or break）」という重要な期間であることから、政府、産業および社会

的利害関係者（public stakeholder）が、世界中でさまざまな形態で進

められているＣＣＳの実証事業に迅速に対処しなければならないこと、

ロードマップには利害関係者がそのビジョンを達成するためにしなけれ

ばならない行動が示されていることを指摘している8。また、このロー

ドマップがＣＣＳの重要性に関する国際的な議論に向けた追加的な焦点

や緊急性を与えるだけでなく、ＣＣＳが世界的規模で現実化していくよ

うな道筋を示していることも指摘している9。

２．ＩＥＡによる技術ロードマップの公表

　ＩＥＡは、前述のように、2009年10月13日に「（ＣＣＳに関する）技

術ロードマップ」を公表している。ここでは、まず、その技術ロードマ

ップにおいて参照している、ＩＥＡが2008年に公表した『エネルギー技

術展望（Energy Technology Perspectives：ＥＴＰ）2008』からみてみ

よう。

　上記のＥＴＰ2008では、エネルギー部門における CO2排出量が2050年

までに2005年比で130％以上増加することを予測しており、エネルギー

効率の促進、再生可能エネルギー、原子力および化石燃料発電の低炭素

化という問題解決に向けたエネルギー技術革新が必要であることを指摘

すると同時に、ＣＣＳが燃料輸送、産業および発電に際して大規模な化

石燃料の消費から生じる温室効果ガスの排出量を緩和する唯一の技術で
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あることも指摘している10。さらに、ＥＴＰの「BLUE Map シナリオ」

では、ＣＣＳが、最もコスト効果的な手段（manner）を用いて温室効

果ガス濃度の安定化を達成するために必要な排出削減量の５分の１の貢

献をすることが示されている11。なお、BLUE Map シナリオとは、2050

年までに温室効果ガスの排出量を50％削減するためのシナリオと戦略を

示している。図表１を参照12。

図表１　BLUE Map シナリオにみる各技術の削減貢献度

　　　（出所）IEA(2009),“Technology Roadmaps：Carbon capture and

　 　　　　　storage”,p.6を、一部修正して作成している。

　図表１をみると、現状維持のベースラインシナリオでは2050年の排出

量が620億トンであるのに対して、BLUE Map シナリオでは排出量が

140億トンになると予測している。そして、双方のシナリオから生じる

必要な削減量480億トンの割合については、ＣＣＳによる貢献が19％

（91.2億トン）、再生可能エネルギーを代表とするクリーンエネルギー等
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による貢献が45％（216億トン）、省エネルギーによる貢献が36％（172.8

億トン）となっている。

　BLUE Map シナリオでは、ＣＣＳ技術がもし利用することができな

いならば、2050年までに CO2の排出量の50％削減を達成するためのコス

トの合計額が70％増加することを示している。それゆえ、ＣＣＳは、持

続可能な地球的規模での排出量削減を達成するために必要とされる技術

の重要な選択肢の一つと位置づけられていることが指摘されている13。

　ＣＣＳの実用化に向けたプロジェクトの発展に際して、BLUE Map

シナリオのもとでは、2050年までに世界的規模で3,400以上のプロジェ

クトが必要とされており、このうち、約半分に相当するプロジェクトが

発電部門によって必要とされている。また、次なる10年間以内（2010年

～ 2020年）に、今日のＣＣＳの発展のレベルから飛躍するためには約

100のプロジェクトが必要であり、このうち、発電部門38％、産業部門

35％、上流部門27％の割合が見込まれている。なお、この BLUE Map

シナリオでは、2020年までに100のプロジェクト、2030年までに850のプ

ロジェクト、2040年までに2,100のプロジェクトを見込んでいる14。

　ところで、ＣＣＳに関する技術ロードマップでは、「追加的な勧告

（additional recommendation）」も示している。そこでは、政府、産業

および社会的利害関係者がロードマップのビジョンを達成するための追

加的な挑戦、たとえば、ＣＣＳ実証事業のための短期的な資金調達

（financing）と、ＣＣＳ実用化のための長期的な動機づけなどに取り組

む必要性を示している。このうち、資金調達について、ロードマップで

は、次の３つのものを勧告している。すなわち、①ＯＥＣＤ諸国は、Ｃ

ＣＳ実証事業に対して、2010年から2020年まで、年平均投資額35億 US

ドルから40億 US ドルの基金（funding）を増額すること、②ＯＥＣＤ

諸国は、ＣＣＳの実証事業の段階を越えて実用化への発展を加速するた

めのインセンティブを確立すること、③ＯＥＣＤ諸国は、新しい財務戦

略の確立を通じて、非ＯＥＣＤ地域において、ＣＣＳのために、2010年



（35）

苫小牧駒澤大学紀要　第24号　2011年12月

から2020年まで年平均投資額15億 US ドルから25億 US ドルを提供する

ことが勧告されている。なお、この新しい財務戦略の確立に向けて、Ｃ

ＣＳをクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）あるいは類似のメカニズムと

して承認することが示唆されている15。

　BLUE Map シナリオでは、次なる10年間において化石燃料をベース

とした非ＯＥＣＤ諸国でのＣＣＳが急速に増大することを予測している

ため、ＯＥＣＤ諸国は、これらの地域にＣＣＳの実証事業と技術移転を

促進する作業を一緒に行う方法を考察する必要性を示している16。その

うえで、発展途上国には炭素金融（carbon financing）を通じてＣＣＳ

を誘引するニーズがあること、京都議定書に規定されているＣＤＭが現

状では発展途上諸国での CO2削減に資金提供される唯一のメカニズムに

なっていることが示されているものの、ＣＣＳが現時点ではＣＤＭ対象

プロジェクトとして承認されていないことが示されている17。

　以上のように、発展途上国が次なる10年間においてＣＣＳの導入に積

極的になるためには、ＣＣＳ技術そのものが発展途上国に迅速に広まる

必要があること、この発展のためには、発展途上国でＣＣＳ実証事業を

行うために国際的な共同作業を拡充すること、2010年から2020年までに

年平均で15 ～ 25億 US ドルの資金が必要であること、資金を引き込む

ためには、ＣＣＳがＣＤＭあるいは代替的な金融メカニズムとして承認

されることが必要であるとしている。ＣＣＳのＣＤＭ化に向けた議論が

生起する背景がここにある。

Ⅲ．ＣＣＳのＣＤＭ化に向けた議論

１．京都議定書の概要

　周知のように、地球温暖化問題は、1980年代後半から世界各国におい

て急速な関心を集める国際的な議論の対象となっている。1988（昭和
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63）年には「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」が設立され、

1994（平成6）年には「国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）」が発効

されている。その後の1997年12月には、わが国の京都において、国連気

候変動枠組条約のもとでの第３回締約国会議（ＣＯＰ３）が開催され、

「京都議定書（Kyoto Protocol）」が採択されたものの、その発効は2005

年まで待たなければならなかった。

　ＣＯＰ３で採択された京都議定書では、その第３条において、数値目

標が取り上げられており、その第３条１項では、数値目標と達成期限が

次のように規定されている。すなわち、条約の附属国・締約国は、2008

年から2012年までに（第１期の約束期間）、その総排出量を1990年から

少なくとも５％削減するため、個別にまたは共同して、附属書Ａ（別表

１）に掲げられた温室効果ガスの二酸化炭素換算排出量の合計が、附属

書Ｂ（別表２）に記載された割当量を超過してはならない、と規定され

ている18。また、同９項においては、約束期間の割当量の改正は附属書

Ｂの改正によって行うこと、そして、この改正の検討は、約束期間の最

終年の７年前までに開始する、と規定されている。さらに、同12項にお

いては、京都議定書の第12条に規定されているクリーン開発メカニズム

（ＣＤＭ）によって、他の締約国から獲得した承認された排出削減量は、

当該締約国の割当量に加えなければならない、と規定されている。

　京都議定書の第12条では、途上国との共同実施に関する規定としてＣ

ＤＭが取り上げられている。同２項では、ＣＤＭの目的として、非附属

書Ⅰ締約国の持続的な開発、条約の究極の目的の達成、附属書Ⅰ締約国

の削減目標の達成への支援であることが規定され、同３項では、締約国

会合で認証された事業のもとで、非附属書Ⅰ締約国はＣＤＭによって利

益を受け、附属書Ⅰ締約国はＣＤＭによって第３条で規定された約束の

履行に利用できることが規定されている。

　なお、締約国会議（ＣＯＰ）と締約国会合（ＭＯＰ）の関係について、

ＣＯＰとは国連気候変動枠組条約の締約国の会議をいい、ＭＯＰとは京
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都議定書の締約国の会議をいうが、実際的には、双方とも同時に開催さ

れていることから、一般に、ＣＯＰ／ＭＯＰと表記されている。

　現在では、上記に示した京都議定書の第３条９項の規定に従って、

2005年11月にカナダのモントリオールにおいて、京都議定書第１回締約

国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ１）が開催され、「ポスト京都議定書」を想定

した規定改正の検討作業が開始されている。

２．ＣＤＭを活用したＣＣＳ技術の普及可能性

　わが国は、京都議定書で規定された第１約束期間（2008年～ 2012年）

にもとづいて、温室効果ガスの中心をなす二酸化炭素（CO2）の排出量を、

1990年比で６％削減するという国際公約を締結している。

　わが国においては、CO2の大気中への放出量を削減するための取り組

みとして、再生可能エネルギーの利用促進、省エネルギーの推進、炭素

依存度の小さいエネルギー資源への燃料転換などの対策が実施されてい

る。さらに、現在では、二酸化炭素の回収と貯留（ＣＣＳ）技術を用い

て、火力発電所や大規模な工場施設から排出される CO2を分離・回収し

て地表1,000ｍより深い地層に貯留することで、CO2の排出削減量を緩和

させる技術研究が進展している。日本政府においては、2020年までにＣ

ＣＳの実用化を目指すという基本方針を閣議決定している。

　しかしながら、ＣＣＳ技術の導入に際しては、現状での CO2の分離・

回収・貯留などから発生するコストがかなり高く、さらなるエネルギー

の消費をともなうことから、コスト対効果の観点も含めて慎重な意見が

ある。また、ＣＣＳ技術の環境面や安全面に対する社会的な受容性（Ｐ

Ａ）の確保という観点からも多くの課題が残されている。

　とはいえ、前述したＩＥＡの調査研究では、地球温暖化を防止するた

めには、2050年までに世界中でＣＣＳプロジェクトが3,000以上必要で

あることが指摘されている。とりわけ、中国、インド、アメリカなどの

経済大国において石炭への依存度が高いこと、世界の CO2の排出量の約



（38）

川島 和浩　ＣＣＳのＣＤＭ化に関する考察

３割が石炭火力発電所を起源としていることを考えると、それらの諸国

でＣＣＳが導入されれば、世界的規模で、地球温暖化を防止する手段と

してのＣＣＳ技術の貢献が注目されるであろう。京都議定書で規定され

ているＣＤＭ対象のプロジェクトにＣＣＳが適格性をもつことによっ

て、発展途上国において、地球温暖化を防止する一つの対策技術として

のＣＣＳ技術の普及や移転が進展するものと考えている。

　

３．京都メカニズムにみるＣＤＭの特徴

　京都議定書の第12条に規定されているクリーン開発メカニズム（ＣＤ

Ｍ）は、非附属書Ⅰ締約国が持続的な発展をすること、地球温暖化を防

止するという条約の究極の目的が達成されることを前提として設計され

ている。この場合、附属書Ⅰ締約国とされる先進国が締約国会合で認証

された事業を非附属書Ⅰ締約国とされる発展途上国で実施する際に、発

展途上国がその事業を通じて利益を受け、かつ、先進国が京都議定書の

第３条で規定されている約束の履行にこのＣＤＭ事業の成果を利用でき

るという制度である。すなわち、先進国は、発展途上国との共同実施と

いう形式で、ＣＤＭを通じて獲得した承認された排出削減量を、自国の

割当量に加えることができるという制度である。

　このように、海外における排出削減量や各国ごとの初期割当量を、自

国の排出削減量として利用できる仕組みのことを「京都メカニズム」と

いい、ＣＤＭを含めて以下の３つの制度が規定されている。すなわち、

①共同実施（Joint Implementation：ＪＩ）、②クリーン開発メカニズ

ム（Clean Development Mechanism：ＣＤＭ）、③（国際）排出量取引

（Emissions Trading：ＥＴ）である。

　ＪＩとＣＤＭは、海外で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、

得られた排出削減量を自国の目標達成に用いることができる制度であ

る。この場合、プロジェクトを、京都議定書の削減義務を負う附属書Ⅰ

締約国（先進国）で実施するものがＪＩ、削減義務のない非附属書Ⅰ締
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約国（発展途上国）で実施するものがＣＤＭである。ＥＴは、ＪＩやＣ

ＤＭの排出削減量や附属書Ⅰ締約国の初期割当量などを売買する仕組み

である。このように、京都メカニズムを通じて取引される排出削減量や

初期割当量は「京都クレジット」と呼ばれている。図表２を参照。

図表２　京都メカニズムの概要

　　　（出所）岸本吉生（2005）「京都メカニズムの活用に向けた政府の取り組み」

　　　　　　『季刊会計基準』No.8、71ページ。

　前述のように、ＣＣＳは、市場ベースではコスト対効果の観点から普

及が見込めない技術であるといわれている。しかしながら、ＣＣＳ技術

は、ＣＤＭ対象プロジェクトとして認められるための「追加性」という

要件、すなわち、ＣＤＭがなければ実施されなかったプロジェクトであ

ると認められる要件を満たしているのではないだろうか19。京都議定書

における議論の経過を概観してみよう。

４．ＣＣＳのＣＤＭ化に関する議論の背景

　経済産業省は、2008（平成20）年12月24日に「二酸化炭素回収・貯留

（ＣＣＳ）検討会」に設置した「ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ」

の第３回会合を開催している。そこでは、同年12月にポーランドのポズ

ナニで開催された国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）第14回締約国
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会議（ＣＯＰ14）、京都議定書第４回締約国会合（Conference of the 

Parties serving as the Meeting of the Parties：ＣＯＰ／ＣＭＰ４）20に

おいて提案されたＣＣＳのＣＤＭ化に関する議論の状況が報告されてい

る21。

　この報告では、まず、ＣＯＰ／ＣＭＰ４において決定されたＣＤＭに

関する文書が紹介されている。そこでは、（ＣＤＭ）理事会に対して、

ＣＣＳをＣＤＭプロジェクトに含む場合の影響について、技術的、方法

論的および法的な事項について考慮したうえで評価を行うこと、また、

（次回の）ＣＯＰ／ＣＭＰ５でそれを報告することを要請することが示

されている。すなわち、ＣＣＳプロジェクトをＣＤＭの対象プロジェク

トにするかどうかは継続審議とされたのである。以下はその原文である。

41.    Requests the Executive Board to assess the implications of 

the possible inclusion of carbon dioxide capture and storage in 

geological formations as clean development mechanism project 

activities, taking into account technical, methodological and legal 

issues, and report back to the Conference of the Parties serving 

as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its fifth 

session;

　ところで、上記のＣＣＳのＣＤＭ化に関する議論の発端は、気候変動

に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が2005年9月に『ＣＣＳに関するＩ

ＰＣＣ特別報告書』を公表する状況に対応して、2005年5月にドイツの

ボンで開催された第22回補助機関会合（ＳＢ22）において、カナダが

2006年11月に開催予定のＣＯＰ／ＭＯＰ２の前にＣＣＳに関する議論を

始めるべきであるという提案に由来している。これを受けて、2005年11

月にカナダのモントリオールで開催されたＣＯＰ／ＭＯＰ１において

は、ＣＣＳのＣＤＭとしての適格性の検討を開始することが決定されて
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いる。また、科学的および技術的な助言に関する補助機関（Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice：ＳＢＳＴＡ）の会合で

の検討作業や各国政府意見にもとづいて、次回のＣＯＰ／ＭＯＰ２にお

いて、ＣＤＭ理事会にガイダンスを与えることが決定されている22。図

表３を参照。

図表３　ＣＣＳのＣＤＭ化に関する方法論の審議状況とその論点

　　（出所）熊谷司・日揮株式会社（2008）「ＣＣＳ関連技術について」を

　　　　　一部修正している。

５．ＣＣＳのＣＤＭ化への適格性の付与

　2006年11月にケニアのナイロビで開催されたＣＯＰ／ＭＯＰ２では、

ＣＣＳのＣＤＭ化に関して解決すべき課題を整理することと、各国政府、

ＮＧＯなどからの意見書の提出を要請しながら、２年後の2008年12月に

開催予定のＣＯＰ／ＭＯＰ４でのガイダンスの採択に向けた手続きを行

うことが決定されている。しかしながら、その後のＳＢＳＴＡ会合では、
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議論が賛成派と反対派で非常に強く分かれたまま平行線となり、事務的

な検討を２年間にわたって行うことができずに、結果として「結論なし」
23に至っている。この議論の過程でＣＣＳのＣＤＭ化を推進する諸国は、

ＥＵ、ノルウェー、オーストラリア、中東産油国であり、それに反対す

る諸国は、ブラジル、グレナダ、ベネズエラ、インドであったという
24。

　このように、ＣＯＰ／ＣＭＰ４において、ＣＣＳのＣＤＭ化の議論は

進展できないもののように思われていたにもかかわらず、政治的交渉の

過程において、ＣＣＳのＣＤＭ化に強く反対していたブラジルによる「植

林・再植林のＣＤＭ化」に関する提案に、ＣＣＳのＣＤＭ化に関する提

案を併記する形式が採用（パッケージ化）されたとによって、双方とも

に妥協として次回のＣＯＰ／ＣＭＰ５に先送りされている。

　その後、2010年11月～ 12月にメキシコのカンクンで開催されたＣＯ

Ｐ／ＣＭＰ６では、科学的および技術的な助言に関する補助機関（ＳＢ

ＳＴＡ）の第33回会合において、ＣＣＳのＣＤＭ化に関する議論につい

ての決定文書がようやく採択されることとなった。この決定を受けて、

ＳＢＳＴＡの第35回会合に対して、（次回の）ＣＯＰ／ＣＭＰ７で決定

を勧告するために、ＣＣＳをＣＤＭ対象のプロジェクトに含めるための

実施手順を策定するよう要請している。以下はその原文である25。

24.    Requests the Subsidiary Body for Scientif ic and 

Technological Advice, at its thirty-fifth session, to elaborate 

modalities and procedures for the inclusion of carbon dioxide 

capture and storage in geological formations as project activities 

under the clean development mechanism, with a view to 

recommending a decision to the Conference of the Parties serving 

as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its seventh 

session;
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　ただし、ＳＢＳＴＡの第33回会合においては、これまで懸案事項とさ

れていた問題について、「解決できるまではＣＣＳのＣＤＭ化は認めな

い」というものと、「解決できる場合にはＣＣＳのＣＤＭ化を認める」

という内容が併記されていた。そのため、ＣＯＰ／ＣＭＰ６では、懸案

問題を「解決できる場合にはＣＣＳのＣＤＭ化を認める」という内容を

選択し、ＣＣＳのＣＤＭ化の適格性を承認して決定文書としている26。

　とはいえ、この文書は暫定的に決定されたものであり、次回の2011年

11月から12月に南アフリカのダーバンで開催されるＣＯＰ／ＣＭＰ７に

おいて、正式に文書が決定されるかどうか留意する必要がある。

Ⅳ．苫小牧沖でのＣＣＳ実証試験調査を巡る動向

１．苫小牧ＣＣＳ促進協議会の活動状況

　2011（平成23）年６月10日、苫小牧ＣＣＳ促進協議会の2011年度第１

回総会が苫小牧経済センタービルにおいて開催された。そこでは、まず、

2010年度事業内容としての要望活動事業、広報・周知活動事業、調査・

研究活動事業および総会・理事会の開催状況等の報告が行われた。また、

2011年度の事業計画案と収支予算案、同協議会の規約改正等についての

審議が行われた。

　上記の報告事項として、要望活動事業では、同協議会の会長（岩倉博

文苫小牧市長）と副会長（藤田博章苫小牧商工会議所会頭）が、ＣＣＳ

実証試験の苫小牧地域への早期誘致に係る要望を、2010年5月に北海道

庁や北海道経済産業局等に、また、同年7月に経済産業省等に実施した

ことが報告された。

　広報・周知活動事業では、苫小牧市民等に対する広報の実施として、

「広報とまこまい」（2010年10月号）のなかで、クローズアップ記事「Ｃ
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ＣＳ実証試験の誘致を進めています！」を掲載したこと、苫小牧市のホ

ームページにおいて、2010年7月より、ＣＣＳに関する情報開示として、

ＣＣＳの概要、苫小牧地域の調査、苫小牧ＣＣＳ促進協議会についてを

掲載したこと、同協議会の機関紙「苫小牧ＣＣＳ促進協議会通信」（2011

年3月24日創刊号）の発行を通じて、ＣＣＳの理解を深めてもらうこと

と同協議会の活動内容を紹介していることが報告された。

　調査・研究活動事業では、まず、ＣＣＳ実証試験実施に向けた実地調

査等に関する調査・研究として、日本ＣＣＳ調査株式会社の協力のもと

で、2010年8月25日に、苫小牧港西港約２㎞の沖合において、苫小牧沖

追加三次元弾性波探査作業現場の見学会を実施したこと、同年12月16日

にも、苫小牧市汐見町地先西港土砂処分場内に建設された苫小牧ＣＣＳ

調査井掘削作業現場の見学会を実施したことが報告された。また、ＣＣ

Ｓ事業の紹介が、苫小牧商工会議所地域振興委員会、苫小牧商工会議所

製造業部会、苫小牧東部地域企業誘致推進協議会、苫小牧臨海企業懇話

会、苫東推進担当者会議幹事会、苫小牧地区協同組合等連絡協議会にお

いて実施されたことが報告された。

　なお、同協議会の総会については、2010年4月20日に第１回総会（設

立総会）が開催され、同協議会の規約、会長の選任、役員（副会長、監

事、理事）の選任、設立の趣旨と活動骨子が審議されたこと、また、同

年6月17日に第２回総会が開催され、2010年度の事業計画案と収支予算

案が審議されたことが報告された。

２．苫小牧ＣＣＳ促進協議会の2011年度事業計画

　苫小牧ＣＣＳ促進協議会では、2011（平成23）年６月10日に第１回総

会を開催して、今年度の事業計画案を審議している。そこでは、ＣＣＳ

実証事業に関する現状分析を、以下のように示している。

　「経済産業省は二酸化炭素削減技術実証試験事業の平成23年度研究開

発目標として、これまでの地質調査等を踏まえて、実証試験の実施地点
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を選定し、環境影響評価などの事前調査を実施するとともに実証設備の

設計、建設を開始することとしている。また、本年3月に発生した東日

本大震災により、原子力発電重視政策が転換される中、火力発電の電力

供給増加が想定され、地球温暖化対策としてのＣＣＳの役割がますます

重要となっていると思われる。

　今年度は、苫小牧地域が実施地点となるかどうかの重要な時期となる

ことから、ＣＣＳの安全性を適切に伝え、社会的な信頼を醸成すること

が不可欠であり、そのためにはＣＣＳの意義、技術、安全性などを広く

周知し、理解を深めることが重要となる。」27と。

　このような現状の把握のもとで、同協議会は、経済産業省において、

わが国で最初となるＣＣＳの大規模実証試験の候補地として列挙されて

いる、①北海道苫小牧沖、②茨城県いわき沖、③福岡県北九州沖、とい

う３つの地点のなかから、苫小牧地点が選定されるように、誘致活動を

展開することを確認している。具体的には、昨年に引き続き関係省庁機

関に対する要望活動を実施すること、ＣＣＳに関する社会的受容性

（public acceptance：ＰＡ）を高めるために、苫小牧市民や地域住民に

対して、ＣＣＳの意義や技術、環境面や安全面などの情報を公開して、

広報・周知活動に取り組むことが確認された。さらには、ＣＣＳ実証試

験誘致に向けた調査・研究活動を実施することが確認された。

　以上のことから、同協議会での事業計画のなかには、①要望活動事業、

②広報活動事業、③周知活動事業、④調査・研究活動事業が盛り込まれ

ている。とりわけ、③の周知活動については、日本ＣＣＳ調査株式会社

が実施する事業への協力および共催が明示され、2011年度中において、

市内数ヵ所でのＣＣＳのパネル展示と、苫小牧における一般市民を対象

とした初めての大規模なＣＣＳフォーラムの開催等が予定されている。

また、④の調査・研究活動事業の一環として、同協議会の第１回総会の

のちに、ＣＣＳ実証試験実施に向けた調査事業の現地見学会が実施され

ている。
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３．苫小牧ＣＣＳ調査井の追加掘削作業現場の見学会

　苫小牧におけるＣＣＳ調査井掘削については、日本ＣＣＳ調査株式会

社が昨年の2010年11月から2011年３月にわたって垂直深度3,050ｍによ

る地質調査を実施している。日本ＣＣＳ調査株式会社は、この調査結果

によって、苫小牧地区で有力候補としていた貯留層（火山岩類）とそれ

を覆う遮蔽層（泥質岩）の広がりと性状が明らかになったこと、深度

1,100ｍ付近の砂礫岩層が貯留層として非常に良好であることが判明し

たことを苫小牧ＣＣＳ促進協議会に連絡している。日本ＣＣＳ調査株式

会社によると、苫小牧沖地区は、周辺の長年にわたる石油・天然ガス開

発の探査作業を通じて、地下の地質構造形態が把握されており、ＣＣＳ

実証試験の有力候補地として、二酸化炭素を貯留できる可能性がある複

数の地層（深度約1,100ｍ～3,000ｍ付近）の存在が確認されていたという。

　以上のことから、日本ＣＣＳ調査株式会社は、2011年度の調査作業と

して、深度1,100ｍ付近の貯留層（砂礫岩層）とそれを覆う遮蔽層（泥

質岩層）のコア試料の採取を目的とした調査井「ＣＣＳ－２」の追加掘

削を行い、その分析を通じて貯留層と遮蔽層を詳細に評価するための地

質データを取得することとなった。

　ＣＣＳ調査井の追加掘削の場所は、苫小牧市汐見町地先の苫小牧市西

港区土砂処分場内の前回実施した調査井「ＣＣＳ－１」と同一敷地内で

ある。図表４を参照。掘削深度は1,200ｍ（垂直井）とし、2011年４月

から７月までを掘削時期としている。
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図表４　苫小牧沖地区でのＣＣＳ調査井掘削現場

（出所）日本ＣＣＳ調査株式会社から提供された資料（2011年4月）より作成。

　苫小牧ＣＣＳ促進協議会は、2011年6月10日に開催された今年度第１

回目の総会ののち、今年度初めてとなる苫小牧ＣＣＳ調査井の掘削作業

現場の見学会を、日本ＣＣＳ調査株式会社による状況説明のもとで実施

した。

　苫小牧ＣＣＳ調査井の追加掘削作業現場には、筆者も同協議会の個人

会員として参加した。見学会は、当日の午後４時ごろから開始されたも

のの霧の発生のために薄暗い感じであった。調査井「ＣＣＳ－２」では、

すでに1,200ｍ付近まで掘削が行われ、コア試料の採取が行われていた。

図表５を参照。日本ＣＣＳ調査株式会社の説明によると、この調査井に

は、900ｍ付近に遮蔽層（泥岩）があり、900ｍ～ 1,200ｍに貯留層とな

る砂岩や礫岩があるという。この砂岩については、浸透率30％で二酸化

炭素の貯留に非常に適しているとのことであった。なお、地震発生時の

貯留層への影響については、通常、地下の地質構造では地震の影響がほ

とんどないことから安全性は高いという説明であった。ただし、活断層
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があるような場所は例外であるが、そのような場所は事前の地質調査で

判明しているので、貯留候補地にはならないとのことであった。

図表５　苫小牧地区でのＣＣＳ調査井とコア試料

（出所）筆者撮影（2011年6月10日）。

Ⅴ．おわりに

　2011（平成23）年11月から12月に、国連気候変動枠組条約第17回締約

国会議（ＣＯＰ17）が南アフリカのダーバンで開催される。2012年に達

成期限を迎える京都議定書（2008年～ 2012年の第１約束期間）のその後、

すなわち、2013年1月1日以降の削減約束が存在しない「白紙」の状態の

もとで地球温暖化対策の枠組みをどうするのか、また、議定書に第２約

束期間を設計するのかしないのかに世界各国が注目を寄せている。発展

途上国は先進国だけに課している温室効果ガスの排出削減目標を規定し

た京都議定書の延長を要求しており、他方、先進国は発展途上国の温室

効果ガスの削減対策も含む新しい議定書の制定を目指している。2010年

12月にメキシコのカンクンで開催されたＣＯＰ16では、「ポスト京都」
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をどうするかが最大の焦点であったものの、次回のＣＯＰ17に結論が先

送りされている28。

　とはいえ、ＣＯＰ16で採択された「カンクン合意」では、発展途上国

の支援として「グリーン気候基金」を設立することや、発展途上国にも

2020年の排出量が温暖化対策を採らない場合よりも減少するように求め

ており、対立点の解消に向けた歩み寄りの基礎が築かれたと評価してい

る。

　わが国においては、発展途上国に対する温暖化対策の資金協力はもち

ろんのこと、「カンクン合意」によってＣＣＳがＣＤＭ対象プロジェク

トとしての適格性を付与されたことから、発展途上国でのＣＣＳ技術の

普及や移転が進展するものと理解している。ＣＣＳの実用化に向けたプ

ロジェクトの進展に際して、ＩＥＡの BLUE Map シナリオでは、2020

年までには100のプロジェクトを、そして、2050年までには世界的規模

で3,400以上のプロジェクトが必要であることを指摘している。

　わが国では、現在、ＣＣＳの大規模実証試験を実施する候補地の選定

作業が進められている。日本ＣＣＳ調査株式会社は、経済産業省の委託

事業を受けて国内候補地の３ヶ所における地質調査とその分析評価を実

施している。とりわけ、筆者が係わり合いを持っている北海道苫小牧沖

については、2010年11月から2011年3月にわたって実施した垂直深度

3,050ｍ付近の貯留層の地質調査に加えて、2011年4月から7月にわたっ

て実施した深度1,100ｍ付近の貯留層の地質調査も終了している。この

ことから、苫小牧沖は、他の候補地と比較して優位な立場にあるといえ

る。

　わが国においては、2020年までにＣＣＳの実用化を目指すという課題

が横たわっている。ＣＣＳ技術については、当初、その経済的な負担が

重いことから実施可能性が低いとみなされてきた。しかし、最近では、

地球温暖化対策として、再生可能エネルギー、省エネルギー、燃料転換

などの対策技術とともに、ＣＣＳ技術の貢献に期待が高まっている。京
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都議定書に規定されているＣＤＭ対象プロジェクトにＣＣＳが適格性を

付与されたことも今後の進展を加速化させる要因となるであろう。今後

のＣＣＳ技術を巡る国際的な動向に注目していきたい。
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なっている。

13  IEA(2009),op.cit.,p.5.
14  Ibit.,pp.16-17.
15  Ibit.,p.34.
16  Ibit.,p.35.
17  Ibit.,p.35. 
18  日本の排出削減量は、附属書Ｂ（排出量又は削減の約束）において、マイナス６％と明

記されている。
19  住・島田編著（2009）『温室効果ガス貯留・固定と社会システム』コロナ社の214 ～ 216

ページにおいて、ＣＣＳに関する気候変動枠組条約のもとでの議論が詳述されている。
20  2005年に京都議定書が発効してから初めて開催された会合を「ＣＯＰ／ＭＯＰ」と表記
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していたが、2008年以降、「ＣＯＰ／ＣＭＰ」に表記が変更されている。なお、1997年に
採択された京都議定書３条９項には、この改正の検討が約束期間の最終年の７年前まで
に開始しなければならないことが明記されている。

21  経済産業省（2008）「ＣＣＳのＣＤＭ化について（ＣＯＰ14の結果より）」、二酸化炭素
回収・貯留（ＣＣＳ）研究会／ＣＣＳ実施に係る安全基準検討ＷＧ第３回会合の配付資
料４（2008年12月24日）と、後日公開された議事録を参照している。http://www.meti.
go.jp/committee/materials2/data/g81224bj.html と、http://www.meti.go.jp/committee/
summary/0004542/gijiroku03.html を参照されたい。

22  熊谷司・日揮株式会社（2008）「ＣＣＳ関連技術について」、二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）
検討会／長期的な安全性確保検討ＷＧ第２回会合の配付資料１（2008年11月25日）と、
後日公開された議事録を参照している。http://www.meti.go.jp/committee/materials2/
data/g81125dj.html と、http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004551/
gijiroku02.html を参照されたい。

23  ＳＢＳＴＡの議論においては、①ＣＣＳのＣＤＭ化を支持する、②ＣＣＳのＣＤＭ化を
支持するというのをパイロットフェーズという形で実施する、③ＣＣＳのＣＤＭ化は反
対（エリジビリティーがない）という３つの決定案の併記のままに、最終的に「結論なし」
に至っている。

24  ブラジル、インド、小島嶼国連合（ＡＯＳＩＳ）がＣＣＳをＣＤＭとして認めることに
反対していた理由として、ＣＤＭ事業は再生可能エネルギーや省エネルギーのプロジェ
クトを優先すべきであること、大量のクレジットが出てくることによる市場へのインパ
クト、ＣＣＳの技術としての安全性や信頼性について十分に試行されていないことが挙
げられている。http://www.wwf.or.jp/activities/2009/01/714122.html を参照されたい。

25  http://pear.blog.so-net.ne.jp/2010-12-06を参照されたい。
26  ＣＣＳのＣＤＭ化の適格性に関する議論は、http://gec.jp/main.nsf/jp/Activities-

CDM_and_JI-COP16_cdmji を参照されたい。
27  平成23年度苫小牧ＣＣＳ促進協議会第１回総会の資料４「平成23年度事業計画（案）」
（2011年6月10日）。

28  2011年9月20日付「日本経済新聞」では、「ポスト京都」をめぐる途上国と先進国との対
立の論点が示されている。
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戦前における尖閣諸島の法的地位

An Exploration of the Legal standing of ad the Sovereign Power 
over the Senkaku Islands prior to World War Ⅱ

永石　啓高
NAGAISHI Hirotaka

　　　　　　キーワード：尖閣諸島、領土画定、領有権
　　　　　　　　　　　　先占、実効的占有

要旨
　1971年12月30日の中国外交部声明以来、尖閣諸島は日中両国が領有権を主張す
る紛争地域となっている。中国は古来からの歴史的領土であると主張し、一方日
本は、明治期に先占により編入したわが国の領土であり、尖閣諸島をめぐって領
土問題は存在しないという立場をとっている。同諸島の領有権問題に関しては、
2010年9月に発生した中国漁船衝突事件以来、政治的緊張が高まり、政治的に見れ
ば、場合によっては、台湾海峡問題とならんで、極東・アジア太平洋地域の安定
を脅かす重大な不安定要素ともなりかねない様相を呈してきているように見受け
られる。こうした政治的緊張のエスカレーションを回避し、同地域における安定
性を確保するためには、この日中間の政治的な紛争を法的な観点から捉えなおす
ことが求められよう。そうした観点から、日・中どちらの主張が正当性を有する
のか、戦前における尖閣諸島の法的地位に関し若干の考察を試みる。
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はじめに

１．明治政府が直面した領土画定問題

２．領土編入以前の尖閣諸島の法的地位

３．明治政府による領土編入の経緯

まとめ

はじめに

　2010年９月７日に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件以来、同諸島の

領有権問題が再び日中間の政治問題として大きくクローズアップされる

ようになったが、この問題が両国間の懸案事項として政治問題化するの

は、中国が初めて公式に尖閣諸島に対する領有権を主張した1971年12月

30日以降のことである。1895（明治28）年の明治政府による日本領土へ

の編入以来、この中国による領有権主張がなされるまでの75年間、同諸

島の領有権が国際的に問題視されることはなかった1。

　中国は、1971年12月30日の外交部声明（「釣魚島の所有権問題に関す

る中国外交部声明」）において、主として歴史的根拠を理由に、同諸島

を台湾に付属する歴史的な「固有の領土」であると表明し、「中国人民は、

（台湾と並んで）かならず釣魚島など台湾に付属する島嶼をも回復する」

との立場を明らかにした2。一方わが国は、外務省ＨＰにあるように、同

諸島を国際法上の先占に基づき権原を取得した領土であるとしている3。

爾来、同諸島は今日に至るまで ――戦後、沖縄返還に至るまでの不完

全な統治権行使の時期はあるものの―― 継続してわが国の実効的占有

の下にあり、よって尖閣諸島をめぐって、領土問題は存在しないという

のがわが国の立場である。この両国の尖閣諸島に対する立場および主張

の違いは、その後の一時期、周恩来・鄧小平両氏による「棚上げ論」で、

その政治問題化が回避されてきたものの4、尖閣諸島中国漁船衝突事件
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にみられたように、ここにきて、同諸島に対する中国の領有権主張は、

経済発展に伴う中国の覇権主義的な海洋戦略（黄海・東シナ海・南シナ

海における海洋利権確保）の下で、具体的行動を伴ったものへと変化し

ているように見受けられる。欧州とは異なり、冷戦構造が温存されたア

ジア・太平洋地域においては5、この日中間の対立問題は、中国の国内

情勢の推移（所得格差、地域格差の増大に伴う国民不満の高まりや、そ

れと連動する危険性が高い愛国ナショナリズムの高まり等）と相まって、

台湾海峡問題と同じように、この地域の安定性を脅かす紛争の要因とも

なりかねない危険性を帯びてきているように思われる。

　わが国としては、アジア・太平洋地域におけるこうした現実的な国際

情勢を基底として、今後この問題に対する具体的な対応を試みることが

必要となろう。中国の覇権主義的行動に対する備えを構築する必要性も

想定されるが、何よりもその前に明確にしておかなければならないのは、

尖閣諸島の法的地位の問題である。なぜなら、戦争が違法化された今日

的国際法秩序の下においては、合法的な領域取得権原に基づいた領有権

の取得以外認められておらず、中国が尖閣諸島に対する領有権を取得す

るに際しても、この現行の法秩序に従い、同諸島に対する現在の日本の

領有権原（先占による領有権取得とその後の実効的支配）に優越する有

力な法的証拠を提示せざるを得ないからである。同諸島に対する平和的

かつ最大の防禦は、第一に、同諸島が法的に日本に帰属する領土である

ことを法的に論証し、今後とも同諸島に対する実効的占有を継続するこ

とであり、第二に、その実効的占有を確保するために必要な、海上保安

法制度の整備と、それを担保する海上警察機構（コースト・ガード）の

充足に着手することである。そうした観点から、今回以下では、尖閣諸

島に対するわが国の領域権原に関し、明治政府が行った先占に基づく領

土編入および、その後の実効的先占の実態について検討する。



（57）

苫小牧駒澤大学紀要　第24号　2011年12月

１．明治政府が直面した領土画定問題

　徳川幕府治世下、200年以上にもわたり実施されてきた鎖国政策を放

棄し、国際社会に参入した日本が最初に直面した問題は領域画定の問題

であった。1868年、幕府からこの未解決の外交問題を引き継ぐ形で政権

を手にした明治政府は、「四方から迫りくる脅威に対する防壁」を固め

るため、日本周辺領域の領土画定（周辺島嶼の帰属の明確化）を急がね

ばならない状況に迫られていたのである。

　この緊急を有する重要課題に対応すべく、明治新政府は即座に行動を

開始した。北の脅威に対しては、1875（明治８）年にロシアとの間で千

島・樺太交換条約を結び、領土問題の安定化をはかり、南方の脅威（米・

英）に対しては、翌1876年に小笠原諸島を内務省所轄とし、その旨を各

公使に通告することで、正式に領土編入を完了させた。また、南西の脅

威に対しては、1879（明治12）年、「薩摩藩と清国に両属していた半独

立国琉球を併合する」ことで清国との境界を画定し、それまで曖昧且つ

不安定であった日本の領域範囲を確定させることで、懸案であった外か

らの脅威に備える「防壁」の形成に成功したのである6。

　明治政府は、その後も引き続き、日本列島周辺島嶼の領域画定作業を

推し進め、1885（明治18）年に北大東島・南大東島を沖縄県に編入し、

1891（明治24）年には勅令第190号により硫黄島・北硫黄島・南硫黄島を、

また1898（明治31）年には東京府告示第58号で南鳥島を、共に小笠原島

庁所轄の領土として編入した。尖閣諸島に関しては、1895（明治28）年

１月14日に、魚釣島、久場島両島の沖縄県所轄と国標建設が閣議決され、

翌96年３月５日の勅令第13号により、尖閣諸島は同年４月１日に八重山

郡に編入された7。沖大東島は1900（明治33）年、沖縄県告示第95号に

より沖縄に、竹島は1905（明治38）年に島根県告示第40号により島根県

に、沖ノ鳥島は1931（昭和６）年に内務省告示により東京府小笠原支庁
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の管轄下にそれぞれ編入され、ここに、一般に「固有の領土」という形

で表現されている、南千島から、南西は琉球八重山の与那国へと至る領

土と、南は小笠原諸島に至る領土からなる、現在の日本の領土の原型が、

十年余を経ずして確定されるに至ったのである8。

　戦前・戦中「内地」と表現されたわが国の領土（日本列島及びその周

辺の島嶼のほとんど）は、上述したように、一部を除いて明治期に日本

に編入され、わが国の領土として確定された地域（島嶼）であるといっ

てよい。そしてその明治期に確定されたわが国の領域は、その後の歴史

的過程の中で、戦いによる海外領土（「外地」）の獲得で一旦は拡大した

ものの、敗戦によりその獲得したすべての領土を喪失し、今日に至って

いるのである9。

　戦後わが国は、サンフランシスコ平和条約第2章第２条、第３条10に

規定する「領土処分」によって、カイロ宣言でいうところの暴力により

「略取」し占領した一切の海外領土を放棄させられ11、また、ポツダム

宣言第８項に規定にしたがって、４つの主要島嶼（本州、北海道、九州、

四国）および連合国が決定する諸小島にその領域が限定されることにな

ったわけだが12、しかしながらこの事実は逆に、カイロ・ポツダム両宣

言の対日政策の主旨、および平和条約第１条（b）の規定内容 ――「連

合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」

―― に照して考えると、同平和条約で放棄させられなかった領域につ

いては、その領域が完全に日本の主権がおよび領域として、平和条約を

締結した連合国に承認されたことをも意味することになろう。

　平和条約でわが国が権原を放棄した領土を除けば、現在のわが国の領

土は、千島列島を除き、明治期に画定した日本の領土とほぼ一致する。

それは、日本が近代国家として国際社会に参入した時に、列強による植

民地支配の脅威に備えるために、防衛的観点から必要に迫られ、国際法

上の先占に基づき、未確定だった周辺島嶼の編入作業を通じて画定させ

た領土に他ならず、戦前・戦中の支配領域の拡大期にあっても、「内地」
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という呼称をもって、他の海外領土とは区別され、また戦後も連合国に

よる処分から逃れ、今日に至っている日本の領土なのである。その領土

は明治以来変わらず、わが国の主権の下にあり、かつわが国が継続的か

つ平穏に、その実効的支配をおよぼしてきた領域である。その意味では、

日本が近代国民国家としての道を歩み始めて以来の「固有の領土」と位

置づけられよう。そしてその領土は、サンフランシスコ平和条約によっ

て、わが国の主権が及ぶ領域として、同条約を締結した連合国によって

承認され、今日に至っているのである。

２．領土編入以前の尖閣諸島の法的地位

　さて問題の尖閣諸島の法的地位であるが、同諸島は、戦後わが国に沖

縄が返還されるまでの間、サンフランシスコ平和条約第３条の規定に基

づき、沖縄の一部として、アメリカの施政権下に置かれることとなった。

この平和条約での戦後処理（「領土処分」）の意味するものは、戦後沖縄

返還協定に基づき沖縄と一緒に日本に復帰するまでの間においても、同

諸島がわが国の「潜在的主権（residual sovereignty）」の下にあったと

いうものである。

　カイロ宣言で「剥奪」「返還」させるとされた日本の領土（日清・日

露および第一次世界大戦を通じて日本が暴力を用いて獲得した領土）は、

平和条約第２条に基づき、わが国がその領土に対する権原及び請求権を

放棄するという形で処分されたわけだが、それ以外の領土については、

既にポツダム宣言で日本の領土として承認された主要４島嶼を除き、こ

の第３条で最終処分される（「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」）

こととなり、わが国は北緯29度以南の南西諸島（琉球諸島及び大東諸島

を含む）、孀婦岩の南の南方諸島（小笠原諸島、西之島及び火山列島を

含む）、沖の鳥島及び南鳥島の領土を、アメリカの施政権下に置くこと

に同意したのである。
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　このようにサンフランシスコ平和条約は、日本領土の戦後処理に関し、

大西洋憲章の合意 ――１．「両国ハ領土的其ノ他ノ増大ヲ求メス」、２．

「両国ハ関係国民ノ自由ニ表明セル希望ト一致セサル領土的変更ノ行ハ

ルルコトヲ慾セス」13 ―― に則り、戦争によって獲得した領土とそれ

以外の領土とを区別して、前者に対しては主権放棄、後者に対しては主

権制限の処分を行っているのであり、平和条約第２条の適用領域とはな

らず、第３条によって処分されたということは、この章の最初に述べた

ように、明治期にわが国に編入されて以来、同諸島は一貫してわが国の

主権の下にあったということを明確に証明するものとなろう。

　このように日本領土編入以降の尖閣諸島の法的地位に関しては、一貫

してわが国の主権下にあったと判断できるが、その場合であっても、そ

の前提となる明治政府による尖閣諸島の編入措置そのものが国際法に照

らして合法的であるか否かについての吟味はさらに必要とされよう。な

ぜなら、中国政府が歴史的根拠を理由に尖閣諸島に対する領有権を主張

し、古来から中国の領土であった尖閣諸島を日清戦争で日本が「盗取」

したとして、その返還を求めているからである。後半の日清戦争で「盗

取」したという中国側の主張に対しては、上述したように、平和条約に

おいて既に決着済みの問題であるので敢えてさらに述べる必要はない

が、しかしながら彼らの「盗取」したとの主張の前提には、同諸島が歴

史的に中国の支配下にあったという認識があるため、明治政府が同諸島

を編入した時点において、これが帰属先未定の無主の地であったか否か

は、やはり検討しておくことが必要となる。

　国際法上、同諸島に対する日本の領有権が、法的に正当なものとして

認められるのは、明治政府が行った先占に基づく領土編入措置によるか、

若しくは時効に伴う領有権の取得の二つの場合であるが、両者とも領有

意思と実効的占有を要件とする点では同じである。その領域取得の対象

となる地域が無主の土地か、他国の領土かによって、両者は領域取得の

権原が異なる。前者は「帰属未定の地域に国家が支配権を及ぼして、こ
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れを取得すること」とされ、後者は「国家が他国に対して長期間、平穏

かつ継続して支配権を行使した結果、これを取得すること」とされる14。

後者の場合、領有国に代わって占有国の領域権が認められるのは、占有

国の支配権行使に対して領有国が実効的対処措置を講じなかったこと

で、占有国の取得時効が完了し、それによって領域国の領有権が喪失す

るからとされている15。このことからもわかるように、領有権の取得及

びその維持に関しては、前述した共通の要件であるところの国家の領有

意思と、その意思を明確に現す実効的占有という現実が伴わなければな

らない。

　したがって尖閣諸島の領有権の考察に際しては、同諸島が帰属先未定

の無主の地であったか否か、或いはまた仮に同諸島が中国に帰属する地

域であったとしても、同諸島に対する中国の占有的支配が継続して維持

されていたかどうかがまず問題となる。そこで以下では、はたして領域

権の取得とその維持に必要な、中国の領有意思とその意思を表す実効的

占有が尖閣諸島に対してなされていたかについて、当時既に確立されて

いた国際法上の先占の概念をもとに検討を試みる。

　まず国際法上の先占の概念であるが、太壽堂鼎教授によれば、今日的

意味での先占の概念は「どの国の領有にも属しない地域の上に、或る国

が事実上の支配権を拡張した時、国際法がこの事実に効果を付与して右

の国に領土権を与えることを言う」16とされ、「帰属未定の地域に国家

が支配権を及ぼして、これを取得すること」と定義される17。　また、

その「占有が有効となるためには、国家が領有の意思をもって、無主の

地を実効的に占有することが必要」であり、国家の「領有意思の表明」

と、その意思の発現としての「実効的占有」（＝実効的支配：国家管轄

権の行使）が要件としてあげられている18。

　この領域取得方法としての国際法上の先占の原則は、地理上の発見の

後、ヨーロッパ諸国の植民地獲得競争の中、「新しく発見された陸地を

それらの諸国の間」で「分割する手段として考え出されたもの」であり、
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当初、15世紀～ 16世紀にかけては「発見優先の原則」として発現し、

その後の国家実行によって、18世紀末までに、「実効的占有を要件とす

る占有（effective occupation）のみが、無主の土地を取得する唯一の方

法」されるようになり19、その後、ベルリン会議一般議定書及びサン・

ジェルマン条約における修正を経て、19世紀末までに「実効的占有を要

件とする」とする法規範として確立されるに至る20。

　したがって、19世紀末の時点においては、ある特定の土地に関し、そ

の土地が無主の土地であるか否かは、そこにいずれかの国の支配が及ん

でいるか否かによって判断されることになる。中国は、明代からの資料

（文献、地図等）を根拠に、日本が尖閣諸島を日本の領土として編入す

る以前から中国の領土であったと主張するが、前述したように、18世紀

末の時点で、無主地の先占に基づく領土取得が、実効的占有を伴うもの

でなければならなくなっていた点を勘案すれば、以下で検討するように、

中国が主張する尖閣諸島に対する領有権原は、実効的占有を伴ったもの

ではないため、法的に有効なものとはいえない。なぜなら、中国が主張

する尖閣諸島領有に関する歴史的根拠に基づく権原は、たとえそれが認

められたとしても、国際法上「未成熟な権原（inchoate title）」にとど

まり、それをもとに法的に、同諸島に対する領有権を獲得するためには、

同諸島に対し支配権を行使することで、占有を完了させなければならな

いからである21。

　1971年12月30日の「釣魚島の所有権問題に関する中国外交部声明」で、

中国政府は、琉球冊封使録等の古文書や古地図を根拠に、①釣魚島など

の島嶼は昔から中国の領土で、明代に中国の版図（海上防衛区域）に含

まれている、②尖閣諸島は沖縄に属するものではなく、台湾の付属島嶼

であり、台湾と同様、昔から中国領土の不可分の一部である、③中国と

琉球との境界は、赤尾嶼と久米島のあいだにある等を理由として、尖閣

諸島に対する自国の領有権原を主張するが、しかしながらその根拠とな

っている琉球冊封使録等の古文書及び古地図は、いずれも尖閣諸島に対
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する実効的占有を証明するものとはなっていない。そもそも地図の証拠

能力については、正確性の問題もあり、条約と一体となった地図等でな

ければ十分にその証拠能力が認められていない22。したがって、中国が

作成した地図の中に尖閣諸島が中国名で記載されていたからといって

も、それが中国の実効的占有を証明する法的根拠とはならない。また、

琉球冊封使録の証拠能力についても、そもそもが、那覇―福州間の往来

を記述した航海日誌にすぎず、その中に中国名をもって尖閣諸島を構成

する各島嶼が記述されているとしても、それは航海上の航路目標として

記述されているにすぎない23。浦野起央教授によれば、中国は、郭汝霖

の『重刻使琉球録』の「赤嶼（久米赤島：現大正島）は『琉球地方を界

する山（島）』である」との記述をもって、「赤尾嶼（＝赤嶼）とその以

西が中国領土であった」、また王楫の『使琉球雑録』の「赤尾嶼と古米

山の間に『黒水溝』…これをもってこの地が中国と琉球との辺界」と主

張しているとされるが24、しかし、この古文書で明らかなことは、古米

山（現：久米島）は琉球の領土で、それより西に点在する島嶼、すなわ

ち赤尾嶼以西の島嶼に琉球の支配権が及んでいないということだけであ

る。仮に、この記述を根拠に尖閣諸島が中国の領土だとした場合、その

根拠が証拠としての価値を獲得するためには、琉球と中国が国境を接し、

東シナ海が琉球（日本）と中国とによって二分されていたという現実が

存在しなければならない。そうした状況を証明する証拠がなければ、こ

れを法的根拠として援用することはできない。中国が主張するように、

日中の境界が琉球海溝（沖縄トラフ）であるとするならば、『黒水溝』

以西に点在する島嶼に、中国の実効的支配が及んでいなければならない

のである。

　しかしながら、この尖閣諸島に対する中国の支配権に関しては、奥原

敏雄教授の研究おいて否定されている。同教授によれば、台湾が中国の

版図に編入されたのが1682年であり、その福建省に隷属するようになっ

た台湾の北限は、1717年の公文書『諸羅県志』によれば、大鶏籠山まで
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で、「少なくとも1871年以前において尖閣列島は勿論のこと、これより

台湾に近い綿花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼も台湾府の疆界の外にあった」され

ているのである25。

　以上の点からすれば、日本が尖閣諸島を先占基づき、わが国の領とし

て編入した当時における尖閣諸島の法的地位は、まさに帰属先未定の無

主の土地であったとみなすことができる。

３．明治政府による領土編入の経緯とその後の実効的占有

　はじめにで触れた外務省の HP には、「尖閣諸島は、1885年以降政府

が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い、単

にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がない

ことを慎重確認の上、1895年１月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議

決定を行って正式にわが国の領土に編入したもの」26との説明がなされ

ているが、はたして先占の要件である「領有意思の表明」と、「実効的

占有」がどのような形でなされたのかについて、編入経緯をたどりなが

ら以下で確認してみることとする。なお、この点に関しては奥原教授に

よる詳細な研究がなされているので、主としてその研究成果を参考とし

ながら、その概略を検討してみたい。

（1）領有意思の表明

　まず、先占の要件である尖閣諸島に対するわが国の領有意思の表明で

あるが、その発現形態については、国際法上決まった様式があるという

ものではない。一時期（且つ限定的に）、ベルリン議定書（1884年11月）

において、「占有の通告」がその要件として義務化されたこともあったが、

この通告の義務も1919年のサン・ジェルマン条約において廃止されたこ

とで、こんにち、占有に際して通告の義務は存在しない27。奥原教授に

よれば、「占有による領域取得にあたって、もっとも重要なことは実効



（65）

苫小牧駒澤大学紀要　第24号　2011年12月

的支配であり、その事実を通じ国家の領有意思が証明されれば十分であ

る」28とされ、それにしたがえば、如何なる様式であるにせよ、国家の

領有意思の存在が証明でき、現実的に支配しようとするその意思を明確

に確認できるものであれば足りると考えられる。

　さて、ではそのような意味で、わが国が尖閣諸島に対して領有意思を

持ち始めたのはいつごろからであろうか。尖閣列島研究会によれば、明

治12年（1879年）頃からだとされる。それは、明治政府による琉球藩の

鹿児島県編入が同年３月11日、沖縄県設置が４月４日で、同年の内務省

地理局の公式地図に、尖閣諸島が沖縄県の行政管轄区に含められて記載

されていることを根拠とするものである。同研究会は、その論考「尖閣

列島と日本の領有権」において、証拠として、『大日本全図』（松井忠兵

衛編：英文地図、1879年発刊）と『大日本府県分轄図』（1881年内務省

地理局編纂）の二つの地図をその証拠として挙げており、前者では尖閣

列島が日本の領土として描かれ、各島嶼が、和平山（Wahesan）、黄尾

嶼 ( ローマ字表記なし）、赤尾嶼（ローマ字表記なし）と、それに南北

ニ小島及び附近の岩礁が総称して凸島（Nakadakasan）として表記されて

いるとし、後者では同諸島が沖縄県に区分されていると指摘している29。

　また同研究会は、明治18年（1885年）に政府の下で実施された尖閣諸

島に対する調査を、同諸島に対するわが国の領有意思を表す具体的な証

拠としてあげている。「沖縄県知事は、政
・ ・ ・ ・ ・

府の命令によって、美里間切

詰山方筆者大城永保から、尖閣諸島についての事情聴取を行うとともに、

政
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

府の許可をえて出雲丸を派遣、実
・ ・ ・ ・

地調査し、その結果を同船長林鶴松、

沖縄県五等属石沢兵吾に報告させている」（傍点筆者）とし、政府の命

令に - 基づく事情聴取と、政府の許可をえて実施された実地調査を、わ

が国の領有意思の発現だと位置づけているのである30。

　奥原教授の研究に基づき、その経緯を若干紹介するとするならば以下

のようになる31。

　明治18年（1885年）９月上旬、山縣有朋内務卿から在京の森長義沖縄
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県大書記官に対し、尖閣列島の調査に関して内命（『沖縄懸ト清國福州

トノ間ニ散在セル無人島久米赤島外ニ島取調之義』）が下され、その内

命に基づき、同年沖縄県による聞き取り調査と実地調査が実施された。

沖縄県令の西村捨三は、沖縄県五等属の石澤兵吾を通じて、大城永保（美

里間切詰山方筆者）なる者から『廃藩前公私ノ用ヲ帯テ婁清国ヘ渡航セ

シ節親シク目撃セシ趣』を聴取させ32、次いで「石澤兵吾ほか五名を大

阪商船出雲丸で尖閣諸島へ派遣、港湾の形状、土地物産の開拓見込みな

どの有無」を調査（同年10月）させ、報告させた33。先の大城永保から

の聴取書は、同年９月22日付内務卿宛上申書「久米赤島外ニ島取調ノ儀

ニ付上申」34に添付されて、沖縄県令より内務卿に提出され、あとの実

地調査の報告書である、石澤兵吾の「魚釣島外ニ島巡視取調概略」と出

雲丸船長林鶴丸の「魚釣、久場、久米赤嶋回航報告書」の２つの報告書

は、沖縄県大書記官・森長義へ提出された。

　沖縄県令から上記上申（「久米赤島外ニ島取調ノ儀ニ付上申」）を受け

た山縣内務卿は、沖縄県が国標を建設するのは差し支えないと判断し、

太政官会議に上申すべく『太政官上申案』を作成し、同案の太政官上申

に先立ち、明治18年10月９日、「官房甲第38号 別紙乙号・太政官上申案」

を発遣し、井上馨外務卿の意見を求めた35。この問い合わせに対し、井

上外務卿は、尖閣諸島が「清国国境に接近していること、清国の新聞等

が清国政府に注意を促していることを理由に、国標の建設と島嶼の開拓

を『他日の機会』に譲るべきであると回答し（同年10月21日）36、これ

を受けた山縣内務卿は、三条實美太政大臣に12月5日付で内務省内申（秘

第128号ノ内『無人島ヘ國標建設之儀ニ付内申』）を送り、国標建設は目

下見合わせる方がよいと結論を伝えた37。

　このように山縣内務卿は、国標建設は見送ったが、しかしながら、出

雲丸による尖閣諸島に対する実地踏査については、これを中止させると

いうことはなかった。奥原教授は、明治18年10月21日におけるこの事実

をもって、国家の領有意思の発現を認めることができるとしている38。



（67）

苫小牧駒澤大学紀要　第24号　2011年12月

　さて以上の点を勘案し、明確な国家の領有意思の発現という観点から

判断すれば、明治18年の山縣有朋内務卿の内命『沖縄懸ト清國福州トノ

間ニ散在セル無人島久米赤島外ニ島取調之義』と、その内命に基づいて

実施された尖閣諸島に対する沖縄県の実地踏査、これをもってその発現

とするのが妥当であろう。明治政府は、「沖縄県に県制を施行した明治

12年（1878年）以降」、内務省を中心に「琉球藩及びそれ以前の時代に

帰属未定のまま放置されていた琉球周辺の島々に対し」、「漸次これを調

査し、帰属先を明確にさせる作業を」進めており、明治政府が同年（明

治18年）、南・北大東島を、踏査・国標建設をもって沖縄への領土編入

を完了している点に注目すれば、それに引き続き同様な方法で、尖閣諸

島の領土編入を実施しようとしていたと考えることは想像に難くないか

らである39。

　事実、山縣内務卿の先の内命に込められた意思は、奥原教授が指摘す

るように、西村捨三から山縣内務卿宛に出された上申書「久米赤島外ニ

島取調ノ儀ニ付上申」の中に読み取ることができる。その詳細は下記に

示すが、奥原教授は、その上申書において西村沖縄県令が「大東島と同

様に踏査後ただちに國標を建設することにつき若干の懸念を抱き、出雲

丸による実地踏査の結果についてはできるだけすみやかに報告するが、

国標建設などについては再度指示を仰ぎたい旨を上申している」点に注

目し、沖縄県令は、内務卿から実地踏査と国標建設の指示を受けていた

と判断している40。

　第三百十五号　官房甲第三十八号別紙甲号

久米赤島外二島取調ノ儀ニ付上申

本県と清國福州間に散在せる無人島取調之義に付、先般在京森本県大書記官

へ御内命相成候。趣に依り取調致候處概略別紙の通に有之候。抑も久米赤嶋、

久場嶋、及魚釣島は古来本県に於て称する所の名にして、而も本県所轄の久

米・宮古・八重山等の群島に接近したる無人の島嶼に付、沖繩県下に属せら
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るるも、敢て故障有之間敷と被存候得共、過日御届及候大東嶋 [ 本県と小笠

原島の間にあり ] とは地勢相違中山傅信録に記載せる魚釣台、黄尾嶼、赤尾

嶼と同一なるもに無之哉の疑なき能はず。果して同一なるときは既に清國も

旧中山王を冊封する使船の詳悉せるのみならず、夫々名称をも附し、琉球航

海の目標と為せし事明らかなり。依て今回大東島同様、踏査直に國標取建候

も如何と懸念仕候間。来十月中旬両先嶋へ向け出帆の雇汽船出雲丸の帰便を

以て不取敢実地踏査可、及御届候條國標取建等の義、御指揮を請度此段兼て

上申候也

　明治十八年九月二十二日 

沖繩県令　西村 捨三 

　　内務卿伯爵　山縣 有朋　殿41

　このように、尖閣諸島に対するわが国の領有意思の表明は、明治18年

（1885年）に明確な国家意思として発現しているとみなすことができる

が、しかしながらその意思が領土編入という形で具現化し、尖閣諸島が

わが国の領土となるには、さらに10年の期間を必要とした。外務省 HP

にあるように、わが国は、明治1885年から1895年の10年間、尖閣諸島に

対する領有意思を持ちながらも、拙速にこれを領土して編入することは

せず、慎重に同諸島に対する清国の支配権が及んでいないことを確認し

つつ、またその一方で、同諸島への日本人渡島者の増加に伴う国内的行

政措置の必要性から、度重なる沖縄県令からの所轄国標建設方の上申に

応えるかたちで、漸く明治28年（1895年）１月14日、尖閣諸島の沖縄県

所轄と標杭建設を閣議決定し、同諸島を正式に日本の領土として編入し

たのである。

　この明治18年から28年にかけての明治政府による尖閣諸島領土編入の

経緯の概略は、塩崎領事官補がまとめた下記の政府文書『久米赤島、久

場島及び魚釣島版図編入経緯』でうかがい知ることができるが、この間

に４回にわたって、沖縄県令（知事）から政府に、尖閣諸島の沖縄県所
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轄と標杭建設を求める上申書が提出され42、またその間には明治政府に

よる明治20年の軍艦金剛による実地調査、25年には軍艦海門による実地

調査も実施されており（明治18年の段階では清国国内の新聞報道等の動

きもあり、尖閣諸島に対する支配権の行使に対し井上外務卿より懸念意

も発せられたが、この２回の実地調査に対して清国政府は如何なる抗議

もしなかったとされる）43、尖閣諸島の日本領土編入は、そうした経緯

を経て漸く明治28年（1895年）になって断行されたのである。なお、そ

の経緯については、下記の政府文書とあわせて、その後に追記している

３つの表も参考とされたい。

　　日本政府文書「久米・赤島、久場島及魚釣島版圖編入経緯」

　　一八九五（明治二八）年一月作成（東京）

　　明治十八年十月九日文書附記

　　　　明治二十八年一月　

　沖縄県ト清国福州トノ間ニ散在スル久米赤島（久米島ヨリ未申方大凡七十

里ヲ距テアリ清国福州ヲ去ル或ハ二百里ニ近カラン歟）久場島（久米島ヨリ

午未ノ方大凡百里ヲ距テ八重山島ノ内石垣島ニ近接セル大凡六十里余ニ位

ス）及魚釣島（方位久場島ト同一ニシテ只十里程遠シ）ノ三島ハ別ニ清国所

属ノ証跡見エス且ツ沖縄所轄宮古八重島等ニ接近セル無人島嶼ナルヲ以テ国

標取建ニ関シ沖縄県知事ヨリ上申アルタルヲ以テ右ノ詮議方太政大臣ヘ上申

スルニ先ケ明治十八年十月九日山縣内務卿ヨリ井上外務卿ヘ意見ヲ徴シ来レ

リ外務卿ハ熟考ノ結果本島嶼カ清国国境ニ近接スルコト叢爾タル島嶼ナルコ

ト、当時清国新聞紙等ニ於テ本邦政府カ台湾近傍ノ清国所属島嶼ヲ占拠セシ

等ノ風説ノ掲載セラレ清国政府ノ注意ヲ促シ居ルコト等ノ理由ニ拠リ国標ノ

建設島嶼ノ開拓他ト機会ニ譲ル方然ルヘキ旨、十月二十一日回答セリ、依テ

十二月五日内務財務両卿ヨリ目下建設ヲ要セサル儀ト可心得旨沖縄県知事へ

指令アリタリ。



（70）

永石 啓高　戦前における尖閣諸島の法的地位

　明治二十六年十一月二日更ニ沖縄県知事ヨリ当時ニ至リ本件島嶼向ケ漁業

等ヲ試ムル者アルニ付之カ取締ヲ要スルヲ以テ同県ノ所轄ト存標杭建設シタ

キ旨内務外務両大臣ヘ上申アリタリ依テ二十七年十二月二十七日内務大臣ヨ

リ本件閣議提出方ニ就キ外務大臣ヘ協議アリタルモ異議ナカリシヲ以テ閣議

ヘ提出ノ上明治二十八年一月二十一日閣議ノ決定ヲ経テ内務外務両大臣ヨリ

曩ニ上申中ノ標杭建設ノ聞届ク旨沖縄県知事ヘ使命アリタリ44

［表－１］尖閣諸島に対する領有意思の推移・展開

年 月  日 事          項

1859

1884

(M.17)

1885

(M.18)

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1890

(M.23)

1893

(M.26)

1894

(M.27)

1895

(M.28)

1895

1895

1896

(M.29)

３月

１月

９月６日

９月21日

９月22日

10月９日

10月21日

11月30日

12月５日

１月13日

11月２日

12月27日

１月11日

１月12日

１月14日

３月５日

大城永保（美里間切詰山方筆者）、魚釣島・黄尾嶼・赤尾嶼に上陸。

三島の地勢・植物・鳥類を調査。

古賀辰四郎、尖閣諸島を巡航、黄尾嶼に上陸。以後、彼は、石

垣島を根拠地として、尖閣諸島でアホウ鳥羽毛の採取、魚介類

の採取に従事。

古賀は黄尾嶼の開拓許可を沖縄県令に願い出る。

内務省、沖縄県に対し、尖閣諸島調査を命令。

『申報』記事「台湾警信」は、「台湾東北辺之海島、近有日本人

懸日旗於其上、大有占拠之勢」と報じ、日本人のこうした行動

を暴露。

沖縄県職員石沢兵吾、久米赤島・久場島・魚釣島を調査。11

月 4 日報告書提出。

沖縄県令西村捨三、内務卿山県有朋宛に「久米赤島外二島取調

べの儀」（「第 315 号 官房甲第 38 号別紙甲号」）上申。

古来、沖縄県において久米赤島、久場島、および釣魚島と称さ

れている無人島は八重山、宮古などに近く無人島であるので、

沖縄県に属することにしても支障ないと考えるが『中山傳信録』

に記載されている釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼と同じものである疑

いがあり、国標建設も懸念されるので、実地踏査の後、国標建

設はなお指揮を仰ぎたい。

内務卿山県有朋、久米赤島・久場島・釣魚島の所轄決定と国標

建設に関して太政大臣あて上申。

山縣は、太政官会議に提出するべく上申案をまとめ、「( 沖縄県 )

所轄ノ宮古、八重山等ニ接近シタル無人ノ島嶼」は清国所属の

証拠もなく、沖縄県が国標を建設するのは差し支えないとした

（「官房甲第 38 号 別紙乙号・太政官上申案」）。

これに対し、外務卿井上馨は、「近時清國新聞紙等ニモ我政府

ニ於テ台湾近傍清國所属ノ島嶼ヲ占拠セシ等ノ風説ヲ掲載シ、

我國ニ対シテ猜疑ヲ抱キシキリニ清政府ノ注意ヲ促シ」おる者

あれば、ここで公然と国標を建設するは「清國ノ猜疑ヲ招ク」

ことになるので、実地踏査とその報告にとどめるのが得策であ

る、と指摘（「親展 38 号 外務卿回答書簡」）。「清國ノ猜疑」と

は、前記の『申報』記事が報じていたところのもの。

沖縄県令、出雲丸による尖閣列島の実地調査。11 月４日報告（石

澤兵吾『魚釣島外ニ島巡視取調概略』、林鶴松『魚釣、久場、

久米赤島回航報告書』）。

外務卿井上馨が、国標建設延期の意見書提出。

日本政府、沖縄県に対し国標不用の回答。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 1 号 無人島久場島魚釣島之義ニ付

伺」）。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 111 号 久場島魚釣島ヘ本県所轄標杭

建設之義ニ上申」）。

内務大臣が国標建設の件で外務大臣と協議（「秘別第 133 号」）。

国標建設の件に対し外務大臣が同意（「親展送第 2 号 久場島及

魚釣島ヘ所轄標杭建設の件」）。

内務大臣、標杭建設に関する閣議案提出（「秘別 133 号 標杭建

設に関する件」）。

閣議、久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標建設を認める件

を決定、１月 21 日沖縄県知事へ指示。

勅令第 13 号公布。内務省令第 2 号の４月１日施行により、同

日編入。
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（浦野起央著『尖閣諸島・琉球・中国』p.p.128-130を参考に作成。なお、山縣内

務卿からの尖閣諸島調査方の内命は、奥原教授によれば９月と推定されており、

浦野教授では1月とされ、両者の間に矛盾があるが、現在のところどちらが正

しいのか、私自身特定できていない。）

［表－２］　尖閣諸島に対する実地調査の推移

年 月  日 事          項

1859

1884

(M.17)

1885

(M.18)

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1890

(M.23)

1893

(M.26)

1894

(M.27)

1895

(M.28)

1895

1895

1896

(M.29)

３月

１月

９月６日

９月21日

９月22日

10月９日

10月21日

11月30日

12月５日

１月13日

11月２日

12月27日

１月11日

１月12日

１月14日

３月５日

大城永保（美里間切詰山方筆者）、魚釣島・黄尾嶼・赤尾嶼に上陸。

三島の地勢・植物・鳥類を調査。

古賀辰四郎、尖閣諸島を巡航、黄尾嶼に上陸。以後、彼は、石

垣島を根拠地として、尖閣諸島でアホウ鳥羽毛の採取、魚介類

の採取に従事。

古賀は黄尾嶼の開拓許可を沖縄県令に願い出る。

内務省、沖縄県に対し、尖閣諸島調査を命令。

『申報』記事「台湾警信」は、「台湾東北辺之海島、近有日本人

懸日旗於其上、大有占拠之勢」と報じ、日本人のこうした行動

を暴露。

沖縄県職員石沢兵吾、久米赤島・久場島・魚釣島を調査。11

月 4 日報告書提出。

沖縄県令西村捨三、内務卿山県有朋宛に「久米赤島外二島取調

べの儀」（「第 315 号 官房甲第 38 号別紙甲号」）上申。

古来、沖縄県において久米赤島、久場島、および釣魚島と称さ

れている無人島は八重山、宮古などに近く無人島であるので、

沖縄県に属することにしても支障ないと考えるが『中山傳信録』

に記載されている釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼と同じものである疑

いがあり、国標建設も懸念されるので、実地踏査の後、国標建

設はなお指揮を仰ぎたい。

内務卿山県有朋、久米赤島・久場島・釣魚島の所轄決定と国標

建設に関して太政大臣あて上申。

山縣は、太政官会議に提出するべく上申案をまとめ、「( 沖縄県 )

所轄ノ宮古、八重山等ニ接近シタル無人ノ島嶼」は清国所属の

証拠もなく、沖縄県が国標を建設するのは差し支えないとした

（「官房甲第 38 号 別紙乙号・太政官上申案」）。

これに対し、外務卿井上馨は、「近時清國新聞紙等ニモ我政府

ニ於テ台湾近傍清國所属ノ島嶼ヲ占拠セシ等ノ風説ヲ掲載シ、

我國ニ対シテ猜疑ヲ抱キシキリニ清政府ノ注意ヲ促シ」おる者

あれば、ここで公然と国標を建設するは「清國ノ猜疑ヲ招ク」

ことになるので、実地踏査とその報告にとどめるのが得策であ

る、と指摘（「親展 38 号 外務卿回答書簡」）。「清國ノ猜疑」と

は、前記の『申報』記事が報じていたところのもの。

沖縄県令、出雲丸による尖閣列島の実地調査。11 月４日報告（石

澤兵吾『魚釣島外ニ島巡視取調概略』、林鶴松『魚釣、久場、

久米赤島回航報告書』）。

外務卿井上馨が、国標建設延期の意見書提出。

日本政府、沖縄県に対し国標不用の回答。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 1 号 無人島久場島魚釣島之義ニ付

伺」）。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 111 号 久場島魚釣島ヘ本県所轄標杭

建設之義ニ上申」）。

内務大臣が国標建設の件で外務大臣と協議（「秘別第 133 号」）。

国標建設の件に対し外務大臣が同意（「親展送第 2 号 久場島及

魚釣島ヘ所轄標杭建設の件」）。

内務大臣、標杭建設に関する閣議案提出（「秘別 133 号 標杭建

設に関する件」）。

閣議、久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標建設を認める件

を決定、１月 21 日沖縄県知事へ指示。

勅令第 13 号公布。内務省令第 2 号の４月１日施行により、同

日編入。

年 月  日 事          項

1859

1884

(M.17)

1885

(M.18)

1887

1892

(M.25)

1900

(M.33)

1901

(M.34)

1910

(M.43)

1914

(T.3)

1915

(T.4)

1917

(T.6)

1939

(S.14)

1943

(S.18)

３月

10月

６月

８月

５月

３～20日

４月

５月

５月23～

６月４日

９月21～

29日

大城永保、久米赤島・久場島・釣魚島探査。

古賀辰四郎、永康丸による探検調査団を派遣。

沖縄県、出雲丸による調査。

日本軍艦金剛の宮古島・八重山島・尖閣列島調査。

日本軍艦海門による調査。

古賀辰四郎が永康丸を派遣、黒岩恒、宮嶋幹之助が学術調査。

臨時沖縄県土地整理事務局、係官を派遣して各島を実地測量。

恒藤規隆が古賀辰四郎の要請により資源調査。

海軍水路部、測量船関東丸による実地測量。

海軍水路部、測量船能野丸による実地測量。

海軍水路部、尖閣列島の実地調査。

農林省資源調査団の派遣。

気象観測所設置の予備調査。
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［表－３］　標杭建設（領土編入）に至る経緯

年 月  日 事          項

1859

1884

(M.17)

1885

(M.18)

1887

1892

(M.25)

1900

(M.33)

1901

(M.34)

1910

(M.43)

1914

(T.3)

1915

(T.4)

1917

(T.6)

1939

(S.14)

1943

(S.18)

３月

10月

６月

８月

５月

３～20日

４月

５月

５月23～

６月４日

９月21～

29日

大城永保、久米赤島・久場島・釣魚島探査。

古賀辰四郎、永康丸による探検調査団を派遣。

沖縄県、出雲丸による調査。

日本軍艦金剛の宮古島・八重山島・尖閣列島調査。

日本軍艦海門による調査。

古賀辰四郎が永康丸を派遣、黒岩恒、宮嶋幹之助が学術調査。

臨時沖縄県土地整理事務局、係官を派遣して各島を実地測量。

恒藤規隆が古賀辰四郎の要請により資源調査。

海軍水路部、測量船関東丸による実地測量。

海軍水路部、測量船能野丸による実地測量。

海軍水路部、尖閣列島の実地調査。

農林省資源調査団の派遣。

気象観測所設置の予備調査。

年 月  日 事          項

1885

(M.18)

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1890

(M.23)

1893

(M.26)

1894

(M.27)

1894

1894

1895

(M.28)

1895

1895

1896

(M.29)

９月21日

９月22日

10月９日

10月21日

11月５日

11月24日

11月30日

12月４日

12月５日

１月13日

11月２日

４月14日

12月15日

12月27日

１月11日

１月12日

１月14日

３月５日

沖縄県職員石澤兵吾、久米赤島・久場島・魚釣の島調査報告書

（「久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書」）、沖縄県令へ提出。

沖縄県令、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標

建設・探検の件を内務卿に上申（「第 315 号 官房甲第 38 号別

紙甲号 久米赤島外ニ島ニ付上申」）。

内務卿山縣有朋、久米赤島・久場島・魚釣島の所轄決定と国標

建設に関して太政大臣宛上申案（「官房甲第 38 号別紙乙号 太

政官上申案」）を作成、太政官上申前に、井上外務卿宛同案を

発遣。

沖縄県令、出雲丸による実地調査。同実地調査報告書（石澤兵

吾報告書「魚釣島外ニ島巡視取調概略」、出雲丸船長・林鶴丸

の「魚釣・久場、久米赤島回航報告書」）は 11 月 4 日付で在京

沖縄県大書記官森長義に提出。

井上外務卿、山縣内務卿宛回答書簡（「親展第 38 号 「外務卿回

答書簡」）を発遣、国標建設時期尚早との意を伝える。

沖縄県令より、内務卿宛上申（「第 384 号 魚釣島外ニ島ノ義ニ

付上申」）。沖縄県令、内務卿に所轄標札建設を積極的に要請。

沖縄県令、内務卿宛国標建設を求める書簡（「沖縄県令の国標

建設の書簡」）を発遣。

山縣内務卿、沖縄県令への指令案協議のため、井上外務卿へ書

簡（「秘第 218 号ノ 2」）を発遣。指令案の内容は「目下建設を

要せざる儀と可心得事」であった。

井上外務卿、山縣内務卿への同意回答書（「親展第 42 号」）発遣。

内務省、沖縄県に対し、国標建設不用の回答。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 1 号 無人島久場島魚釣島之義ニ付

伺」）。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を内務・外務両大臣宛上申（「甲第 111 号 久場島釣

魚島ヘ本県所轄標杭建設之義ニ付上申」）。

内務省県治局長、沖縄県知事に「甲 69 号 内務省秘別第 34 号」

を送致、尖閣諸島照会方を求める。

内務省、閣議提出の内務省案（「秘別 133 号 久場島釣魚島ヘ所

轄標杭建設之義上申」）を作成。

内務大臣、上記案を外務大臣宛発遣、国標建設の件で外務大臣

と協議。

外務大臣陸奥宗光、「親展第 2 号 「久場島及び魚釣島ヘ所轄標

杭建設の件」を発遣、「別段異議なき旨」回答。

内務大臣、内閣総理大臣宛「秘別 133 号 標杭に関する件」（標

杭建設に関する閣議案）提出。

閣議、久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標建設を認める件

を決定、1 月 21 日沖縄県知事へ指示。

勅令第 13 号により郡制の沖縄県公布、4 月 1 日施行、沖縄県

知事は尖閣列島を八重山郡編入、魚釣島・久場島・南小島・北

小島を国有地と決定。
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（2）領土編入とその後の実効支配

　明治26年11月２日付で内務・外務両大臣宛に出された上申書を受けて、

政府が具体的に行動を起こすのは、奥原教授によれば、翌明治27年４月

1
ママ

0（14）日からであるとされる45。箇条書き的にその経緯を列挙すれば、

下記の如くとなる（上記［表－１］、［表－３］参照）。

＊内務大臣（井上馨）、内務省県治局長名で、「沖縄県知事に対して、（一）

該島港湾の形状、（二）物産及び土地開拓見込ノ有無、（三）旧記口碑

等ニ就キ我國ニ属セシ証左共其也、（四）宮古嶋港湾八重山嶋等トノ

従属ノ関係、などの照会方」を求める（「甲69号 内務省秘別第34号」46）。

＊その回答（県治局長宛書簡：明治27年５月12日付「秘第12号ノ内 復

第153号」47）受領後、内務省案（「秘別133号 久場島魚釣島ヘ所轄標

杭建設之義上申」48）を作成。

＊12月27日、内務大臣は、閣議提出案について外務大臣（陸奥宗光）と

協議（「秘別第133号」49を外務大臣宛発遣）。

＊明治28年１月11日、内務大臣、外務大臣からの書簡（「親展第２号 久

場島及び魚釣島ヘ所轄標杭建設の件」50：「別段異議なき旨」回答）

受理。

＊翌１月12日、内務大臣、内閣総理大臣に閣議開催方要請。「秘別133号 

年 月  日 事          項

1885

(M.18)

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1885

1890

(M.23)

1893

(M.26)

1894

(M.27)

1894

1894

1895

(M.28)

1895

1895

1896

(M.29)

９月21日

９月22日

10月９日

10月21日

11月５日

11月24日

11月30日

12月４日

12月５日

１月13日

11月２日

４月14日

12月15日

12月27日

１月11日

１月12日

１月14日

３月５日

沖縄県職員石澤兵吾、久米赤島・久場島・魚釣の島調査報告書

（「久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書」）、沖縄県令へ提出。

沖縄県令、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標

建設・探検の件を内務卿に上申（「第 315 号 官房甲第 38 号別

紙甲号 久米赤島外ニ島ニ付上申」）。

内務卿山縣有朋、久米赤島・久場島・魚釣島の所轄決定と国標

建設に関して太政大臣宛上申案（「官房甲第 38 号別紙乙号 太

政官上申案」）を作成、太政官上申前に、井上外務卿宛同案を

発遣。

沖縄県令、出雲丸による実地調査。同実地調査報告書（石澤兵

吾報告書「魚釣島外ニ島巡視取調概略」、出雲丸船長・林鶴丸

の「魚釣・久場、久米赤島回航報告書」）は 11 月 4 日付で在京

沖縄県大書記官森長義に提出。

井上外務卿、山縣内務卿宛回答書簡（「親展第 38 号 「外務卿回

答書簡」）を発遣、国標建設時期尚早との意を伝える。

沖縄県令より、内務卿宛上申（「第 384 号 魚釣島外ニ島ノ義ニ

付上申」）。沖縄県令、内務卿に所轄標札建設を積極的に要請。

沖縄県令、内務卿宛国標建設を求める書簡（「沖縄県令の国標

建設の書簡」）を発遣。

山縣内務卿、沖縄県令への指令案協議のため、井上外務卿へ書

簡（「秘第 218 号ノ 2」）を発遣。指令案の内容は「目下建設を

要せざる儀と可心得事」であった。

井上外務卿、山縣内務卿への同意回答書（「親展第 42 号」）発遣。

内務省、沖縄県に対し、国標建設不用の回答。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を上申（「甲第 1 号 無人島久場島魚釣島之義ニ付

伺」）。

沖縄県知事、久米赤島・久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国

標建設の件を内務・外務両大臣宛上申（「甲第 111 号 久場島釣

魚島ヘ本県所轄標杭建設之義ニ付上申」）。

内務省県治局長、沖縄県知事に「甲 69 号 内務省秘別第 34 号」

を送致、尖閣諸島照会方を求める。

内務省、閣議提出の内務省案（「秘別 133 号 久場島釣魚島ヘ所

轄標杭建設之義上申」）を作成。

内務大臣、上記案を外務大臣宛発遣、国標建設の件で外務大臣

と協議。

外務大臣陸奥宗光、「親展第 2 号 「久場島及び魚釣島ヘ所轄標

杭建設の件」を発遣、「別段異議なき旨」回答。

内務大臣、内閣総理大臣宛「秘別 133 号 標杭に関する件」（標

杭建設に関する閣議案）提出。

閣議、久場島・魚釣島の沖縄県所轄決定と国標建設を認める件

を決定、1 月 21 日沖縄県知事へ指示。

勅令第 13 号により郡制の沖縄県公布、4 月 1 日施行、沖縄県

知事は尖閣列島を八重山郡編入、魚釣島・久場島・南小島・北

小島を国有地と決定。
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標杭建設に関する閣議案」51を内閣総理大臣に提出。

＊1月14日、尖閣諸島の沖縄県所轄、標杭建設を閣議決定。内閣総理大

臣以下全閣僚の署名がなされ、尖閣諸島に日本編入と標杭建設が決定

された。内務省はこの閣議決定の内容を1月21日に沖縄県知事指令し

た52。

　また、浦野氏の『尖閣諸島・琉球・中国』の中で資料として紹介され

ている決定された閣議案は以下のとおりである。

　久場島・魚釣島の「標杭建設に関する閣議決定」

　　　　　　　　一八八五（明治一八）年一月一四日決定（東京）

　　標杭建設ニ関スル件

　秘別第一三三号

　別紙標杭建設ニ関スル件閣議提出ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治甘八年一月十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内務大臣子爵　野村靖　印

内閣総理大臣伯爵　伊藤博文殿

秘別第一三三号

標杭建設ニ関スル件

沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人ナレトモ近来ニ

至リ該島ヘ向ケ漁業ヲ試ムル者有之カ取締ヲ要スルヲ以テ同県ノ所轄トシ標

杭建設致度旨同県知事ヨリ上申有之右ハ同県ノ所轄ト認ムルニ依リ上申ノ通

標杭ヲ建設セシメントス。

右閣議ヲ請フ

　明治甘八年一月十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内務大臣子爵　野村靖　印

　　　明治甘八年一月十四日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内務書記官　印

　内閣総理大臣　花押   　　　　内閣書記官長　花押

　外務　花押　　大蔵　花押　　海軍　花押　　文部　　花押　　逓信　花押

　大臣　　　　　大臣　　　　　大臣　　　　　大臣　　　　　　大臣

　内務　花押　　陸軍　花押　　司法　花押　　農商務　花押

　大臣　　　　　大臣　　　　　大臣　　　　　大臣

別紙

　内務大臣請議沖縄県八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ト称スル無

人島ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ島ノ儀

ハ沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀会県知事上申ノ通許可スヘシ

トノ件ハ別ニ差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ。

　　　指令案

標杭建設ニ関スル件請議ノ通

　明治甘八年一月甘日　印 53　

　明治政府は、この閣議決定をもって「八重山群島北西に位置する魚釣

島、久場島」を沖縄県所轄と認めるとともに、「沖縄県知事の上申通り」

に、同島嶼に所轄標杭を建設することを決定し、尖閣諸島は、この閣議

決定および全閣僚の署名をもって正式に日本の領土として編入されるこ

とになったのである54。その後、閣議決定に基づく、わが国領土への編

入措置は、翌1896年（明治29年）４月１日、勅令第13号が沖縄に施行す

る際に、同時に行われた55。

　勅令第13号は、沖縄県に郡編制を導入する目的で明治29年３月５日に

公布され、内務省令第２号によって同年４月１日から沖縄県に施行され

ることになったのである56が、閣議決定後、尖閣諸島に関する国内法上

の領土編入措置が講じられていなかったため、同勅令が施行される際（４

月１日）に、沖縄県知事が実施した八重山郡への編入措置が、結果とし
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て行政区分上の編入措置に留まらず、国内法上の編入措置と同じような

効果を持つに至った57。すなわち、尖閣諸島に及ぼす勅令第13号の法的

効果が、尖閣諸島の日本編入という現実と、同諸島に対する日本の実効

的支配（管轄権行使の実態）を生起させ、編入措置を完了させるものと

なったのである。かくして尖閣諸島は、明治29年４月に、八重山行政区

の国有地として石垣島の土地台帳に登録され、名実ともにわが国の領土

となったのである。

　八重山行政区の国有地として石垣島の土地台帳に登録された下記の４

島は、その後、明治35年（1902年）の「沖縄県土地整理局の土地整理事

業を通じて、大浜間切登野城村とされ」、下記の如くそれぞれに地番が

つけられることとなった58。

　＊南小島：登野城村2390番地

　＊北小島：登野城村2391番地

　＊魚釣島：登野城村2392番地

　＊久場島：登野城村2393番地

　またその後、これら島嶼の地番は、明治41年（1908年）の「沖縄県特

別町村制の施行で八重山村字登野城と変更」され、大正３年（1914年）

の八重山村の４分轄で、石垣村に編入されることとなり、現在に至って

いる。なお、閣議決定で編入領土に含まれていなかった久米赤島に関し

ては、改めて、大正10年７月25日に内務省所轄領土として編入され、地

籍が設定され、島名も大正島を命名されることとなった59。

　このように明治政府は、閣議決定による正式な日本編入を行う以前か

ら、尖閣諸島に対する影響力を行使してきたわけであるが、同諸島の法

的地位を考える場合、その要件である領有意思の表明とならんで、同諸

島に対するわが国の実効的占有（実効的支配＝管轄権の行使）がその後、

どのような形で発現し、平穏かつ継続的に維持されてきたかが問題とな

る。なぜなら、先占による領土取得においては、「国家が領有意思をも
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って、無主の地を実効的に占有することが必要」とされているからであ

り60、「発見または擬似的先占」 ――「擬似的先占（fictitious occupation）

とは、「発見」+「象徴的併合」によってなされる占有であり、通常、「新

発見の土地に上陸し、国旗を掲揚したり、国家や王室の紋章を刻んだ記

念碑を建立する等の儀式」と伴う形でなされる61 ―― は、「それだけで

は領土取得の有効な権原」とはみなされないからである62。発見および

擬似的先占に基づく領有権原は、発見国に相当期間の優先的権原を付与

するが、しかしながらその権原は「未成熟な権原」にとどまり、その後

の発見国による実効的占有によって、補完され、占有が完了されなけれ

ばならないとされている63。このように実効的占有が「領土取得の要件

であるとともに、領有権維持の要件でもある」64ということからすれば、

尖閣諸島の法的地位を考察する場合、明治28年（1895年）１月14日の閣

議決定による領土編入以降の、尖閣諸島に対するわが国の実効的占有が

どのようなものであったかが重要なポイントとなってくる。

　また、その尖閣諸島に対する日本の実効的占有の考察においては、19

世紀後半以降国際法的状況を基底としてこれを判断することも必要とな

る。

　1928年のパルマス島事件以降の国際判例にしたがえば、今日的意味で

の実効的占有の概念は、19世紀前半までの「物理的占有」 ――土地の

現実的使用や地方機関による現実的支配――とは異なり、「社会的占有」 

――当該地域に対する支配権の確立―― で足りるとされており、また

さらに、その社会的占有における必要とされる実効的支配の程度も、「土

地の物理的状況や居住人口の密度によって、濃淡その度合い」を異にし、

無人島や極地などでは、「定期的巡視などの方法で国家機能を及ぼすこ

とにより、これに対する占有は有効となる」と観念されるに至っている65。

　以上の点を勘案しながら尖閣諸島に対する第二次世界大戦以前におけ

る尖閣諸島に対するわが国の実効的先占の実態について、その歴史的経

緯を追いながら簡単に考察を試みるが、結論的なことを先に述べるとす
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るならば、1970年代の初めに、台湾・中国が同諸島に対して領有権を主

張するまで、戦前を問わず、戦後においても、尖閣諸島に対するわが国

の領有権が政治的にも、これが国家間の係争問題となったことはなく、

したがって同問題が発生した1971年12月30日をクリティカル・デート（決

定的期日）とした場合、その事実を以て、領土編入から同日まで、わが

国は先占の要件である、平穏かつ継続的な実効的占有（実効的支配）を

下記で検討するように及ぼしてきたと断言できる。

　この尖閣諸島に対するわが国の実効的占有を考察する場合、同諸島に

対するわが国の影響力は、領土編入する以前から民間人の島渡、事業の

展開等で始まり、この先行した実態に合わせるかたちで、領土編入措置

がとられたという経緯を踏まえて検討する必要があろう。勿論領土編入

以前における民間人における島の調査、利用、開拓は国家の実効支配を

構成するものではないが、しかしながら領土編入以降の彼らの島での活

動は、まさしく同諸島に対するわが国の「物理的占有」（「土地の現実的

使用または定住」）の発現として、尖閣諸島に対する日本の実効的占有

を証明する何よりもの証拠となるものである。

［表－４］は、尖閣諸島における物理的占有の証となる民間人の事業活動、

開拓の歴史をまとめたものであるが、1896年６月14日に30年の無償貸借

の許可を得て始められた古賀辰四郎による尖閣諸島の開拓と、そこでの

事業活動は、無償貸借期間満了後も、彼の死後古賀善次に引き継がれ、

太平洋戦争直前、船舶用燃料の配給制で、事業廃止を余儀なくせざるを

得なくなる1940年頃迄継続されたとされている66。その間に国有地だっ

た尖閣諸島は、[ 表－４] にあるように、1932年３月31日に古賀善次の私

有地となり、その後所有権が移転され、現在の尖閣諸島4つの島は、魚

釣島が栗原國起、久場島が栗原和子、北・南両小島は栗原弘の所有とな

っているが、この古賀親子による戦前の尖閣諸島の開拓と、そこでの事

業活動（日本による物理的占有）に対して、中国等、近接する国からク

レームが付けられたという事実は、これを検証することができない。む
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しろ1919年（大正８年）の中国人遭難事件（中国福州漁民31名が魚釣島

に遭難した事件）に際しては、これを救助し、中国に送還に尽力した、

古賀善次、石垣村村長・豊川善佐、他2名に対して、長崎駐在中国領事

馮冕から感謝状が贈られるという事態も生起している67。同感謝状には、

「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和平島」との記述があり、当時中

華民国政府は、同諸島に対する日本の実効的支配を認め、これを日本の

領土として位置付けていたのである。この事実は、尖閣諸島の法的地位

を論証する場合、エストッペルの原則に照らして、わが国の領有権の存

在を証明する重要な証拠となる。

[ 表－4]　日本人による尖閣諸島開拓の歴史

（浦野著『尖閣諸島・琉球・中国』p.p.136-137を基に参考に作成）

年 月  日 事          項

1884

(M.17)

1891

(M.24)

1893

(M.26)

1895

(M.28)

1895

1896

(M.29)

1897

(M.30)

1918

(T.7)

1926

(T.15)

1932

(S.7)

1972

(S.47)

1978

(S.53)

1988

(S.63)

１月14日

６月14日

９月

８月15日

９月

４月

１月１日

古賀辰四郎、尖閣諸島で漁業、鼈甲の捕獲、貝類の採取、アホ

ウ鳥羽毛の採取。

伊沢矢喜太が魚釣島、久場島で海産物とアホウ鳥羽毛を採取。

永井喜右門、松村仁之介が黄尾嶼でアホウ鳥羽毛を採取。

閣議決定により、久場島、魚釣島を日本国編入

古賀辰四郎、４島の借用願提出。

政府、古賀辰四郎に対し４島の 30 年間無料借用の許可付与。

古賀辰四郎、須磨丸で尖閣諸島開拓に着手。

古賀辰四郎死去、古賀善次が事業継承。

古賀善次、４島の有料借用へ切り替え。

古賀善次、国有地 4 島の払下げ申請。３月 31 日認可。

古賀善次、南小島、北小島を栗原國起に譲渡。

古賀善次死去（３月５日）、古賀花子、魚釣島を栗原國起に譲

渡。

古賀花子死去、遺言で栗原國起が遺産継承。
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　以上の物理的占有の現実だけで、戦前におけるわが国の尖閣諸島に対

する実効的支配を十分に証明することができると思われるが、社会的占

有という観点から、同諸島に日本がどのような実効的支配を及ぼしてき

たのかについて、若干さらに検討を試みる（［表－２］、［表－５］参照）。

　前述したように、20世紀以降における国家による実効的占有の要件は、

社会的占有（＝支配権の確立）が事実として証明できればそれでよしと

されており、さらに無人島や極地などの地域においては、常態的権力の

存在は必要とされず、「いつでもこの地に権力を行使しうる態勢が整っ

ていれば足り」68、「定期的な巡回を行い、また常時問題の地域へ出動

できる態勢を整えておけばよい」とされる69。

　この社会的占有の要件に照らして考えれば、尖閣諸島におけるわが国

の国家権力の行使は、十分にその要件を満たしているということができ

る。［表－２］で明らかなように、明治政府は領土編入以後も尖閣諸島

に対して繰り返し実地調査を繰り返しており、また、［表－５］に示す

ように、1895年（明治28年）に領土編入して以来、これを国内行政措置

を通じて沖縄県所轄の行政区に編入し、行政管轄権を行使してきた。そ

の管轄権行使を何よりも雄弁に物語るものは、わが国の領土として地籍

が与えられ、わが国の官有地（大正島、沖ノ北岩）及び私有地（魚釣島、

久場島、北小島、南小島）とされ、私有地に関しては地租税が課されて

いることであろう。1940年の対日本航空機不時着事件に際しても、警察

官が派遣され捜査および救助活動が展開されており70、「常時問題地域

へ出動できる態勢が整えられていればよい」とする、必要とされる支配

権の行使基準は十分にその要件を満たしていると考えられる。
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[ 表－5]　尖閣諸島に対する日本の実効支配

（浦野著『尖閣諸島・琉球・中国』p.p.134-35を基に作成）

まとめ
　以上考察したように、黒船の来航で永きにわたった鎖国政策を放棄し、

近代国民国家として、その第一歩を踏み出した明治政府の、国防的観点

から始まった先占による周辺領域の領域画定地域の一つとして1895年の

わが国の領土として編入された尖閣諸島は、第2章、第３章で考察した

年 月  日 事          項

1895

(M.28)

1896

(M.29)

1896

1896

1896

1901

1902

(M.35)

1903

(M.36)

1907

(M.40)

1908

(M.41)

1908

(M.41)

1914

(T.3)

1919

(T.8)

1927

(S.2)

1940

(S.15)

1945

１月14日

３月５日

７月14日

12月21日

12月21日

５月

12月

１月１日

８月19日

７月13日

７月25日

２月６日

６月30日

閣議決定により、久場島、魚釣島を日本国編入

勅令第 13 号公布（沖縄に郡制導入）。4 月 1 日施行。沖縄県知事、

尖閣諸島を八重山郡に編入、魚釣島・久場島・南小島・北小島

を国有地と決定。

沖縄県土地整理事務局官制公布。

沖縄県間切島規程公布。

土地整理調査委員会の調査着手。

臨時沖縄土地整理事務所、尖閣諸島の実地調査（実地測量）、

1903 年 10 月 21 日完了。

沖縄県、土地整理局の土地整理事業を通じ、尖閣諸島を大浜間

切登野城村と決定、地番設定、八重山税務署土地台帳記載。

宮古、八重山に地積条例、国税徴収法公布。

福岡鉱山監督署、古賀辰四郎の尖閣諸島での燐鉱採掘願を許可。

沖縄県島嶼特別町村制施行、尖閣各島嶼の地番八重山村字登野

城と変更。

熊本営林局、尖閣諸島4 島の国有林野台帳を沖縄県より引き継

ぐ。

八重山村の石垣、大浜、与那国の 4 分割で尖閣諸島は石垣村に

編入。

中国福建省漁民 31 人が魚釣島に遭難。古賀善次が救助、中国

へ送還。

久米赤島（大正島）を国有地と指定。

大日本航空機の連絡便（福岡―那覇―台湾ルート）が魚釣島に

不時着。高嶺世太八重山警察署長、仲本巡査部長、漢那刑事ら

が、遭難者救助のため急行（奥原「尖閣列島と日本の領有権」）。

台湾疎開途中の石垣町民 180 人が、米軍機の銃撃で魚釣島に漂

着、8 月 13 日に救出（浦野教授は、戦時においても、魚釣島

に関する管制は行き届いていたとする。奥原教授によれば、遭

難町民を救助すべく警察官と軍関係者が石垣島から派遣された

とされる）。
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ように、明治政府による入措置以前においては、帰属先未定の無の地で

あったということができる。明治政府はその事実を実地調査で繰り返し

確認し、同島嶼における日本人の活動の活発化に伴い、国内行政上の措

置の必要性から領土編入するに至ったのである。先占による領土取得権

原の要素である、領有意思とその意思の発現としての実効的支配は、少

なくとも1940年頃までは、古賀氏による尖閣諸島における事業活動の展

開によって、社会的占有にとどまらず、物理的占有の要件を満たすもの

として、領土編入以来継続的になされてきたという現実を認めることが

できる（社会的占有に関しては、1945年の石垣町民魚釣島遭難事件から

すれば、わが国は終戦の年まで、同島嶼に対し実効的支配を及ぼしてい

たことが確認されよう）。

　そしてまたその後の法的地位に関しても、尖閣諸島は、サンフランシ

スコ平和条約における日本領土の処分において、第２条による領域権原

および請求権の放棄の対象地域とはされずに、第３条による処分による

処分の対象とされ、戦後、沖縄と共にアメリカの施政権下に置かれてい

る点を考えれば、1940年以降から終戦に至るまでの期間は日本の社会的

占有の下に、1951年から1972年の沖縄返還に至るまでの間においても、

直接的な管轄権の行使に関しては極めて厳しい状況でありながらも、そ

の法的地位は日本の潜在的主権の下にあったということができ、その尖

閣諸島に対する日本の領有権は、対外的には米国民政府と琉球政府によ

る管轄権の行使を介して、戦後も継続して平和的かつ継続的に維持され

てきたと考えられるのである。
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1   台・中両政府の尖閣諸島に対する領有権の主張は、1968年の ECAFE の調査で、東シナ
海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性が指摘されて以降のことである。それ以
降俄かに尖閣諸島が注目されるようになり、沖縄返還を直前に控え、両政府とも公式に
領有権主張するようになった。同諸島に対する公式な領有意思の表明は、中国政府より
もむしろ国府の方が早く、奥原敏雄教授によれば、1970年８月30日の参議院沖縄及び北
方問題特別委員会での愛知外相発言に対する批判動議や、同年８月27日の中華民国国民
大会代表全国連誼会の決議、また同じく9月30日の台湾省会議の決議（「釣魚台列嶼主権
維持の臨時決議」）において確認することができるとされおり（奥原敏雄「尖閣列島の領
有権問題」http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page026.html：アクセス2011.3/16）、
またその意思は、1971年4月20日の「釣魚列嶼の主権に関する台湾当局外交部声明」とし
ても明らかにされている。こんかいの考察では、領有権主張国として中国のみを取り上
げるが、それは、中・台両国が同じく歴史的理由を根拠に領有権の主張を展開している点、
また同諸島に対する日中間の対立が深刻な政治問題へと発展していることを理由とする。

2   http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp ～ worldjpn/documents/texts/JPCH/1971123.O1J.html（ ア
クセス：2011.8/24）。

3   http://www.mofa.go.jp/mogaj/area/senkaku/index.html( アクセス：2011.5/4)。
4   孫崎亨著『日本の国境問題』筑摩書房、2011年、p.p.73-83等参照。
5   アジア太平洋地域の冷静構造については、原貴美恵著『サンフランシスコ平和条約の盲

点』渓水社、平成17年、p.p.11-28参照。
6 　太壽堂鼎著『領土帰属の国際法』東信堂、1998年、p.p.157-158。芹田健太郎著『日本の

領土』中央公論社、2010年、p.p.22-30。
　　なお、琉球の日本領土編入に関しては、明治政府は次のように２段階の措置を講じて、

1609年以来薩摩藩の付庸国でありながらも、また同時に中国の冊封国でもあった琉球王
国を日本の版図に組み入れた。まず、1871（明治４）年の廃藩置県に伴い、同年８月に
琉球諸島を鹿児島県の所轄管轄下に置いた。翌72年９月28日、「太政官布告をもって、琉
球王国の条約締結権を剥奪し」、10月16日琉球国王の尚泰を琉球藩王に任じ、琉球藩を成
立させ、これを日本の律令制に基づく地方行政区分である「令制国」として位置付け、
これを外務省の直轄地とした（第一次琉球処分：琉球王国⇒琉球藩）。この日本の政策に
対して清国が反発、琉球に対する領有権を主張するに至ったが、明治政府は、1871年に
おこった牡丹社事件（宮古島民台湾遭難事件）をきっかけとして、1874（明治７）年に
台湾出兵を行い、条約上、琉球が日本の版図であることを認めさせとともに、同年７月、
琉球藩の所管を外務省から内務省に移管し、他府県と同列の扱いとし、1879（明治12）
年４月４日には琉球藩を廃止して沖縄県を設置し、琉球王国の併合を完了させた（第二
次沖縄処分：琉球藩廃止⇒沖縄県の設置）。以上、芹田同上、p.29、浦野起央著『増補版 
尖閣諸島・琉球・中国―日中国際関係史―』三和書籍、p.p.94-116を参照。

7   浦野前掲書、p.p133-134、太壽堂前掲書、p.202。
8 　太壽堂前掲書、p.158。
9  「内地」とは、総督府等の植民地政府が置かれない政府直轄の領土であり、「外地」とは、

植民地政府が置かれた台湾、朝鮮、関東州、南洋群島の海外属領のことであり、同地域は、
日・英・米・仏が、互い権利の相互尊重、および紛争の共同解決を約束した「太平洋方
面に於ける島嶼たる属地及び島嶼たる領地に関する4カ国条約」において、日本の領土と
して認定されたものである（http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/
pw/19211213.T1J.htkl：アクセス2011.8/11）。大正７年４月17日に公布された「共通法」（大
正7年法律第39号）では、同法の適用地域として、内地と、その他の、朝鮮、台湾、関東
州、南洋諸島とを列挙している。

10  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

〈注〉
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15   同上、p.p.11-12。
16   同上、p.18。
17   同上、p.11。
18   同上、p.11。
19   同上、p.p.30-31。
20   同上、p.p.57-65。
21   同上、p.94。
22   荒木教夫「領土・国境紛争における地図の機能」『早稲田法学』74巻３号（1999）、

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2355/1/A03890546-00074030001.
pdf（アクセス：2011.8/15）。

23   奥原敏雄「尖閣列島の領有権問題」（http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page026.
html、アクセス：2011.3/16）。

　　奥原氏は、「明代及び清代の冊封諸使録は、主として航路上の目標としての関心から、
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　 奥原敏雄「明代および清代における尖閣列島の法的地位」、http://akebonokikaku.
hp.infoseek.co.jp/page007.html( アクセス：2011.3/16)。

24   浦野起央著『尖閣諸島・琉球・中国―日中関係史』三和書籍、2005年、p.73。
25   奥原敏雄「動かぬ尖閣列島の日本の領有権」（昭和48年「日本及日本人」新年号）

http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page026.html( アクセス :2011.3/6)。
　　1871年には、台湾に漂着した宮古島・八重山群島住民66人中54人が、牡丹社（パイワン族）
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したとされる（浦野前掲書『尖閣・琉球・中国』p.109）。奥原教授が「少なくとも1871
年以前においては…台湾府の疆界の外にあった」とするのは、この事実を根拠としてい
ると考えられる。

26   http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html( アクセス :2011.5/4)。
27   太壽堂、前掲書、p.p.61-62。
28   奥原敏雄「尖閣列島と領有権帰属問題」（『朝日アジアレビュー』通巻10号、1972年第2

号）http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page002.html( アクセス：2011.7/2)。
29   尖閣諸島研究会「尖閣列島と日本の領有権」『季刊 沖縄』第56号、p.9）。
30   同上、p.9。
31   奥原「尖閣列島編入経緯』参照。
　 http://senkakujapan.nobody.jp/page058.html ( アクセス：2011.6/18)。
32   浦野教授によれば、大城永保なる人物は、1859年、「清国航海の途次、魚釣島・黄尾嶼・

赤尾嶼の三島に接岸して、これらの三島の地勢・植物・鳥類を調査した」人物とされて
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いる（浦野前掲書、p.128）。
33   前者の大城永保聴取報告書（「久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書」）は明治18年
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（アジア歴史資料センター）Ref.A03022910000、公文別録・内務省・明治十五年～明治
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page080.html( アクセス :2011.3/16)。
40   奥原同上。
41  http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/senkaku/teikokuhanto/1885-09-22nishimura.
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69   同上、p.99。
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中学校社会科歴史的分野における
北海道遺産を活用した授業実践と効果

―五稜郭と箱館戦争の遺構を事例として―

Teaching Practice and the Effect of Using Hokkaido Heritage
in the Study of History in Junior High School

菊　地　達　夫
KIKUCHI Tatsuo

　　　　　　キーワード：文化遺産、北海道遺産、歴史的人物、五稜郭、
　　　　　　　　　　　　箱館戦争　

要旨
　本研究は、中学校社会科歴史的分野において文化遺産（北海道遺産）を教材活
用して、その有効性を検証しようとするものである。文化遺産（北海道遺産）の
教材として、「五稜郭と箱館戦争の遺構」を取り上げた。また、単元としては、「江
戸幕府の滅亡」で実施した。
　文化遺産（北海道遺産）の有効性は、事後アンケート調査結果において、高い
効果を確認するまでには至らなかった。他方、その結果を受け、改善すべき方向
性は浮き彫りとすることができた。具体的には、歴史的人物と文化遺産の関係性
を明確化することで、内容理解できる可能性は高いものと考えられる。

苫小牧駒澤大学紀要　第24号（2011年12月７日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 24, 7 December 2011
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Ⅰ．はじめに　

　社会系教科（小学校・中学校社会科、高等学校地理歴史科、公民科）

における新学習指導要領では、言語活動、社会参画、伝統と文化、宗教

に関する内容の導入や充実を主たる特色にしている。ただ、言語活動の

充実のように、全教科等に導入しているものもある。

　平成20年版中学校学習指導要領社会における歴史的分野の目標の一つ

に、「国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上

の人物と現在に伝わる文化遺産を、その時代や地域との関連において理

解させ、尊重する態度を育てる」という内容がある。また、内容の取扱

いでは、「～それぞれの人物が果たした役割や生き方などについて時代

的背景と関連付けて考察させるようにすること、その後、身近な地域の

歴史上の人物を取り上げることにも留意すること」とある。伝統と文化

の学習活動の場合、歴史的分野の中での授業実践を想定している。

　他方、北海道や沖縄の歴史的事実を取り上げる場合、現在の地理的空

間（国民国家の領域）と相違することがある。現在の日本国の領域は、

明治期以降に確定したものである。その過程では、日露戦争、日中戦争、

第2次世界大戦において、領域は多少変更した。ただ、沖縄県、小笠原

諸島、サハリンを除く北海道、本州、四国、九州の領域は、明治期以降、

不変と考えてよかろう。よって、北海道や沖縄の場合、文化遺産の生起

した時期（明治期の以前・以後）によって、捉え方は変わってくる。

　小稿では、歴史的分野の単元「江戸幕府の滅亡」に着目し、その中で

北海道に生起する文化遺産（北海道遺産）を取り上げた授業実践（第２

学年２クラス46名）を行い、その活用の有効性を検証しようとするもの

である。また、中学校社会科の歴史的分野は、地理的分野との並行展開

（π型）を基礎としている。そのため、歴史的事実（文化遺産）を通じ

ての地理的の見方・考え方の応用性についても触れたい。
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Ⅱ．調査方法と教材　

　本調査は、日高振興局内の中学校社会科教員の全面的な協力のもと、

文化遺産（北海道遺産）の教材選択、それの学習指導案の作成を行い、

授業実践の終了後、アンケート調査を実施した（2010年９月実施）。よ

って、主たる調査資料は、事後アンケート調査結果と学習指導案である。

なお、事後アンケート調査項目は、地理的分野においてアイヌ語地名（北

海道遺産）を教材活用した研究授業時（2010年９月実施）のものと同じ

である。

　まず、授業実践における教材「五稜郭と箱館戦争の遺構」の概要につ

いて述べる。「五稜郭と箱館戦争の遺構」は、52件選定の北海道遺産の1

つである。遺産の地理的位置は、函館市はもちろん周辺町村を含む広域

なものである。とりわけ、箱館戦争の遺構が、広域に分布する。また、

時期は、明治期の前後（箱館戦争の終結は明治の年号）にあたる。

　具体的な遺産は、鷲ノ木（森町）、峠下（七飯町）、二股口（北斗市）、

館城跡（厚沢部町）、乙部海岸（乙部町）、開陽丸沈没地（江差町）、矢

不来（北斗市）、福山城（松前町）、五稜郭（函館市）、土方歳三最期の

地碑（函館市）、へっ血碑（函館市）である。その多くは、主要な戦場

地となった場所である。

　今回の教材活用では、「五稜郭と箱館戦争の遺構」の内、五稜郭と主

要な歴史上の人物（榎本武揚・土方歳三ほか）に限っている。ただ、単

なる戦争遺構と関係者という位置付けに留まらない。箱館戦争の終結は、

江戸幕府の終わりと明治維新の始まりという歴史的な重要転換期であ

り、加えて近代国家形成の出発点と捉えることができる。とりわけ、今

日ある資本主義経済体制の日本は、北海道函館に原点があると解釈する

ことができよう。
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Ⅲ．授業内容と評価　

　１　授業内容

　今回の授業実践の目標は、①資料を選択し、周りと協力し合ってわか

りやすく発表することが出来ること、②江戸幕府滅亡の過程を理解する

ことである。授業時数は、８時間の学習計画（第５章　開国と近代日本

の歩み　１．欧米の進出と日本の開国）であり、本単元（江戸幕府の滅

亡）の内容は、後半4時間を配当した。なお、今回の授業実践における

調べ学習は、そのうちの３時間としており、以下で授業展開を述べる。

　まず、最初の授業（１時間目）の導入において、「五稜郭」の写真を

提示し、名称に対する発問をした。その解答を受けて、「五稜郭」の歴

史的事実について簡単な解説をした。それに続き、「徳川慶喜」「西郷隆

盛」「岩倉具視」「土方歳三」「榎本武揚」の人物写真を提示し、氏名の

紹介をした。

　それをふまえ調べ学習課題の提示をした。具体的には、５人の歴史上

人物の中から１人を、調べる対象に選び、図書資料やインターネットを

活用して、1863年から1869年までの人物の活動をグループに分かれて調

べ、その成果をポスター作成と口頭発表するものである。調べる時間は、

本時の後半（25分間）と次の時間（２時間目　50分間）を合わせた75分

間である（放課後等の時間活用は任意）。グループは４～５人とし、調

べる対象の歴史的人物を網羅できるよう５グループに調整した。

　最後の時間（３時間目）では、グループごとに発表時間６分間を設定

して、口頭発表をした。その際、他のグループの発表に対して「良い点」

と「努力が必要な点」をワークシートに記入させた。まとめでは、5名

の歴史上人物に関わる事項（大政奉還・王政復古・戊辰戦争）を板書し、

歴史的事実の理解に努めた。最後に、再び「五稜郭」の写真を提示し、
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戊辰戦争の終戦地であることを確認した。また、戦争遺構（文化遺産）

が、北海道遺産に選定保存されていることにも触れた。

　今回の調べ学習は、単なる歴史上の人物を調べるのではなく、活動時

期（1863年～ 1869年）を限定しながら、「五稜郭」（文化遺産）との関

係を模索できるかに、重きを置いている。ゆえに、歴史的分野の目標の

一つである「国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした

歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を、その時代や地域との関連にお

いて理解させ、尊重する態度を育てる」にそった調べ学習活動になって

いる。加えて、文化遺産は、偶然に残存していたものではなく、地域住

民の愛着や思いを通じて保存活用されている。北海道遺産の選定保存に

触れた点は、伝統と文化に対する愛着の育成にも寄与できる。

第１表　指導目標

（1）　学習指導要領から

　開国とその影響,富国強兵・殖産興業政策,文明開化などを通して、

新政府による改革の特色を考えさせ , 明治維新によって近代国家の

基礎が整えられて,人々の生活が大きく変化したことを理解させる。

（2）　単元の目標

関心、意欲、

態度

社会的思考、

判断

技能、表現

知識、理解

　欧米諸国のアジア進出から江戸幕府滅亡に至るまでの歴史

の学習を通して、歴史的事象のもつ意義や人物の生き方に関

心を持ち、積極的に調べようとする態度を育てる。

　教科書の記述内容、資料の読み取り、周囲との意見交換を

通して歴史の流れに対する考察を深める。

　資料を活用しながら、自分たちの言葉を使って考えた内容

をまとめることができる。

　欧米諸国のアジア進出に伴って、日本の社会も変化してい

く過程を理解することができる。
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学習計画

第５章　開国と近代日本の歩み　1. 欧米の進出と日本の開国

第２表　本時の指導（案）について

（1）　本時の目標

①　資料を選択し、周りと協力し合ってわかりやすく発表することが出

来る。

②　江戸幕府滅亡の過程を理解する。

①近代革命の時代１

②近代革命の時代２

③産業革命と欧米諸国

④開国と不平等条約

⑤江戸幕府の滅亡１

⑥～⑦江戸幕府の滅亡

２，３（本時）

⑧江戸幕府の滅亡４

（本時）

　同時代の日本の様子を、年表を使用して比較しな

がら、イギリスの近代革命、アメリカの独立の経緯

を理解する。

　アメリカ独立宣言や人権宣言の内容を読み取り、

この頃から欧米諸国で自由,平等,人民主権といった

考え方が明文化され始めたことを理解する。

　産業革命により工業が飛躍的に発展した反面、社

会に歪みが生まれ、思想や政治の面にも影響が及ん

だことを考察する。

　アヘン戦争や太平天国の乱、インドの大反乱を例

に欧米諸国のアジア侵略が進んでいることを理解し、

今後の日本国内の動きについての見通しを持つ。

　尊皇攘夷運動が急速に高まる中、長州藩と薩摩藩

が倒幕,新政府樹立に向けて同盟を結ぶまでの過程

を理解する。

　江戸幕府滅亡に関係の深い人物に関する調べ学習

を通して、それぞれの人物が持っている視点や、生

き方などに関する理解を深める。

　調べた内容を発表し、欧米のアジア進出から日本

開国までの歴史の流れを理解し、後の富国強兵・殖

産興業政策へとつながっていくことに気付く。また、

江戸幕府滅亡という歴史上重要な転換点の現場の１

つが自分たちの住む北海道にあることを理解する。
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（2）　授業の展開

　　（１日目）

学習内容
(時間)

導入
(５分)

展開１
(10分)

展開２
(25分)

まとめ
(10分)

学習内容
(時間)

○生徒の活動
●教師の活動　・補足事項
「　」発問，予想される発言
※資料等

●五稜郭の写真を掲示。
●「この場所の名前を知っていま
すか」
○「五稜郭」
(わからない場合はヒントを掲示)
●「五稜郭」は江戸幕府13代将軍
の徳川家定の命令により、1866年
に築城されました。日本の開国に
伴い、外国からの攻撃に備え防衛
力を強化する、という目的のため
です。」
●「しかし五稜郭は1868年幕府軍
対新政府軍の戦いの舞台となり、
翌年幕府軍が敗れると、城として
の役割を終えました。江戸幕府自
体も1868年の時点で滅亡していま
す。」
●今回から、江戸幕府滅亡に関係
の深い人々について勉強します。
●黒板に『徳川慶喜』『西郷隆
盛』『岩倉具視』『土方歳三』
『榎本武揚』の写真を掲示する。
それぞれの名前を簡潔に紹介する。
●「これから皆さんに、今挙げた
５名が1863年から1869年までに行
ったことを調べてもらいます。」
●「今回は調べたい人物が同じ人
でグループを作り、協力して作業
を進めて発表をする方式で進めま
す。調べた結果は模造紙でポスタ
ーにし、クラス全員の前で発表を
してもらいます。」
●「このクラスは24(23)人ですか
ら、人物一人当たり4～5人が入る
ことになります。特定の人物に人
数が集中することが無いように、
工夫してグループ作りをしましょ
う。」
○写真の下に自分の名前を書く。
(制限時間3分)
●「それでは、作業を開始します。
もし何か特別に必要なものがあれ
ば相談してください。図書室やパ
ソコン室に行っても構いません。
終了10分前に、一旦教室にもどっ
て、作業の進行状況を発表してく
ださい。」
○グループに分かれ、作業を開始
する。
○グループの代表者が作業の進行
状況報告を行う。

○生徒の活動
●教師の活動　・補足事項
「　」発問，予想される発言
※資料等

研究との
関わり

・江戸幕府滅
亡の舞台とな
った場所を最
初に掲示し、
印象付ける。

・五稜郭が歴
史上の重要な
転換点の現場
になっている
ことに気付か
せる。

研究との関わ
り、補足事項
など

★　評価方法
☆　評価基準
・　留意事項

★机間指導
☆グループ内
で協力しあっ
て作業を進め
ることができ
ているか。

★　評価方法
☆　評価基準
・　留意事項
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２日目

（この日は前時に引き続いて調査活動を行う。終了10分前に１日目と同

様、作業の進行状況報告を行う）

学習内容
(時間)

導入
(５分)

展開１
(10分)

展開２
(25分)

まとめ
(10分)

学習内容
(時間)

○生徒の活動
●教師の活動　・補足事項
「　」発問，予想される発言
※資料等

●五稜郭の写真を掲示。
●「この場所の名前を知っていま
すか」
○「五稜郭」
(わからない場合はヒントを掲示)
●「五稜郭」は江戸幕府13代将軍
の徳川家定の命令により、1866年
に築城されました。日本の開国に
伴い、外国からの攻撃に備え防衛
力を強化する、という目的のため
です。」
●「しかし五稜郭は1868年幕府軍
対新政府軍の戦いの舞台となり、
翌年幕府軍が敗れると、城として
の役割を終えました。江戸幕府自
体も1868年の時点で滅亡していま
す。」
●今回から、江戸幕府滅亡に関係
の深い人々について勉強します。
●黒板に『徳川慶喜』『西郷隆
盛』『岩倉具視』『土方歳三』
『榎本武揚』の写真を掲示する。
それぞれの名前を簡潔に紹介する。
●「これから皆さんに、今挙げた
５名が1863年から1869年までに行
ったことを調べてもらいます。」
●「今回は調べたい人物が同じ人
でグループを作り、協力して作業
を進めて発表をする方式で進めま
す。調べた結果は模造紙でポスタ
ーにし、クラス全員の前で発表を
してもらいます。」
●「このクラスは24(23)人ですか
ら、人物一人当たり4～5人が入る
ことになります。特定の人物に人
数が集中することが無いように、
工夫してグループ作りをしましょ
う。」
○写真の下に自分の名前を書く。
(制限時間3分)
●「それでは、作業を開始します。
もし何か特別に必要なものがあれ
ば相談してください。図書室やパ
ソコン室に行っても構いません。
終了10分前に、一旦教室にもどっ
て、作業の進行状況を発表してく
ださい。」
○グループに分かれ、作業を開始
する。
○グループの代表者が作業の進行
状況報告を行う。

○生徒の活動
●教師の活動　・補足事項
「　」発問，予想される発言
※資料等

研究との
関わり

・江戸幕府滅
亡の舞台とな
った場所を最
初に掲示し、
印象付ける。

・五稜郭が歴
史上の重要な
転換点の現場
になっている
ことに気付か
せる。

研究との関わ
り、補足事項
など

★　評価方法
☆　評価基準
・　留意事項

★机間指導
☆グループ内
で協力しあっ
て作業を進め
ることができ
ているか。

★　評価方法
☆　評価基準
・　留意事項

展開
(40分)

まとめ
(10分)

●「それでは発表会を開始しま
す。」
○発表順は、１日目に途中経過を
発表したグループ順。(発表時間6
分)
○自分たち以外のグループの発表
が終了するたびに、「良い点」
「努力が必要な点」をワークシー
トに記入する。

●「今まで調べてきた人たちは、
江戸幕府滅亡に関する、大きな出
来事３つに関わっています。」
●
『1867年慶喜　　　　　　　 』
『1867年西郷,岩倉　　　　　』
『1869年　　　　　　　
→これにより江戸幕府滅亡』
と板書する。
●ノートに、空欄に当てはまる言
葉を教科書から探して書きなさい。

○教科書の太字を写す。出来たら
周りと確認。
●五稜郭の写真を再掲示。
●「彼らの最後の戦いの舞台とな
ったのがこの五稜郭。つまりは
『江戸幕府終焉の地』なので
す。」
●「この歴史的意義の重要性から
『北海道遺産』に登録され、後世
に引き継ぐべき北海道の宝物とし
て大切に保存されているので
す。」

・今まで調べ
た人物は、五
稜郭に直接的、
間接的な関わ
りをもってい
ることを理解
する。

★発表内容
☆５人の薩長
同盟～江戸幕
府滅亡までの
時期の動向が
わかりやすく
まとめられて
いるか。
★ワークシー
ト記入内容
☆他のグルー
プの発表を正
当に評価でき
ているか。

☆机間指導
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２　授業評価

　事後アンケート調査結果（5段階評価）では、江戸幕府の滅亡過程、

五稜郭と箱館戦争の内容理解、北海道遺産の概要や選定保存の理解につ

いて尋ねた。いずれも、低評価（理解度2・1）について一定の割合（江

戸幕府42％・五稜郭等37％・北海道遺産40％）があった。本結果のみで

授業実践を評価すれば、十分な理解に達していないと判断できる。

第１図　事後アンケート調査結果（５段階評価）

資料）アンケート調査（回答数46人・無回答は除く）

展開
(40分)

まとめ
(10分)

●「それでは発表会を開始しま
す。」
○発表順は、１日目に途中経過を
発表したグループ順。(発表時間6
分)
○自分たち以外のグループの発表
が終了するたびに、「良い点」
「努力が必要な点」をワークシー
トに記入する。

●「今まで調べてきた人たちは、
江戸幕府滅亡に関する、大きな出
来事３つに関わっています。」
●
『1867年慶喜　　　　　　　 』
『1867年西郷,岩倉　　　　　』
『1869年　　　　　　　
→これにより江戸幕府滅亡』
と板書する。
●ノートに、空欄に当てはまる言
葉を教科書から探して書きなさい。

○教科書の太字を写す。出来たら
周りと確認。
●五稜郭の写真を再掲示。
●「彼らの最後の戦いの舞台とな
ったのがこの五稜郭。つまりは
『江戸幕府終焉の地』なので
す。」
●「この歴史的意義の重要性から
『北海道遺産』に登録され、後世
に引き継ぐべき北海道の宝物とし
て大切に保存されているので
す。」

・今まで調べ
た人物は、五
稜郭に直接的、
間接的な関わ
りをもってい
ることを理解
する。

★発表内容
☆５人の薩長
同盟～江戸幕
府滅亡までの
時期の動向が
わかりやすく
まとめられて
いるか。
★ワークシー
ト記入内容
☆他のグルー
プの発表を正
当に評価でき
ているか。

☆机間指導



（97）

苫小牧駒澤大学紀要　第24号　2011年12月

　その要因は、歴史的人物と五稜郭や箱館戦争との関係性の強弱にあっ

たと考えられる。今回５人のうち、五稜郭や箱館戦争に直接関係してい

る人物は、土方歳三と榎本武揚のみであった。他の徳川慶喜、西郷隆盛、

岩倉具視は、関連性はあるものの直接的ではない。加えて、教科書では、

後者の名前がよく出ている。よって、後者３人を調べたグループでは、

五稜郭や箱館戦争の内容にあまり触れることができない。さらに、調べ

学習課題では、活動時期（1863年～ 1869年）の設定もあった。すなわち、

1863年から1869年までの歴史上の人物の動きは知ることはできるもの

の、他の人物や他の歴史的事実との関連性や発展性へ気づくには、限界

があったと推測する。また、調べ学習の形態が、グループ学習活動であ

った点も不利に働いたものと考える。１人が気づいたとしても、それを

グループ内で共通理解する必要性がある。個人的な活動とは違い、関連

性や発展性をグループで調べることには、やや遠慮がちになりかねない。

　他方、授業全体を通じての感想記述や興味関心をみれば、否定的な評

価ばかりではない。とりわけ、興味関心では、北海道遺産がどのような

ものかもっと知りたいという意欲的な回答がみられる。例えば、「北海

道遺産に今、どのようなものが登録されているか知りたい」や「北海道

遺産になる過程について知りたい」という回答があった。また、内容理

解では、地域の歴史認識や場所的な理解（戦争遺構）を伺える回答もみ

られた。例えば、「北海道も歴史上でけっこう重要な役割を果たしてい

ると思った」や「箱館戦争の順序がわかった」という回答があった。

３　授業の改善

　事後アンケート調査結果を受けて、改善点が浮き彫りになった。歴史

上の人物と文化遺産との内容理解では、直接的な関連のある歴史的事実

に絞り込むことが、より有効と考えられる。今回の場合、土方歳三や榎

本武揚における行動、五稜郭（文化遺産）との関連性を調べることが適

当であった。これらを調べることで、箱館戦争の歴史的事実がわかり、
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その戦争要因を突き詰めると大政奉還や王政復古につながる。これらの

歴史的事実では、徳川慶喜、西郷隆盛、岩倉具視の名も挙がってくるだ

ろう。

　今回の授業実践では、文化遺産（北海道遺産）の教材活用について、

事後アンケート調査結果（数値的評価）では有効性を確認できなかった。

ただ、その結果をもって、直ちに有効性を否定することはできない。す

なわち、歴史的人物と文化遺産との関連性を明確化することで、より一

層の理解につながる可能性は高い。

Ⅳ．歴史的事実を通じての地理的空間の認識　

　すでに述べたように、五稜郭は、箱館戦争における旧幕府脱走軍と新

政府軍の終戦地であった。他方、戊辰戦争という枠組みでは、鳥羽・伏

見の戦い（京都）に始まり、上野戦争（東京）、長岡京の戦い（長岡）、

会津の戦い（会津若松）と続き、箱館戦争（函館）で終結という経年的

変化（1868年～ 1869年）に加え、地理的変化（近畿、関東、東北、北

海道）もある。とりわけ、地理的には、最終戦地が、なぜ箱館（函館）

だったのか、既習の歴史的事象（合戦や歴史的人物の動き）と地理的分

布を通じて思考させることができる。

　また、箱館戦争では、五稜郭を旧幕府脱走軍が攻めて占領し、やがて

新政府軍に攻め込まれるという攻防があった。その過程では、旧幕府脱

走軍と新政府軍において、五稜郭までの攻め方が、地理的に相違してい

る。旧幕府脱走軍の場合、森町や旧南茅部町といった太平洋側からの進

撃であり、新政府軍の場合、乙部町の日本海側からの進撃であった。こ

うした地理的相違は、どのような理由があるのか、地理的条件について

思考させることができる。

　さらに、五稜郭を起点とした場合、旧幕府脱走軍（北東部）と新政府

軍（北西部）いずれも北側に上陸し、南へ進撃している。このようにみ
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れば、地理的には共通しており、別な視点で地理的条件について思考さ

せることもできる。

　以上から、合戦や戦争の歴史的事実では、地理的な見方や考え方を活

用しやすい。とりわけ、地理的条件として自然環境が深く関係しており、

人文的事象と自然的事象の関係性の認識に効果がある。よって、地理的

分野で学習した地理的な見方や考え方は、歴史的分野の授業に意図的に

導入することで、さらに学習効果を高めることができる。

　地理的分野（新学習指導要領）では、地理的主題を中核とした動態地

誌的なアプローチを特色としている。地理的主題には、自然環境、歴史

的背景、他地域との結びつきといった考察視点が挙がっている。よって、

今回の授業実践では、地理的分野の応用的側面として位置付けることも

可能になってくるであろう。

Ⅴ．おわりに　

　小稿は、中学校社会科歴史的分野の授業実践として、文化遺産（北海

道遺産）を教材活用して、その有効性を検証しようとするものであった。

すでに述べたように、その結果は、事後アンケート調査結果（数値的評

価）のみで判断するならば、有効性を確認するまでには至らなかった。

他方、自由記載の記述では、歴史的事実に対する認識、北海道遺産に対

する興味関心について、いくつか確認することはできた。加えて、歴史

的事象を介して地理的空間に着目させることで、地理的な見方や考え方

を育成できる可能性も確認できた。

　本研究の成果として、事後アンケート調査結果を受け、授業の改善に

向けた方向性を浮き彫りにすることができた。

　改善策として、歴史的人物と文化遺産の関係性を明確化することで、

一層の内容理解につながると考えられる。今回の授業実践（調べ学習活

動）では、歴史的人物の動きを調べさせたものの、文化遺産との関係性
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を明らかにする点には課題を残した。生徒には、それらをつなげる予備

知識が不足していた。ゆえに、歴史的人物と文化遺産との関係を結びつ

けることができず、内容理解できなかったものと考えられる。これらを

払拭する課題設定をすれば、文化遺産の教材活用する評価も変化してく

るだろう。すなわち、歴史的人物から文化遺産の関係性を探るアプロー

チは、依然、有効性をもつものと考えられる。

　修正案による授業実践については、機会をみて取り組んでいきたい。

「付記」

　本稿作成にあたり、日高振興局内の中学校社会科教員 K 氏には、教

材選定、学習指導案作成、授業実践、事後アンケート調査の実施等の調

査研究に対する全面的な協力をいただいた。記して感謝申し上げたい。
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